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平成２６年第２６回苓北町議会定例会会議録（第１日目） 

 

 平成２６年第２６回苓北町議会定例会は、平成２６年６月１０日苓北町議会議場に招

集された。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次のとおりである。 

    １番  野田 謙二          ２番  浜口 雅英 

    ３番  山本 政人          ４番  大仁田藤男 

    ５番  田嶋 豊昭          ６番  野﨑 幸洋 

７番  錦戸 俊春          ８番  山下 時義 

９番  松野 重幸         １０番  錦戸 久幸 

１１番 神﨑 公顕（副議長）     １２番  倉田  明（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  山 口 仁 人     主 幹  野 田 寛 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  岡 田 晴 喜 

税務住民課長  荒 木 広 之     土木管理課長  益 田 大 介 

農林水産課長兼 
        野 田 尚 之     企画政策課長  福 田 忠 輝 
農委事務局長  

福祉保健課長  田 尻 伸 治     健康増進室長  山 﨑 敬 一 

                    会計管理者兼       
水道環境課長  小 林 和 文                   大 田 勝 彦 
                    会 計 課 長        

教 育 課 長  山 崎 秀 典     商工観光課長  立 山 清 剛 
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８．議事日程 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

  日程第２ 会期決定の件 

  日程第３ 諸般の報告 

  日程第４ 行政報告 

  日程第５ 一般質問 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（倉田 明君） おはようございます。開会前に携帯電話をお持ちの方にお願い

がございます。議場内では電源をお切りいただくか、マナーモード設定をお願いいたし

ます。 

あらためまして、おはようございます。 

只今の出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、只今から平成２６年第

２６回苓北町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（倉田 明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、１番、野田謙二

君、２番、浜口雅英君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期決定の件 

○議長（倉田 明君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から６月１１日までの２日間にしたいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から６月１１日までの２日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（倉田 明君） 日程第３、諸般の報告について。 

それでは、私の方から諸般の報告を申し上げます。 

３月２４日、天草広域連合消防本部中央消防署庁舎落成式に神﨑副議長と共に出席し

ました。 

４月１９日、長崎市で開催されました長崎苓北会に錦戸久幸議員、錦戸俊春議員と共

に出席し、交流を深めてまいりました。 

５月８日、天草広域連合事務所で開催されました天草広域連合議会の全員協議会に出

席しました。 

５月１３日、市町村自治会館で開催されました県町村議長会主催の議長研修会に出席

しました。 
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５月１４日、天草広域連合事務所で開催されました島原・天草・長島架橋建設促進期

成会総会に出席しました。平成２５年度事業経過報告等の議案が審議なされました。 

５月１６日、天草広域連合事務所で開催されました天草広域連合議会運営委員会に出

席しました。 

５月２０日、県町村議会議長会によります県への要望活動に参加しました。熊本・天

草高規格道路の早期完成、天草地域の道路交通網整備について、県知事・県議会議長・

自民党県連会長にお会いし、直接要望を申し上げました。 

５月２４日から２５日にかけまして、唐津市で開催されました友好姉妹都市締結２０

周年記念式典に副議長、議会運営委員長、各常任委員長と共に出席し、友好を深めてま

いりました。 

５月２７日から２８日にかけて、東京のメルパルクホールで開催されました全国町村

議長会主催の議長・副議長研修会に神﨑副議長と共に出席しました。 

５月３０日、天草広域連合臨時会が開催され出席しました。天草市議会議員の改選に

伴う議長の選出、各常任委員の補充、監査委員の選任、広域連合一般会計補正予算（第

６号）専決処分の承認について、他の議案が審議されました。 

なお、資料は議会事務局に保管してありますので、ご覧いただきたいと思います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 行政報告 

○議長（倉田 明君） 日程第４、行政報告を行います。 

町長から行政報告の申し出があっております。町長。 

○町長（田嶋章二君） 行政報告をさせていただきます。 

まず、５月２４日から２５日にかけて、唐津市との姉妹都市締結２０周年記念事業が

唐津市で行われました。苓北町からも議長及び議員を初め、町民の皆様方合わせて総勢

３２名の方々が参加なさいました。今回は、唐津市のオルレ認定コースを、唐津市長を

初め、唐津市民の方々と一緒に歩き交流を深めてまいりました。 

次に、６月１５日に大阪リバーサイドホテルにおきまして、関西ふるさと苓北会総会

が開催されます。苓北町からは、議長及び議員を初め、交流推進委員・事務局合わせて

総勢７名が出席の予定でございます。 

次に、平成２６年度苓北さわやかクリーン作戦を７月１３日、日曜日午前７時から実

施いたします。当日は、家庭用粗大ゴミも回収をいたします。なお、当日悪天候の場合

は、中止といたします。そのときは、防災無線にて連絡をすることといたしておりま

す。順延はございません。 

又、クリーン作戦終了後の午前１０時から各区にお願いをして、昨年同様に災害等の
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避難訓練を実施いたします。昨年は約１,８００人の方々が参加をされました。なお、

津波避難訓練は、雨天の場合も実施する予定でございますので、ご協力のほどをお願い

いたします。 

次に、苓北じゃっと祭を７月１９日、２０日に開催いたします。１９日は花火大会や

ステージイベントなどを、２０日はペーロン大会を開催いたしますので、議員の皆様方

におかれましては、是非応援のほどをお願い申し上げます。 

次に、苓北町青少年国際交流研修生派遣事業を、今年度は７月３０日から８月１１日

までの１３日間、オーストラリア・マジー市へ、中学生８名、引率２名の計１０名を派

遣する予定でございます。 

最後に８月３日、人吉市におきまして、第３０回熊本県消防操法大会が開催されま

す。苓北町からは天草郡代表で小型ポンプの部に機動分団が出場いたします。 

以上、行政報告をさせていただきました。 

○議長（倉田 明君） これで行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 一般質問 

○議長（倉田 明君） 日程第５、一般質問を通告順に行います。通告１番、錦戸久幸

君。 

○１０番（錦戸久幸君） おはようございます。通告１番、１０番議員錦戸久幸です。 

町の政策が後年度にかけても町民が評価できるものであるときは、町長の優れた行政

手腕の賜、反対に評価されないものであるときは議決機関である議会の責任、このこと

を理念としてお尋ねします。 

まず、最初に石炭灰行政の展望と課題についてをお尋ねします。 

町がこの事業に取り組んで早１０年。この間、一般質問だけでも延べ約７０人がいろ

いろな角度からお尋ねし、又、予算委員会、決算特別委員会等でも答弁がなされており

ます。その中から大きく３点についてお尋ねをいたします。 

まず１番目に、当時の説明によりますと、九電は灰捨場の寿命を延ばすためにも福岡

の方のセメント会社にｔ当たり５,０００円ぐらいで、しかも運送費をかけてまで処分

をしている。これを地元町内で処分する企業を誘致できれば、町は雇用も望めるし、産

廃処理費に係る町税収も期待できる。 

一方、灰を安く処分できる九電も良いし、お互い双方にとっても良いことだとのこと

でございました。昨年度の予算審査特別委員会の折に初めて石炭灰の処理費は、ｔ当た

り４,６００円と明言がされました。このことで議会も初めてｔ当たりの産廃処理費が

４,６００円であると認識ができました。 

各工事ごとの石炭灰の使用数量は既に報告をされておりますので、それを乗じますと
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産廃処理費が求められ、その額が工事費の２、３倍を超える額になるものもあります。

もちろん進出企業に限らず、各企業にはそれぞれ利益を計上できるように企業努力をし

ていただき、その上で年々厳しくなる町財政への法人、町民税の貢献もお願いしたいと

思います。 

これまでの答弁によりますと、この進出企業は初期投資が大きかったので、そこまで

に至っていないとのことでございましたが、現状はどうなっておりますか、改めてお尋

ねいたします。 

２番目に、これまでにＡＣⅡの構造上、安全面と耐用年数についてお尋ねしますと、

強度のない土で盛り土を行うと円弧すべりが発生し、崩壊します。盛土材としてのＡＣ

Ⅱは土と比較した場合、はるかに安全と言えます。耐用年数については定めがありませ

んとのことでした。これまでの他の事例で明らかなように、鉄筋コンクリートの寿命も

意外と長くはありません。ＡＣⅡはまして防災施設としての活用でもありますので、耐

用年数は示せないのか、お尋ねをいたします。 

次に３点目、今年の広報れいほく３月号、６０４号ですけども、この３ページの記事

によりますと、平成２６年度から２７年度にかけて麟泉の湯横に拠点避難地、仮設用地

となる防災公園を整備することとしていますが、それでもまだ３００戸余りが不足をし

ます。これからも町では避難地や仮設住宅建設に適した用地を探して整備を進めていき

ますとあります。もちろん、町は災害発生に備えなければなりませんが、余りに仮設住

宅用地を造ることが目的化してはいないかお尋ねします。 

なお、今月の６日に開かれました苓北町の防災会議の資料にも示されておりますよう

に、町内には高台や建物等避難施設はかなり現存し、１人当たり１.５㎡で計算されて

ありますが、ちょうど５,０００人は建物内に収容できることになっております。 

このほかに、来年度から中学校の統合もあり、坂瀬川中学校、都呂々中学校校舎も活

用できることになります。総合的にこれらの活用策を重ねて検討すべきではないでしょ

うか。 

質問項目の２点目、日常の防災対策についてお尋ねします。まず１、坂瀬川西川内、

長崎浜バス停付近の民家に接する国道背後地の嵩上げについてお尋ねします。 

現地は、旧海岸堤防に並行する形で側溝があり、１.５ｍくらいの窪地になっており

まして直接的には渡れません。この間の延長が約８０ｍぐらいです。このため、それぞ

れ専用の木製桟橋をかけてありますが、５、６年ごとには架け替えをしなければ腐れて

渡れません。この方々の話によりますと、そのたびに４、５万円くらいのお金がかかる

というようなことでございました。すぐ近くには町の防火水槽がありますが、いざとい

うときには、この桟橋を利用することになります。更に今までに何人かの人がここに落

ちたこともあると聞きます。この窪地を背後地並みに嵩上げできないかお尋ねします。 
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２番目としまして、町内の他の場所に類似の場所はないのかをお尋ねいたします。 

以上で問題提起を終わります。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の錦戸久幸議員の御質問にお答えをいたします。 

１点目の石炭灰のリサイクル業者の法人税についてのご質問でございます。これは昨

年６月の議会定例会でもお尋ねがあり、個別の事業所の税金等につきましては、具体的

には申し上げられないということをお答えをしております。町に納めていただいている

工場用地土地使用料について回答をさせていただいております。 

個別の企業の税額については、公表できないことをご理解いただきたいと思います。 

又、ＡＣⅡ、これは石炭灰でそのまま処分するわけではございません。いろんな企業

がこの石炭灰のリサイクル製品を造っておりますが、九州電力がこれだと絶対大丈夫だ

としたのは幾つもあるそういう固化リサイクル製品の中で一番優秀だからということ

で、九州電力はこれを使用していると聞いております。そういった意味でこれは特許

等々の関係で、今、具体的な金額をおっしゃいましたが、それが高いとか安いとか、

又、それの関係でたくさん法人税を納めなきゃいけないということではないと思いま

す。その企業が仕事を行う上で利益が上がったか上がらないか、その中で税法に基づい

て我々は税金を徴収するわけでございますので、今のところですね、仕事が安定的に続

いていけばそれなりの収益が上がってくると思いますが、今までお答えをして今、御発

言があったとおりのような状況でもございます。 

次に、２点目のアッシュクリートⅡの耐用年数についての御質問でございます。平成

２５年１２月議会での御質問にもお答えをしたとおり、ＡＣⅡは盛土材として使用され

ており、耐用年数についての定めがございません。土と比較しても防災面でも、より安

全なものと考えられているところでございます。 

３点目でございます。このことについては以前にもお答えをいたしました。一次避難

場所と仮設住宅用地とは別だと考えております。学校や公民館など一時的な避難場所と

しては十分なものだと考えております。それが今、ご指摘になった建物のことだと拝察

をするわけでございます。東日本大震災、阿蘇豪雨災害など、今も仮設住宅に住まわれ

ております。一応、独立はしている立派な仮設住宅ではありますが、それでも個人のプ

ライバシー等々について問題があるというような報道がなされているわけでございま

す。 

私は、長期にわたって町民の方が住まわれるような災害が発生した場合、学校施設な

どはあくまでも一時的な住まいであると考えます。長期的になると、やはりこれは疑問

だと考えているところでもございます。個人のプライバシーそしてできるだけご自分の

家に住んでおられるような状態に近いような形でお住まいいただきたい。それが又、健



 

－10－

康維持にもつながってまいりますので、長期に及ぶことを考えるとしっかりした仮設住

宅を造り、そこで次の再建計画を考えていただくことが大切であると考えているところ

でございます。 

又、南海トラフ地震は、今後３０年以内に７０％の確率で発生すると言われておりま

すし、専門家の方々、報道においても明日来てもおかしくないと聞いております。ちな

みに、南海トラフ地震のときの震度、この天草一帯が３ｍから４ｍの津波が来ると。た

だし、この折にも１時間半程度の時間の余裕がありますので、避難訓練等でしっかりと

した対策をとっておれば、命は助かっていくと見られておりますので、自主防災組織等

も今、どんどん増えております。その中でやはり避難の訓練に励んでいただくことによ

って命が助かる。命は助かられても約９２０戸の３ｍ以上の津波でですね、家が、苓北

町の場合は倒壊するあるいは水に浸ると考えられておりますので、その場合に仮設住宅

が必要になってまいります。苓北町はご存じのとおり平地といえば学校の運動場とか、

そして優秀な農地でございます。そういった意味で今まで精力的に仮設住宅用地を見つ

け、あるいはそれに満たないやつは造成をしてきたわけでございます。 

ちなみにこの３月、苓北町は南海トラフ地震防災対策推進地域ということで指定され

ました。これは自慢できることではございません。この意味は、災害に備えてしっかり

とした対策を積極的に取らなければならない地域だということでございます。これは国

が指定されたわけでございます。又、地震以外にも豪雨災害、台風災害など諸々の災害

を想定する必要がありますので、今後とも災害があったときに最小限に被害を食い止

め、そして被害に遭われた方のケアをですね、十分できるような町づくりに励んでまい

りたいと考えているところでございます。 

次に、坂瀬川西川内、長崎浜バス停付近の民家に接続する国道の背後地の窪地につい

て、国道並みの高さに嵩上げができないかということでございます。私も今のご質問、

ご意見等については本当に早くそれが実現したらいいなと考えているわけでございます

が、これには少し問題もございまして、この国道の背後地は苓北町所有の雑種地と国道

改良前の防波堤の間の土地で、国有海浜地でございまして、国有海浜地であるこの窪地

の嵩上げにつきましては、国に対して土地の形状変更の手続申請を行うことが必要でご

ざいます。届け出につきましては、管理者である熊本県と相談をしていただきたいと思

いますし、町もそのお手伝いをしていきたいと考えているところでございます。 

又、町の防火水槽につきましては、現地をよく確認して、そういう手続きが煩雑でご

ざいますので、すぐにそれが埋まるとは考えられませんので、その間どういう対策がで

きるか検討をしたいと考えているところでございます。 

又、他に類似をした場所がないかというご質問でございますが、国道の背後地で該当

するところは坂瀬川西川内地区、上津深江地区等があるようでございますが、その他海
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岸線につきましては再度確認を行いたいと考えているところでございます。 

以上、錦戸久幸議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（倉田 明君） 錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） 今、町長の答弁をいただきました。まず、１点目の件ですけ

ども、これは町長の答弁にありましたように、これは個人の納税状況とか法人の納税状

況とか、これはプライバシーがあることは私もよくわかっているつもりであります。こ

れは本当そのようなことありますのでね、いかに町税収を確保するかという強い気持ち

があるとしてもそういったことでありますので、本来ならば民間企業の納税関係に口を

挟むことは極力慎まねばならないと私も思ってはおります。 

しかし、この事業はちょっと他の事例とちょっと違うような感じもするわけですよ。

どういうことかと言いますと、この事業は元々町長が選挙に勝たれて苓北町行政がこの

１０年大きく関与していましたよね。それがここにたどり着くまでには法人町民税とし

ての姿が見えてこないというのは、にわかには信じ難いなという率直な思いがします。

それで納税が確認されていないということは、これまでの説明のように初期投資が大き

かったので利益が上がらないケース、そしてもう１つには苓北町の行政権が及ばないと

ころで別会社を立ち上げて、経理処理をするケース、こういったときにはもう町には納

税はなされないのじゃないかなというふうに思います。これは一般論ですけども、そう

いった考え方があるのかなと思います。 

 それから、一応この件だけで、一問一答方式で届けをしてありますので。 

○議長（倉田 明君） はい、町長。 

○町長（田嶋章二君） 先程の質問と同じような感じの今の再質問だったと思いまし

て、ちょっとよくその趣旨が、さっきと同じじゃないかなと思うわけですが。 

○議長（倉田 明君） 錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） １回目の質問は、これだけの事業量がありますので、それに

見合う利益も上がってるのじゃないかというような話でございました。２回目は、要す

るに私もそういった納税関係についてはプライバシーもあるので、というようなこと

で、ただしかし、これまでの執行部の答弁によりますと、初期投資が大きかったのでそ

こまでは利益がまだ上がってないんだというふうな答弁はありました、これまでにです

ね。 

それで、利益が例えば納税がなされないことに大きく２つのケースがあると思いまし

て、１つはそういったことで利益が上がらないから納税がなされない。そしてもう１つ

には利益は上がっていてもその苓北町の行政権が及ばないところでそういったところで

経理処理をするということは苓北町には納税が現実にならないと、そういったことで一

般論としてはこの二通りがあるんじゃなかろうかなと思うわけですよ。 
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○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） その苓北町の及ばないところでっていうことが私にはよく理解

ができないところでございまして、又、理解ができても苓北町に及ばない件をここで私

がどうのこうのって、私もよく知りもしないのにお答えできるわけがないと思います。 

○議長（倉田 明君） 錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） それは私の質問が悪うございました。今、２つ目のケースで

私がお尋ねしましたが、これは平成２１年に福岡市の方でエコアッシュホールディング

スというような会社を立ち上げてあることが公表されております。ですから、この会社

との関係で、もし先程私が２つ目のケースで言いましたそういったことでなっているな

らば、いつまで待っても苓北町にはそういった納税というものは実現しないんじゃなか

ろうかなというような思いがありますんですね、やっぱりそこら辺は町長もご存じなけ

ればそれは今、答弁を求める方が酷でありますので、そういったことも公表されており

ますので、やっぱりそこら辺は町としても何かの形でやっぱりそういったことで企業側

とも現実問題としてどうなのかっていうようなことは、やっぱり町民にも説明をする必

要がありはせんかなと私は思うわけですよ。それはもう今、この問題はここで町長もご

存じないというようなことでございますので、今、答弁を求めてもそれは酷なところも

ありますので、やっぱり今後の検討課題として考えていただければなと思います。 

それから２点目の構造上の安全と耐用年数の件ですけども、これはもう今までも町長

が言われるようにそういった答弁もありました。それで、今、このＡＣⅡを使っていく

事業は盛土材というか、土の中に、土の表面にはなかなか出てこないようなところで使

っていく事業と、それから表面にも、地表にぱーっと出てくるような使い方もあると思

うとですよ。ですからそういったときに、その耐用年数ですね、やっぱりそういったも

のは定めがないと言われればそれまでですけども、何か１回目も言いましたが、鉄筋コ

ンクリートの寿命も意外とそう長くない面もありますのでね、やはりこういったところ

は耐用年数のこの件はやっぱり難しい面もあっとでしょうけど、やっぱりそれは押さえ

ていただきたいなと思います。 

１つには、例えば鉄筋コンクリートのセメントの配合量ですけども、これは普通立米

当たりにしますと２００㎏ぐらいはもう今の基準でいくと入っているんじゃなかろうか

なと思います。それでＡＣⅡについては、課長何㎏やったですかね、わかります、立米

当たりのコンクリート量は。 

○議長（倉田 明君） 土木管理課長。答えられたら一問一答だからそれでお答えくだ

さい。 

○土木管理課長（益田大介君） ・・・・・。 

○議長（倉田 明君） 一応わかっとったら答えてください。 
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○１０番（錦戸久幸君） よかです、答弁はもうよかです、そんなら。それだけセメン

ト量がですね、私はそういった詳しいことわかりませんけども、セメント量を立米当た

りで比べたときに、それだけセメントの混入量っていうのが、配合量っていうのが明ら

かに違うような気もしますので、やっぱりそこら辺の耐用年数、やはりそういったとこ

ろもどうなのかなという面がありますので、今は答弁が難しいようですので後ででもや

っぱりその耐用年数については、又、詳しくお知らせをいただければなと思います。 

 それから３点目の件ですけど、ちょっと言葉では説明しにくい面もありましたので、

議長のお許しをいただいて掛図を１つ用意させてもらいましたので、これを示しながら

説明をさせていただきたいと思います。 

 すいません、見にくいですけどね。今月の６月の６日に町の防災会議がありました。

そしてその中で示された資料のあれを拡大して色を付けたりして私なりに作ってみまし

た。これはどういう図面かといいますと、津波が来たときにどれくらいの高さになるか

というふうなことで示された図面ですね。 

 これは、概略説明しますと、ここにこの水色で波型にこうしてした分ですね、これが

津波のときの波の大体の高さです。そして水色の下の線が次のところを中心にしてこう

ありますけども、これが大潮のときの満潮の平均の高さだそうです、これが。満潮時に

津波が来た時にはこのＡの波、波型の高さの津波が来るそうです、計算上ですよ。この

基準面、これから津波の高さは図るんだというふうなことでございました。それでこれ

が堤防ですけども、堤防があって民家があります。そしてこの現在の堤防は苓北町の堤

防に限らず、この津波の高さよりも高くなっておるというふうな説明でございました。 

ただしかし、これは全面的に信頼するわけにはいかず、この堤防が弱いとこれが壊れ

てこの民家も壊れるというふうなことになります。ですから、この普通でいきますとこ

の津波は今の堤防で十分こうして、まあ十分と言えるかどうかわかりませんが、今の堤

防の高さで落ち着くというふうなことでございまして、この堤防が壊れんようなことで

せんといかんわけですが、今、苓北町の浸水域は想定してあるんですか。津波自体には

普通ならば止まるけども、浸水域があると。浸水域が２０ha 分ぐらいあるというふう

な説明でした。そこで、これを乗り越えてくる分が２０ha 分か、それともこの堤防が

壊れて２０ha が浸水する分かというようなことをお尋ねしますと、これは今のところ

堤防の強度の調査中で、今、具体的にはそれは示せないというふうなことでございまし

た。ですから、この堤防をやっぱり強くすることと、弱いところをですね。今、持てる

ところはいいけども、堤防が弱いところは早めに補強をしたり、足りないところは嵩上

げをしたりしてこの人間の命だけ、町民の命だけじゃなくて町民の財産も同時に守って

やるというふうなことで、これからの防災はしていかんといかんとじゃなかろうかなと

私は思うわけですよ。 
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ですから、避難所を造ることも大事だけども、避難所を造る前にやはりこういった住

民の本当に直接の命を守ることと、それから町民の財産、財産を守ってやること。これ

はやっぱり行政の大きな努めじゃないかなと思うとですよ。 

 そしてね、ちょっと遅くなりましたが下に、なお、津波の計算結果では、地震によっ

て発生する津波波高Ａは小さく、朔望平均満潮にＢを合わせた津波型、要するにこれで

すね。津波高は小さく、平均満潮にＢを合わせた津波高、要するにこれですよね。これ

はＣも概ね既存の海岸堤防高より下回っていることがわかったというふうなことが資料

で示されておりました。 

 そこで、私は先程も言いましたが、やはり今、堤防の強度が調査中で、やっぱりその

結果がまだ出てこないので町としてもその対応はなかなか取りにくい面がありますが、

やはりこれがやっぱり一番急ぐ最優先されるべき課題じゃなかろうかなと思います。そ

して先程言いましたけども、津波も安全だと、津波に対しては堤防は持てるんだという

ふうな話をしましたが、これには今現在でもですね、津波は来なくても今現在は海岸線

では担当課はもういろいろその場面、場面で写真も撮って場所も把握しておられると思

いますが、高潮とかのときに国道に海藻とか何とかとバラスとか一緒にこうして上げる

ところがありますよね。ですからそういった所は消波ブロックを置くなり、やっぱり堤

防を嵩上げしたりそういったこともその沿線の住民からすれば、そういったことは優先

的に求められとるっていうのは、やっぱり執行部の方も念頭に置いていただきたいなと

思います。 

それから広報れいほくの（「今のには答えんで」と呼ぶ者あり）ならお願いします。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 図示までしていただいて、ちょっと私も大分年取ってきました

ので見えにくいところがあったんですが、確かにですね、そう言われてる所もあります

し、例えば志岐川の河口である明神山あたり、満潮のとき見てください。ほとんどもう

堤防、満潮面が家の高さと同じぐらいです。そういったこともありまして、まずは浜之

町住宅密集地域の浜之町から釜海岸にかけて、十数年かけて高潮対策をやらせていただ

きました。これも国が５０％、本来なら県が１５％は補助すべきを県が全く出してくれ

ませんでしたので町が５０％を出して、毎年１億ずつぐらいずっとやってまいりまし

て、ようやっと今年で完成をいたします。そういった面で安心が一つ安心感が増えたと

いうこと。やはり明神山、紺屋町にかけましても、これは志岐の漁港の生産面に当たる

ような状況をですね、もっと付加価値を高めようということで道路も造るということと

併せまして、高潮対策の意味も込めまして堤防を前出しにして道路も造り、そしてより

強度の高い堤防を今、造ってるところでございます。 

しかし、これがあっという間に海岸線の長い苓北町でできるとは思いません。これは



 

－15－

１つは財政面で相当たくさんのお金がかかると。今、避難地を造るのにご指摘をいろい

ろいただいてますが、これは１億、２億でできます。 

そういった意味で避難さえしっかりできれば、あとはもし浸かっても大丈夫だと。確

かに、これが５年ぐらいでさっと苓北町の海岸線ができるような財政とですね、技術力

があれば今、おっしゃったのが相当正しいし、我々もそれに従ってやるべきだと思って

おりますが、今、調査もしながら、そしてできるところはずっとやってきながらです

ね、やっておりますので、これはやっぱり長い目で見ないと海岸線を全部安全なものに

堤防の嵩上げというのはできるとは思っておりません。そういった面で、今、担当課が

調査もしております。それで国・県に対しましても、いろいろとお願いもしながら財政

的な面のご支援もしていただいているわけでございます。そういうことでですね、今、

すぐできること、そして長期的にやらなきゃいかんこと、これ仕分ながらそして又、財

政的に追いつくのかどうかっていうことも考えながらやっていきたいと。今、避難地を

造るだけでも大変な財政的なございますが、約７割という国からのですね、ご支援があ

りますので、それを大いに活用していきたいと考えております。 

今後は、今、おっしゃったように堤防の強化、我々全くやってないっていうことじゃ

ございません。相当積極的にやって、志岐川、三会川流域、これからどんどん良くなっ

てまいります。今度は他にもどうやって延ばしていくか、これは国・県のほとんど管理

堤防が多いわけでございますので、あとは国・県ともよく話をしながら今、おっしゃっ

たようなこともやっていきたいと。 

まずはしかし、南海トラフの地震が来た場合に起こる津波に対して防げないところが

出てくるかもしれない。そのために一次避難場所、そして一次避難場所に１年も２年も

住むわけにはまいりませんので、そういったことで仮設住宅用地も準備をしておくとい

うのが大事だと思っておりますので、今、錦戸議員の指摘なさったことについては、私

は我々もなるだけ早く計画を立てて、財政的にできるかどうかもですね、含めて国・県

としっかり打ち合わせをしていくべきだと考えております。 

○議長（倉田 明君） 錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） 町長の答弁で私もそうだと思うんですけども、私も元々です

よ、苓北町に海岸線が３０㎞近くあるのを、全て嵩上げをするようにせんと大変じゃな

いかというふうなことは言ったつもりはありません。ですからね、それは今、先程も言

いましたこの堤防の強度の調査、それをしてありますので、やはりそれが出揃ったなら

ば浸水域も２０ha は想定をしてあると。そういうふうなこともありますのでね、今、

町長言われたようにそれはもう重点的にせんとそれはもうできんですよ。この津波の高

さも内閣府の中央防災会議がそうして出してありますのでね、これもやっぱり根拠があ

ると思いますのでそういったことでこれはもう是非、町民を災害から守るためにそうし
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ていただきたいなと思います。 

それで津波が１０ｍも２０ｍもという津波が来ればそれはそうですけども、やはり一

次的にはより高く、より早く、より遠くへ逃げるというようなことが災害から身を守る

っていうことの大原則ですのでね、そのことを町民にも今後も引き続いて周知徹底して

いっていただきたいと思いますし、そしてその民家もやはりできる限り想定される災害

から守るようなことで対応していただきたいなというようなことで質問を申し上げまし

た。 

○議長（倉田 明君） 町長、今の答弁してください。 

○町長（田嶋章二君） 今の件で言いますと、全く我々が海岸線の災害防止をですね、

やってないように聞こえるんですよね。具体的にご覧ください。志岐川河口は今、どん

どんそういった面で防護面も良くなってます。去年完成しました都呂々川の河口、これ

はもう不可能だと思われてたんですが、国の大きな援助もございましたのであの辺の住

民の方々の安心感がより増したということです。それで徐々にやってるんですよ。 

ただやっぱりそこは国の財政支援、県の応援、そしていろんなそういう面の財政的な

面もございますのですぐにやれない。すぐにやれないんで、今、おっしゃったのは理想

的ですよ。早く全部やればそれなりの津波が来てもですね、皆さんの財産が守れると。

だからそれは当然我々としても目標として掲げてやってまいりたいと思っております。

しかし、できないところはいざ、来たときにどうするのかと。そして一次避難場所につ

いては錦戸議員のおっしゃったことと私が考えてることは全く同じです。ただ、それを

いち早く今度は仮設住宅を造ることによってですね、一次避難場所からちょっとプライ

バシーがしっかり守れるようになるような場所を造るというのも我々の課題であるし、

そういった意味でいろんな面からやっていってるわけでございますので、その辺の災害

対策についてのご理解をお願い申し上げたいと思っております。 

○議長（倉田 明君） 錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） それでは町長ね、この津波の高さの基本的な津波に対する基

本的な考え方といいますか、津波の基準点といいますかね、それを私は今年の広報の３

月号で見てみますとね、ちょっとこう、私だけかなと思うんですけど、これは３月号の

２ページの記載ですけど、「苓北町を襲う地震・津波」という見出しの中で、この地震

により苓北町においては最大震度５弱の揺れと約３.１ｍ、それで括弧書きで満潮時約

５ｍの津波が襲うと想定されます。そして南海トラフ巨大地震は３０年以内に７０％以

上の確率で発生すると言われています。いつ来てもおかしくない状況なのです、という

ような記載がございます。 

それで、ここで言われとる満潮時約５ｍっていうことは、これが満潮時の線ですので

これが要するに津波の下の高さですね、これが満潮時約５ｍっていうことはこれから５
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ｍっていうふうな、こうして記述かなと思うとですよ。それと私たちに６月６日の日に

防災会議で示された資料はこの満潮時から津波高さは１ｍから１.５ｍ、苓北町は。苓

北町は満潮時からすると１ｍから１.５ｍだというふうな図示でした。 

ですから私はね、この掛図を作る気になったんですよ。なかなかそこら辺が説明がし

にくいからと思ってね。町の広報誌に書いてあっとは、この満潮時から５ｍとしてある

からもうほとんどが入ってくっとですよ。ところが、内閣府から発表されたその資料を

元にしてすると、津波は満潮時から１ｍから１.５ｍの高さ、苓北町はですよ。そうし

てあっとですよ。ですからこれは単なる資料の行き違いなのか、それともどっちの方が

本当なのか。町で言うとる満潮時から５ｍの高さが本当なのか、やっぱりそこら辺が確

定をして町民にもお知らせをいただきたいなと思います。 

 これが１点と、もう１つはですね、もう基準の取り方が違えば災害に対する考え方が

ごろっと変わりますからね。それから後段で述べましたこの件は、町の防災会議の折に

示された資料ですけども、この１２９ページ。ここでですね、括弧書きでいろいろ地震

の種類が書いてあっとですよ。そして６番目に南海トラフって書いて最大値のところで

マグニチュードは９.０だというふうな記載です。そして３０年以内に発生確率は極め

て低いと書いてあっとですよ。それでこれは大きなやっぱり間違いじゃないかなと私は

思います。これは町の方が正しいんじゃなかろうかなと思うとですけど、しかしこれは

町の防災会議の資料ですから、これも早急に確認をされて、どっちの方が正しいのか。

これはやっぱり３０年以内に７０％確率であるっていうのと、３０年以内発生が極めて

低いというのはやっぱり防災に対する基本的な考え方が変わってくると思いますので、

そこら辺は統一をした検討、資料をお願いしたいなと思います。 

 この２点についてお尋ねします。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） これは国が示されたというんですが、３０年以内に７０％の確

率で南海トラフの大地震が起こるっていうのは、私は国の担当官からも聞きましたし、

度々ＮＨＫあたりの報道でも言っておられます。地震の専門学者も言っておられますの

で、その方が正しいんじゃないかなと私は思っております。 

 それとあと堤防高さにおける満潮時の今の図示ですが、あれは多分、国の一般的な基

準で言っておられるのじゃないかなと。例えば明神山を見てください満潮時。もう堤防

がちょっと低いということはありますが、満潮の高さと家の高さは大体同じですよ。だ

から例えば、志岐の道路を堤防側に浸かってずっとやるというのも国も「なるほど、こ

れは早うせにゃいかんですな」というような理解をいただいたわけで、堤防の高さが満

潮時はこれだけ、あとはまだ大分余裕があるという今、絵ですよね、今の絵は。だから

そこをちょっといろいろ国が考えておられる基準と、我々が地域によっての実際の現実
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が違うのではないかなと思っております。違う中で我々はそれをしっかりお訴えして、

今度の防災道路兼用の護岸も認めていただいたというのがその経緯でございますので。 

○議長（倉田 明君） 錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） いや、あの町長、それはもうわかりますよ、私も。ただ、私

が言うのはですよ、このやっぱり基準の取り方ですたい。やっぱり今の堤防があります

よ町長言われるように、ですから防災会議で出した資料では、これから満潮時の海面か

らそれから苓北町は１ｍ高い１.５ｍの津波だというふうなことを示してあったっです

たい。それで私たち町の今の話を聞いとると、これが満潮時の高さから３ｍというふう

な話をされますのでね、この基準の取り方、要するにこの数字の取り方がどうなのか

と。どっちも今町長が答弁されましたけども、私がこれを基にしたのは防災会議の資料

を基にしてしたわけですから、私もそのときめざとく見つけてお尋ねすればよかったっ

ですけども、そのときはもう限られた時間ですので指摘もできませんでした。ただ、後

日それが自分なりに疑問点を持ちましたのでね、これは一遍是非、町長にお尋ねしとき

たいなというふうなことでございました。 

それともう１つは、先程言いましたけども、南海トラフの記述の件、これはこれの方

が私も間違いだと思うとですよ。断定はできんけども、ここら辺はやっぱり担当課も一

応又、再確認をしてみてください。 

○議長（倉田 明君） 総務課長。 

○総務課長（岡田晴喜君） 今、錦戸議員から申されたことにつきましては、取り方に

つきましては波高につきまして私自身も満潮時の波の高さだというふうに捉えておりま

したので、今、言われた防災会議の添付資料という形に示されている数値だと思いま

す。それはもう一度確認させていただきたいと思います、両方ともですね。 

○議長（倉田 明君） はい。 

○１０番（錦戸久幸君） それはもう忙しい中に大変な作業になると思いますが、その

ことも確認されたら、又、議会の方にもそうして結果についてはお知らせをいただきた

いと思います。 

それから町長、前の議会の折にＡＣⅡのことでお尋ねしましたところ、私が質問する

ことはＡＣⅡを悪者にしとるようなことに僕の耳には聞こえますというような答弁があ

ったと思いますが、私は元々ＡＣⅡを悪者にしようとか何とかじゃなくて、やはりそう

いったその時々で、町長にお尋ねをしておきたいというふうなことがあればそれをお尋

ねして、又、答弁をしていただいて、それが今後のいい町の苓北町行政のあれに生かさ

れればいいなと思います。そういったことでありますので、私もＡＣⅡを悪者にすると

かそういった対応は全くありませんのでね、そのことは町長も認識をしていただきたい

なと思います。 
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それを踏まえて、先程のやっぱりこうして納税の問題も、これは後で又、議会にお知

らせをいただきたいなと思います。 

そのことを申し上げまして、私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（倉田 明君） これで錦戸久幸君の一般質問を終わります。 

通告２番、野田謙二君。 

○１番（野田謙二君） 通告２番、１番議員野田謙二です。一般質問をさせていただき

ます。 

さて、今回は町長に苓北町議会のテレビ配信についての基本的な考え方について質問

させていただきたいと考えております。 

私は、３月議会での予算委員会において、簡潔に議会のインターネット配信について

質問を行いました。その際の回答は、議会事務局長から予算として２,５００万円ほど

必要であり見送られましたとの回答をいただきました。詳細はもう少し細かい回答でし

たが、概ね以上の理由で予算計上がされていないとのことでした。 

さて、本来なら議会は公の元で常に公開が原則です。そこで、今回の質問ではその原

則でありながら、テレビ配信されていない現在の苓北町議会を町長はどのように考えて

いるのかをまず伺います。 

加えて申し上げれば、先の予算委員会では予算自体の問題だけが言われましたが、今

の時代はもっと多様な企画、計画が創造できるのではないかと考えています。それによ

り予算はもっと縮小できる可能性はありますし、ただ単に町民に議会を公開するだけで

はすまない意義が出てきます。 

例えば、２,５００万円という費用は、放送作成する際の機材の全てを役場が負担す

る程度の費用ではないかと私は思っています。放送作成に民間の企業を利用し、その出

来上がったソフトを町役場が購入するという契約を結べるのなら、予算自体はものすご

く縮小するのではないかと思います。私は専門家ではありませんので外部企業に制作依

頼することができれば、どれほどの縮小になるのか見通せませんが、年間で１,０００

万もかからないのではないかと思っています。 

純粋に出来上がったソフトだけの費用とすれば１回で数万から１００万未満、その４

回分で数百万で足りるのではないかと考えています。又、テレビ配信する場合でもあえ

てインターネット配信だけをするのであれば、費用はものすごく小さくなることが予想

されます。 

さっきの２,５００万円という数字は志岐の町民ホールでのテレビ公開の費用も含ん

でおり、町民への公開という意義は多少損なわれるかもしれませんが、実際に一般質問

等はＰＤＦではございますが既に役場ホームページでネット配信されており、私にも役

場のホームページで見たという元天草市議から応援のお電話をいただいたこともござい
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ます。インターネットは町民だけではない効果が出てきます。 

特にこれからは交流人口も増やそうという時代に、役場のホームページで議会中継が

見られるのであれば、開明的な町だとのイメージ戦略としても有効です。ネットでの映

像配信は確かに苓北町町民全てに具体的な町の政策が伝わるとは限りません。それでも

現在より広く町の政策決定に触れる機会が増えるのは間違いありません。 

更に、ネット配信ではインターネットを利用しない町民に対してどうするのか、とい

うことも言われると考えられます。しかし、これは今までと同じように町が同じような

広報をすれば良いだけであって、何も変わらないはずです。又、ネット配信すれば町民

以外でも大勢が視聴可能になるわけです。ですが、町民以外の声は聞かないというのも

自由ですけれども、これからの時代ではなかなか受け入れられないのも現実ではないで

しょうか。 

むしろ小さい町だからこそ他所の市町村の意見も積極的に耳を傾け、多様で複雑な未

来に対して進歩していくことが必要だと思っています。ネット配信の提供がその姿勢を

示す第一歩だと私は思っております。 

実現に際しては、どこまで放送するのかなど細かく規定する必要もあると思います。

しかし、ネット配信以外でも仮に一般のテレビ局で放送をしたいときに画像が管理され

ているだけでものすごく簡単に対応できます。実際問題として、それがどのように利用

されるのかは放送法の領域となり、簡単には判断はできません。しかし、苓北町役場が

ほぼ無編集で議会の動画を配信することには問題はございません。 

もっとも現実的ではないかと思えるのが、実際の映像を配信することによって現在で

は考えられないくらいに各議員の評価に、町民の評価に違いが出てくることも期待され

ます。あくまでネット配信は初期段階に過ぎません。しかし、実際に町民が信じて選ん

だ町議会議員がどのような活動をしてくれているのか、実際には議会だけで全てを判断

することはできませんが、他の公開が原則とされる委員会なども含めて町民がよろしく

評価する機会が増えるということも意味深いと考えています。 

一例を挙げれば、現在は議会広報誌の「きずな」だけを頼りに議員を判断する人もい

らっしゃいます。しかし、「きずな」は少なくとも編集をされています。言葉の細かな

ニュアンスなどは伝わりません。その内容がどれほど役場執行部に伝わったのかもきず

な読者の主観に任されているのが現実です。それが画像配信するだけで町民に伝えられ

るようになります。 

以上のようなことも含め、将来には民間企業も含めて町内ケーブルテレビなど有線の

テレビ配信や又は無線での配信が実現するときが来るならば、そのときに議会を 1 つの

コンテンツとしてすぐに取り上げられるということです。このようなことは私の個人的

な発想でしかありませんが、少なくともネット配信には早いうちに取り組む価値がある
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と思っています。 

以上のようなことを考えられた上でお答えをお願いします。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の野田議員のご質問にお答えをいたします。 

覚えていらっしゃる方もおられるかどうか、佐藤内閣の末期のときですね。佐藤内閣

総理大臣が記者会見の折でした。新聞記者はみんな退場してくれと、テレビ局だけ残っ

てくれということでございました。それは、そのときの佐藤総理の真意は、新聞記者は

やはり書き手の感情が入るわけですね。だからそのまま国民に自分の考えていることが

伝わらない。テレビだとしゃべったことがそのまま国民に伝わっていきます。そこは今

度は国民がそのしゃべったことについての中身についての判断は国民がしていくという

ことで、佐藤総理は新聞記事よりもテレビがいいんだということで、１回だったかもし

れませんが新聞記者を総退席させまして、テレビだけの放送になりました。そういうこ

とがございました。 

そういった意味において、テレビ中継っていうのはありのままをそのまま聴取される

方に伝えていけるという大きな利点があります。そういったことを考えますときに、こ

れは早くやらなければならないなと思ったのが、あの光ファイバーを引いたときでござ

いますが、ある民間の方のご提案で今、野田議員一部お話をなさいましたが、それと年

間維持費もやはり２,０００万ぐらい要るということでございました。そのことで、そ

のときに考えたのがやはりこの件については、議会の方々ともそして町民のご意見もし

っかりお伺いした中でどうするか。 

ただ、前提があります。民間会社がテレビ放送するわけですから、そんなコストのか

かるようなテレビ放送だったらお断りするということでありました。今後ですね、そう

いう形で天草市ではケーブルテレビが、これは民間経営ですね。入って放送をしておら

れます。そういった面で天草市はほんのわずかの財政出動でですね、そのテレビ中継が

できるというような状況でありますので、今後民間の方とも相談して、前みたいな初期

投資も維持費も余計かかるようなことじゃなくて、もうちょっと勉強してもらった中で

テレビ放送が本当に実現するのであれば、もうそれは素晴らしいことじゃないかなと。

ただし、だからこういうことです。財政的な問題とそしてそういう民間会社が町のある

程度の応分の負担でやっていただけるところがあるかと。それとまた、議会の方々のご

意見と町民のみなさん方の要望も一緒にやっぱり検討していかなければならないと考え

ております。 

やりたいんですが、課題が幾つかあるということで回答にさせていただきます。只今

の野田議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（倉田 明君） 野田君。 
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○１番（野田謙二君） 私も基本的な町長の考えを伺ったので大変ありがたく聞かせて

いただきました。基本的には予算等の問題がなければ、町長自身はもうあと議員さんが

賛成していただければすぐにでもやりたいということでよろしいんでしょうか。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） その予算がですね、相手さんが思っておられるような応分か、

我々が検討する応分の負担か。それと先程も申し上げましたように議会でもしっかりそ

の辺のところを議論していただきたいと。そして町民の方々のご意見もお伺いしたい

と、そういうことの中で全てが一致するような方向になってくれば私はやった方がいい

んじゃないかと。先程言いましたようにここに新聞記者の方も来ておられますが、新聞

には感情が入ります、書き手の。だから「きずな」も素晴らしい編集をなさってると思

いますが、やはり自分の言いたいところだけ書かれる、我々の言いたいところは書けな

い。これは紙面の都合上もあるわけでしょうけど、それはそれであるとしましても、や

はりテレビっていうのはやっぱりそのままを映るわけですから、あとは聞かれた方の考

え方だと思います。そういった意味で解決する課題は幾つかあるということで、テレビ

放送については前向きに取り組んでまいりたいと思います。 

○議長（倉田 明君） 野田君。 

○１番（野田謙二君） あと私が思っておりますのは、例えばインターネットの配信っ

ていうの自体は、それほどまでにはコストはかからないと私自身は思ってるんですけ

ど、あとセキュリティだ何だと実際ものすごく専門的でいたずらされたりすることが大

変ですので、そのための予算っていうのがどれほどかかるかっていうのはまだ私にはわ

かりませんけど、インターネットの画像配信だけでしたらコスト自体はそれほどかから

ないと私は思っているんですけど。それだけでしたら早くできるんじゃないだろうかと

思っておりますけどいかがでしょうか。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） これにつきましても課題が幾つかあると思います。１つはです

ね、やっぱりインターネットを自在にお使いになられる方たちの数の問題もございま

す。それとインターネットでもし配信するとなったときに、そのまま伝わるテレビと同

じようになるのかどうかっていうのもちょっと疑問に思うわけでございます。そういう

ことと、先程申し上げましたように議会のいろんなご議論の経緯、そして町民の方々の

ご希望もよく聞きまして、これは財政的な問題だけじゃないと思うんですね、このイン

ターネットっていうのは。そういう課題があると思います。 

○議長（倉田 明君） 野田君。 

○１番（野田謙二君） 町長のお考えは、ただ単純なインターネット配信だけでもいろ

いろまだ検討しなきゃいけない問題があるというご回答だと理解いたしました。 
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確かに簡単なことではございませんけど、皆さんが一生懸命単純に理解していただけ

れば１年内にはできるかもしれないというふうに私は理解いたしました。実際にそうい

う経験をされたことのない方も多いと思いすけど、皆さんも一度ご関心いただいて検討

する機会をいただければありがたいと思いまして、私の質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（倉田 明君） これで野田謙二君の一般質問を終わります。 

ここで、１１時１０分まで休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。通告３番、山本

政人君。 

○３番（山本政人君） 山本です。私は介護の体制について意見を述べ、考えをお伺い

いたします。 

まず、施設に入りたいと思っておっても施設に空きがなく、待機者の方々がおられる

というようなことで、４月８日の新聞でしたが、大々的に新聞で載ってまいりまして、

全国で５０万２,０００人の方が待機をされていると。特養に入りたい、入りたいけど

も空いてない、そういう方々が５０万２,０００人、これは４年前に比べて１０万人の

方々が増加をされていると、したがって４年前は約４０万人ぐらいだったんでしょう

ね。５０万人おられるというようなことでございました。 

そこで県内の状況はどうかということで、これもその４月８日後の１週間ぐらい後で

しょうか、報道がなされておりまして、熊本県内には１４９の特別養護老人ホームがあ

るわけでして、その中の入れる人、いわゆる定員ですね、この定員の方々は８,４９９

人というふうに約８,５００人の方々が入っておられるというそういう報道でございま

した。そして待機者の方、いわゆる入りたいけども入れない、待っておられる方々は何

人かと。これは７,４４０人という新聞の報道でございました。これは国と同じように

４年前に調査をしたときよりも１０％、約１割が減ったけれどもなおかつ７,４４０人

の方々が待機をされていると。これは２０１３年の４月の時点でありますけども、そう

いう報道でございました。 

その中で要介護度別ですね、これは要介護１、２、３、４、５あります。ありますが

要介護度３から５、いわゆる中度、重度っていいますか、そういう方々の比率、この

７,４４０人の中で７０.６％の方々が要介護度３から５ということですから非常に不自

由をなさっておられる方々が多いと、そういうふうに言えると思います。その中で、居
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住場所、住んでおられる待機をされておられるところが自宅でございまして、そういう

方々が３以上、早急な対応が必要な人、これは熊本県下で１,６７３人おられます。そ

ういう待機をされている方々はどこに住んでおられるか、それも新聞報道でありました

が、それは老人保健施設、これが２６％、約４分の１ですね。それから自宅におられる

方、これが２５.９％で約４分の１、そして病院、あとは有料老人ホームということで

の報道でございました。 

この施設に入りたいけども入れない待機者のことにつきましては、平成２３年度の一

般質問の一般会計の予算審議の折にお尋ねをいたしました。このときには、雇用創出の

ためにはどういうことを考えているかというそういう質問の中で、町長は、介護福祉事

業については積極的に展開を図っていきたいと、そのように答弁をいただきましたし、

また待機者についてはどうかということで、これには担当課長の説明で、その質問時に

グループホームとそれから小規模多機能の施設、そして小規模の特養の施設を現在建設

中であると。これが全て完了すると苓北町の待機者はほぼ解消されると、そういうよう

に返答がございました。 

それから約３年が経過をいたしております。団塊の世代の方々がもう６５歳以上にな

られるんですかね。そういうふうになられて高齢者の方々が年々増えておられるという

ような状況でございます。 

そういう中で苓北町では、それでは一体どのくらいの方々が施設に入りたいけども入

れない待機をされておられるのかですね。潜在的待機者、これ施設に行きたいけども、

現在医療関係で治療を受けなければならないっていう方々は病院に当然おられます。し

かし、病状が回復しますと当然施設でいいということになりますと待機者というふうに

なるわけですが、そういう潜在的待機者も含めて苓北町の現状はどうなっているのかお

尋ねをいたします。 

又、待機者が多分おられるであると思うんですね。待機者がおられるとした過程の中

でそれを解消するためには、どのように考えておられるのか。待機者解消についてはど

のような考え方なのかお尋ねをしたいと思います。 

私はこの待機者解消と、これは当然のことながら解消をしていかなければならないと

思いますが、町長の見解を伺います。 

それから３点目の方からまいりましょうかね、特養の新設でありますが、苓北町にお

ける特養、いわゆる特別養護老人ホーム、新設の計画はないか。そして又、相当制約が

あると思うんですね、新設をしていくためには財政的な問題もいろいろありましょう

し、いろいろ要件があると思うんですが、その新設の要件はどのようなものがあるのか

ということをお尋ねをしたいと思います。 

なぜ特養にこだわるのか、それはまず特別養護老人ホームというのは非常にそういう
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体制整備が整っているということがあるんですね。まず、入浴や食事、それから排泄な

どこういうのを２４時間ケアをしてもらえる。そして、もうあなたは何ヶ月経ったから

出てくださいと、こういうことはございませんで、終身利用することができるっていう

これも１つの大きな特徴だというふうに思います。そして、その他の有料老人ホーム

等々に比べましても経費が非常に安いということが、インターネットで検索してみます

とわかります。 

したがって、利用料金が安い、そういう終身利用できるとかそういうことがあります

んで希望者が多い。ですね、特養に入りたいという人が、待って特養に入りたいとそう

いう方が非常に多いと。したがって待機者が多いためにその待ち時間、申し込んでもな

かなか入れないと。インターネットで調べてみますと、数ヶ月から１０年。１０年も待

つところがあるのかななんて、そんなのがあるのかなっていうふうに私は思いましたけ

どもそういうデータが出てまいりました。これは当然、特養に入る人っていうのは要介

護１から２、３、４、５までの認定を受けている６５歳以上の人、これは原則的にです

けどもそういう方々が入られるわけですが、したがって非常に利用者にとっては利用し

やすい。したがって、そこでやはり苓北町においても特別養護老人ホームの新設の計画

はないかお尋ねをするわけであります。 

それから２点目でありますが、これは特養への入所の方策はあるのかどうかっていう

ふうに書いてます。書いてますが、ここで聞きたいのは低所得者の方、いわゆる収入が

少ない方、こういう方々が施設に入所する方策はないのかなと、方法はないのかなとそ

ういうことを重点に聞きたいと思います。 

これは特養への入所の方策、これは私は素人ですが考えて２つあると思うんですね。

入所する方法の１つ、これは施設が空くまで待てばいい。ただひたすら待つだけです

ね。空いたら入るというそういう方法ともう１つは先程お伺いをしましたが、新設をさ

れた場合の定員の増加、これに期待するというこの２つの方法だろうというふうに私は

思うのです。 

したがって、低所得者でも入れる施設、特別養護老人ホームの他にそういう施設があ

るのかと。私の調査ではありません。ないわけですね。低所得者というのは、どこまで

を低所得者というのかということなんですけども、これは国が創設をしました国民年

金、これは老後を安心して暮らしていただくために年金を創出しましょうということで

国民年金が創設された。これは公的年金でありますが、ただこの公的年金のこの国民年

金も基礎年金だけの方は、この人たちの年金は月に約５万前後と言われておりますが、

この基礎年金だけの受給者はこれ、全国で約８００万人余りという８２０万人程度とい

うことで言われています。 

現在、高齢化比率で見てみますと、国内でですね、３,０８０万人の方々が６５歳以
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上の方々なんですね、私の計算によれば。６５歳以上の方々が３,０８０万人ぐらいと

いうことになりますと、そういう３,０８０万人ぐらいの方々が現在、年金をもらって

いらっしゃると。そのうちの８２０万人ぐらいが月５万円ぐらいの年金であると。それ

ではその月５万円の年金では入れる施設があるのかと、ありません。 

これはインターネットで調べてみますと、特養、いわゆる特別養護老人ホームで一番

下、利用料金がありますけども、それが一番最低の方で５万円から１３万円というのが

私の調査の結果です。これは、収入によってそれぞれ金額は違うと思うんですが、１つ

の目安としてはそういうことだということでございます。 

それでは、その５万円しかもらえない人はならどうするのか。入ろうと思っても入る

所がない。入れるのは何回も申しますように特養だけですね。しかし、ここは今現在、

５０万以上の方々が待っておられる。入ろうと思っても入れない、そういう状況であり

ます。 

それでは特養以外に入れないとすればどうするかということが問題になってまいるわ

けでありますが、これはもう皆さん方ご承知のとおり、今年の４月、税と社会保障の一

体改革ということを大きく掲げて消費税がアップされました。これが８％ですね。ここ

で見込まれる税収っていうのは一部報道によりますと、４兆から５兆円だということで

す。これは消費の動向で大きく数字は変わるんでしょうけれども、４兆から５兆円。４

兆から５兆円って言われても私たちには馴染みはございませんで、全く金銭感覚がわい

てきません。天文学的な数字で、１０万から２０万と、１００万といいますと大きな金

額だなとそういう感覚がありますが、いずれにしても消費税がアップされた、８％にな

った。それで税収は４兆から５兆円と、そういうことは言われています。 

そこで、私はそういう財源を元に社会保障の改革をうたっているのであれば、思い切

った改革が必要じゃないかと。抜本的な改革が必要じゃないかとそのように思うんです

ね。 

そこで新たな施設っていいますかね、そういう何とか施設っていうのを造るのか、そ

れとも現在あります特養のそれをベースにしてそこの規制緩和によって今、５０万人

の、５０万人ですよ、５０万人の待機者がおられる。これは５０万人の待機者を解消す

る、一変にはいかないんでしょうけどこれを解消するということにすれば、やはり大き

な改革をやらなければ解消できないと思うんですね。ですからまだ待機をしてまだ待っ

てもらえる人、そういう方も中にはいらっしゃるでしょう。しかし、５０万人の中には

もう明日でも入らなければ大変だという方もいらっしゃると。そういう方がたくさんい

らっしゃるというふうに私は思います。 

したがって、社会保障の根本的な改革をして、その特養という１つのベースがありま

すから、それを様々な規制を緩和することによって待機者の解消を図っていくべきじゃ
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ないかと私はそのように思っています。 

そのことによって、いわゆる先程申しました低所得者ですね、国民年金の基礎年金、

これ月に平均５万と言われておりますが、そういう方々でも入所できることになるわけ

で、そういう整備拡充が大事であるというふうに思います。私はこの国が創設したこの

国民年金で入所ができないなんてこれはおかしいやないかというふうに思うわけです。

責任持てとまでは言いませんが、そういう少ない年金の方でも入所できる施設の整備、

これが大事であるというふうに思いますし、これが社会保障の改革であるというふうに

思います。私はそう思いますが、町長のこの事に対する考え方、どうなんでしょうか。

このことについては当然、町でこうこうしたいということでは当然できませんでしょう

けども、しかし、どっかで声を上げてそして変えていくものは変えていかなければなら

ないと、私はそう思います。特に町長は、中央には太いパイプがあられるというふうに

思いますし、厚労省にもそういう後輩の方々も多分おられると思います。ですから上京

された折にそういう地方からはちっちゃな問題ではあるけども、こういう意見もあるん

だということを是非、ひとつおっしゃっていただきたいなというふうに思います。そし

てそういう低所得者の方々が安心して老後を送られるように意見を出していただきた

い、そのように思います。 

それから最後にひとり暮らしの方々の高齢者対策のことについてちょっとお尋ねをい

たします。このことも平成２３年の予算審議の折に尋ねました。これはこれから先、ひ

とり暮らしの高齢の方々もだんだんと増えていかれるから対策を立てなければならない

というふうに回答をいただいております。 

特にＫＤＤの独身寮の跡を活用して、そして地域のいわゆる縁側づくり事業として言

葉が非常に優しくて馴染みがあります。縁側づくり事業と、いわゆる誰もが気軽に来て

そこで過ごされるような、そういう施設をＫＤＤの独身寮の跡には造っていきたい。そ

して、それを福祉の拠点の場となるようにできればいいなというふうに考えていますよ

と、こういうことでございました。私は、ひとり住まいの方々が一番大事なこと、それ

は常に話ができること、これが一番大事じゃないかなというふうに思います。 

老人クラブの報告がある中で、シルバーヘルパー事業っていうのが実施されていま

す。こういう方々が、たくさんの方々がこれには従事をされていらっしゃいます。その

中で事業の中心となっているのはやはり話し相手になると、そういうことで報告がなさ

れております。いかに話をすることが大事なのかというふうに思います。そのＫＤＤ独

身寮の跡を活用してやっておられる事業、このことについてもお尋ねをいたします。 

以上であります。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の山本議員のご質問にお答えをさせていただきます。 
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 これは非常にもう根が深いっていうか、一番日本の根幹を成す質問でありまして、本

当は国会の中でもっとこれを深めていただきたい。実際、深めておられるんですが、や

はり申し上げますと時期をちょっと間違われたと。 

私は２７年前に県議会議員の選挙に出ました。その前は国会議員の第一秘書でずっと

見ておりましたが、その折、昭和５０年代の中頃１.５７ショックというものがありま

した。日本人の女性が一生涯に産まれる人数がそれだけになったと、１.５７人になっ

たと。２.０７人以上でないと人口は増えないと。ところがこの２、３年前までには１.

２９ぐらいになりました。今、去年の統計が出てきておりますが 1.４３まで回復しま

した。その回復したのは、産まれる数が増えたからというわけじゃないんですね。要す

るにその対象になる女性の方々が減られたから、その方たちの年齢層で生まれた方を割

りますと１.４３と、増えたように見えるんですけど人口は実際増えてないんです。 

常々言ってまいりましたのは、少子社会は国を滅ぼすということが私は常々申し上げ

てきたら、一時はずっと国にも要望をしておりまして、当時厚生省でした。国会議員の

ここの選出の議員の方、馴染みの方々にも諸々申し上げてきたんですが、何のことかっ

ていう感じでした。一度役場にも来られて、神﨑さんが質問されたこともありました。

ここの選出の代議士にですね、まだピンときておられなかった。結局は、そのことの中

で人口構成がアンバランスになった中で、社会保障費はどんどん伸びていく、しかしそ

の担い手はどんどん減っていくということで、人口減少社会ではありますが、介護を受

ける方々はこの２０年以上どんどん増えていかれます。そして担い手はどんどん減って

いくわけですね。担い手っていうのはそれを支える、税金を納める方とか、医療費を納

める方たち減っていかれる。このひずみがここに出てきてしまってるということでござ

います。 

まず、現状、国会でも相当頑張っておられますのでそれを紹介します。まず初めに医

療介護総合法案が衆議院で５月１５日に可決をして、参議院に回されたわけでございま

す。今、参議院でご審議中でございますが、このうち介護保険に関する部分につきまし

ては、要支援１と２の方につきまして、介護予防事業から新たな地域支援事業である総

合支援事業に移行させると。しかもこれは地方自治体に委ねるということの方向で今、

法案作り最終段階に来ているところでございます。 

次に、特別養護老人ホーム入所要件は原則要介護３以上に限定すると。先程要介護

１、２、３とかおっしゃいましたが、１、２の人はもう入れないというような法律を

今、考えておられるようでございます。また、一定以上の所得者の利用料を現行の１割

から２割に引き上げる。これは所得が高い方ということですから他にお金の使い道のな

い方はそれで十分かと思いますけれども、４番目に低所得者に係る食費や居住費の軽減

について、保有資産や財産の保有額により見直しを行うなどとなっているようでござい
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ます。法案が可決成立いたしますと、町の業務や入所希望者とその家族、並びに介護事

業者に大きな影響が出ることが予測されるのでございます。この審議を見守っていると

ころでございます。 

今、質問にありました特別養護老人ホームの入所申し込みの状況は、厚生労働省のデ

ータによりますと、平成２１年で全国で４２万１,０００人、４年後の平成２５年度で

は５２万４,０００人となっておりますので、山本議員ご指摘のようにここ４年間で１

０万人余りが増えているということでございます。 

ところで苓北町における申し込み状況でございますが、待機者名簿はそれぞれの事業

所が把握をしておられます。昨年１２月のデータによりますと、苓北町の待機者総数は

２４人となっております。このうち在宅での待機者は８人となっております。待機者２

４人の介護度は、１と２で合わせて１１名、法案が予定している特別養護老人ホーム入

所要件である３以上が１３名となっております。 

今回の制度改正の目的の１つに、重度介護認定者の待機者の減少があると言われてお

ります。今年度は第６期分介護保険事業計画を策定することになっておりますが、只今

お答えいたしましたこれら法改正部分を盛り込んだ計画となる見込みでございますの

で、法案の成立後に具体的に出される政令省令等関連法令に沿った計画作りを行うこと

になります。 

又、次に低所得者も特別養護老人ホームに入所できるような施策はないかというご質

問であったわけでございます。介護度３で入所した方の利用料金は１割自己負担分と食

費・居住費などを合わせますと月に７万４,１００円必要となります。月額、先程ご指

摘のあった平均５万円の国民年金受給者は預貯金などの蓄えがなかったり、子どもさん

たちからあるいは他の方からの支援がないと現状でも不足する事態になってまいりま

す。それでは低所得者の方は全く入れないのかということでございますが、これにつき

ましては食費・居住費につきましては減額の制度がございます。入所時にこのための限

度額認定書を発行しているところでございます。 

又、低所得者の方が利用料負担が困難な場合には、社会福祉法人サービス利用者負担

の助成制度もございます。なお、生活保護受給者が介護サービスを受ける際の自己負担

はございません。 

次に、苓北町における特別養護老人ホームの新設計画があるかとのお尋ねでございま

すが、第６期の計画を策定するためのニーズ調査を実施し、只今集計作業中でありま

す。今後、法改正による影響や事業者へのヒアリングなどを行い、第６期介護保険事業

計画及び高齢者福祉計画策定委員会での議論を受けまして、必要と判断されれば計画に

盛り込んでいくことになりまさすので、現時点では明確なお答えはできないところでご

ざいます。 
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また、要件でございますが、地域密着型事業所の場合は、町の介護保険事業計画に基

づいた選定事業所になることが第一条件でありまして、まず、町に対して事業計画書を

提出をしていただきます。事業計画書は土地の取得状況、賃貸状況、予定地の地元説明

会の内容、各部署との折衝内容、予算計画書等になる予定でございます。 

町がこれらを審査をいたしまして、選定事業者として選定されてから社会福祉法人の

設立、建設工事の着工となります。なお、広域の施設になりますと、県の計画にのって

いるかどうかが問われるということでございます。 

まず、地域密着型の特別養護老人ホームは必要とあれば町の意思で実現の可能性が高

いと、しかしこれは人数が少ないということでございます。そして広域となると県の認

可が必要になってきますので、相当競争率が高いということでございます。 

そういうことで私の考え方を申し上げますと、地域で頑張ってこられた方、あるいは

他所からでもいいんです、年金でもたくさん持ってきていただければ。そういう方たち

がここにお住まいになられて、そして必要になられたらこの居住地内、もっと具体的に

言うと苓北町地内でですね、入所していただいて、そしてその中で地域の方々、お友

達、ご家族の方々たちとですね、交流も続けながら安心して介護生活を送っていただけ

るようなことが望ましいと。その中でその方たちの面倒を見られる方が若い介護要員の

方々を雇用していただければとにかく両方ともですね、若い方も安心して自分が産まれ

て育ったところに帰って来れると、住み続けられるというような状況も出てまいりま

す。 

ただ、これが大きな課題がございまして、１つはそういった事業者が出てこられるか

どうかということもございます。そして町の負担も相当出てまいります。私はしかし、

必要であればそういった諸々の利点がございますので、できればこの地域で生活をして

こられた方は苓北町の中での介護施設で生涯を本当に安心して送っていただきたい、そ

ういう方向に進めば本当にありがたいなと思っているところでございます。 

最後にひとり暮らしの高齢者対策のお尋ねでございますが、一番新しい資料で苓北町

の独居老人の数は４９９名でございます。７０歳以上の高齢者のみの世帯は２４９世帯

５０４名となっており、３年前と比べまして独居老人数で１名の増、７０歳以上高齢者

世帯では１７世帯の減となっております。 

町では、現在、地域包括支援センターを核にしまして、嘱託の看護師等が最低年１回

以上、必要な方につきましては週１回以上の訪問活動を行っております。訪問の主な目

的は、安否確認と生活指導で、必要な方には町の地域支援事業によるサービスの説明や

介護保険へつなぐ役割を担っております。 

今、審議中の介護保険改正法案の中には、できるだけ住み慣れた地域で生活できるよ

うにと地域包括ケアシステムの構築という課題が投げかけられているところでもござい
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ます。老人クラブやシルバーヘルパーなど、それぞれの地域にあるボランティア組織を

含めた様々な資源を活用したり、不足するものをどのように組織していくのか、第６期

計画の最終年である平成２９年度までに町全体を視野に入れた取り組みが必要になって

まいりますので、議員の皆様方にもご理解とご支援をお願いをいたしまして、山本議員

への答弁とさせていただきます。 

○議長（倉田 明君） 山本君。 

○３番（山本政人君） 現在の苓北町の待機者の人数が２４人だというふうに聞いて安

心をしたっていいますかね、そういうふうに思いました。もっと多いのかなというふう

には思っていたんですが、これ、課長、具体的なことなんですけども、これは潜在的な

待機者も含めての人数ですか。 

○議長（倉田 明君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） これは先程町長が答弁いたしました５２万４,０００

人のデータの元となった県の資料でございまして、苓北町分としてですね、只今２４名

の待機者がいるということでございます。このうち在宅については８名ということで、

在宅以外の方につきましては病院が１０名、それから老人保健施設が４名、その他とい

うふうになっております。以上です。 

○議長（倉田 明君） 山本君。 

○３番（山本政人君） ２４名の方、少ないと思うのか多いと思うのか、それぞれでし

ょうけども、しかし２４名の方々が待っておられるという事実はあるわけです、ですよ

ね。ですからこれの解消法としますと先程ちょっと説明がありましたけども、施設を造

るとなると財政負担、様々なことがありますし、いろいろ新設の要件等々もクリアしな

きゃならんということです。そこで地域密着型を造るとすると町でいいけれども、しか

し町の持ち出しが相当大きくなるんでしょうね。 

そこで、国の方で、先程申しましたように社会保障の抜本的改革を進めるとそういう

話、消費税を上げるときにはそういう話が相当あったように私は記憶をしてます。それ

現実的に町長、そういう改革が当然なされていくと思うんですが、町長どうですか。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 確かにこの消費税の増税分は社会保障に当てるということ、約

束でございます国民と。実際、そうしようとしておられるわけでございますが、社会保

障費のですね、自然増っていうのがございましてこれに当てますと新たな事業をやる余

裕がなくなってくると、これが非常な問題でございます。多分、先程申し上げましたよ

うに人口は減るけれど、介護医療の対象の方々はどんどん増えていく。だからそういっ

た面で社会保障費は抜本的な解決策がなければどんどん増えていくと。消費税を増やし

たところで今まで制度ができてたやつにそれを投入するしかないと。だから社会保障に
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ですね、投入するという約束をたがえておられませんが、新たな社会保障をですね、創

設するということがちょっと今難しい状況になってるので、私も落胆をしてるところで

ございます。 

先程２４人というのは、私が町内いろいろ歩いた中見ますと、２４人なんて数字はと

てもこれはどっから引き出した数字なのかよくわかりません。もっとたくさん介護を必

要となさる方いらっしゃると。現にグループホームの希望を取ったときはですね、ほと

んどいらっしゃらないんですよ。でもできると満杯になるという状況ですね。ですから

やっぱり実態をきめ細かく我々はつかんで、自分たちでやっぱり地域のことは地域でや

っぱり把握をしていく中で今度の計画も作って、我々でできることは必要要件を揃えら

れれば地域密着型の特別養護老人ホームは認可ができるわけでございます。そしてグル

ープホーム、小規模多機能、これもできるわけでございます。 

しかしそこにはですね、新たに増設したからといって経営が上手くいかなくなると、

これは今度はもう自己責任になりますので、そこはやっぱり町の方もその数字を把握す

るのは事業所と一緒になって、その実態をですね、しっかりと見定める必要があると思

っておりますので、今年からその計画に入りますので、その辺のところをしっかり見定

める中でいろんな介護施設なりのですね、建設についての計画を立てていきますが、私

としたら必要な方はもっといらっしゃると。そういった面で是非ですね、新たに造ると

なるとなかなかやっぱり費用が大変ですから、現存やっておられる方々苓北町にはたく

さんいらっしゃいます、経験豊富な事業者の方々が。その方々たちが積極的に手を挙げ

ていただければ大変ありがたいなと考えているところでございます。 

○議長（倉田 明君） 山本君。 

○３番（山本政人君） 町長から大変心強いお言葉をいただきました。まあ２４名、他

にもおられるんじゃないかというふうにおっしゃっておられましたが、そういう可能性

だって否定はできないっていうふうに思います。こういう方々が現在の苓北町をつくっ

てこられた、支えてこられた、こういう方々ですので、これは十分に町としても私たち

町民としても、そのケアについては考えていかなければならないことだというふうに思

います。 

それから、具体的になりますんで課長にちょっとお伺いをいたします。 

結局法案を提出して今、衆議院で可決された、これは参議院でも恐らく可決されるん

だろうというふうに思います。思いますが、ただ、これが可決すると先程町長の方から

説明がありましたように３よりも重い方々は入所は可能だけども、あと要介護１、２、

こういう方々は入れなくなるということになります。そうなりますと、これは地方の行

政でということになるような話でございました。いわゆる要介護度２というのは、これ

はインターネットで検索してみますと、これは専門家がかみ砕いて、いわゆるこういう
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方々が介護度２ですよというふうに言葉で表したのがあります。これは正確かどうかわ

かりませんが、要介護度２っていうのは車いす使用であったり、起き上がりなどが困

難。ひとり暮らしは難しいレベルというふうにこの専門家の方は言っておられますがそ

れに間違いありませんか。大体そういうもんですか、要介護度２っていうのは。どうで

すか課長。 

○議長（倉田 明君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） すいません、詳しいその体の状況っていうのはここで

ははっきり申し上げられませんけれども、要するに介護度１と２はもう特養に入れない

ということになっているわけですけれども、当然家族と一緒に生活するわけでありまし

て、そういう中でどうしてもやっぱり認知が入ってたりして生活できないという特段の

理由があればですね、入所ができるというふうな話もありますし、まだ具体的なそうい

った中身が今後出てくると思いますので、そのときにまた考えていきたいというふうに

思っています 

○議長（倉田 明君） 山本君。 

○３番（山本政人君） これから具体的には出てくるということでした。しかし、要介

護度１、２はもう入れないということはこの法案が通るとそういうふうになります。こ

れは車いす使用であり、起き上がりなど困難、ひとり暮らしは難しいレベルとこれは確

かだということを私は思います。 

それで、おっしゃったように家族があればですね、問題はないんでしょうが、しかし

ひとり暮らしの方々っていうふうになりますとそういうわけにはいきませんし、そうい

う人は又、特別にですね、日本の国ですからそういう無茶なことはしないと私は思いま

す。当然、正規に入れるようにそういう仕組みになるというふうに信じています。 

ですからこういうことに、私の勘違いでなければ平成１５年度から実施するようなこ

とじゃなかったかなというふうに思うんですが、やっぱり十分な議論をされていただき

たいというふうに思います。 

それからＫＤＤの独身寮でのそういう事業化展開をされています。これ、課長に実質

的なことでございますんで課長にお尋ねをしますが、気軽にそこで話し合いができるよ

うなことがあればいいんだというふうになっておりますが、そのようなことに老人の

方々のそこに参集して来られる方々っていうのは現実的におられるのかどうかですね。

子育て支援関係では集まっておられるのかなっていうふうには理解はしてますが、高齢

者の方々が集まって来られる、そしてそこで談笑して又、帰られる。そういうのはどう

か、その点をお尋ねします。 

○議長（倉田 明君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） 山本議員仰せのようにですね、このＫＤＤの独身寮に
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つきましては平成２３年度に整備をいたしまして、平成２４年度からこの施設に苓北町

社会福祉協議会に入っていただきましてですね、この中で子育て支援センターを社協が

事業を開始するということがありました。併せてＮＰＯ法人のひまわりの家もここに入

りましてですね、週に３回の事業を展開しておるところでございます。 

３番目の目的として、地域の高齢者の交流の場というようなことで予定をしてたんで

すけれども、現状ではまだまだそこの段階までいっておりませんで、子育て支援センタ

ー、それから障がい者のひまわりの家の活動拠点となっている状況、この２つの事業が

大きなものでございます。今後は社会福祉協議会とも連携をとりながらですね、子育て

の方も大分順調に事業が進んでまいりましたので、今後そういった第３の目的っていい

ますか、そこら辺も取り入れていただくように協議をしながら進めていきたいというふ

うに思っています。 

○議長（倉田 明君） 山本君。 

○３番（山本政人君） いずれにしましても、この介護関係の課題というのは非常に大

きなものがあります。それで今、おっしゃった地域の高齢者の交流につきましてもです

ね、これ老人会ともう少し緊密に話をされて、そして広報も活用されて、そして充実し

たものにしていただく必要があるんじゃないかなと。やはり話し合いをする、交流をす

る、このことが高齢者にとっては一番大事なことじゃないかなというふうに思います。 

いずれにしましても、社会保障の問題は大きな問題がございます。いろいろな課題も

多いと思いますが、努力を今後も続けていただきたいということを申し上げて、私の質

問を終わります。 

○議長（倉田 明君） これで山本政人君の一般質問を終わります。 

ちょうど１２時となっております。ここで１時まで休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時００分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

通告４番、浜口雅英君。 

○２番（浜口雅英君） 通告４番、２番議員浜口雅英、質問の相手、町長。質問方式、

一問一答方式。 

質問事項、１、安心して住める苓北、生き生きと暮らせる苓北のまちづくり。 

質問要旨１、人口減少に伴う年齢別人口構成の変化に対する施策のあり方。 

平成２６年３月末の住民登録者数と９年前の平成１７年１０月の国勢調査における人

口並びに５歳齢人口を比較した場合、次のような変化が見られます。 
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年齢区分を０歳から１４歳、１５歳から６４歳、６５歳以上とした場合、総人口では

８,９２７人から７,８７２人へ１,０５５人の減。そのうち０歳から１４歳までは１,１

４６人から８９２人へ２５４人の減。年齢別構成率は総人口の１２.８％から１１.３％

へ１.５％の減。１５歳から６４歳までは４,９１４人から４,２０８人へ７０６人の

減。構成率は５５.０％から５３.５％と１.５％の減。そして６５歳以上は２,８６７人

から２,７７２人へと人数は９５人の減ですが、構成率は３２.１％から３５.２％とこ

の年齢層は逆に３.１％の増になっています。 

このような中で高齢者などへの対応と小学校の統合について質問します。 

１、高齢者などへの対応。国のＩＴ政策はＷＥＢサイト、電子自治体情報によれば、

１９５９年、気象庁の電子計算機導入に始まり、自治省が１９９０年に地方公共団体に

おける地域の情報化の推進に関する指針を、１９９５年には地方公共団体における行政

の情報化の推進に関する指針を示しております。これに基づき、各自治体は住民基本台

帳ネットワークシステム、申請・届出など手続きの電子化、新しい情報技術を活用した

生涯学習の推進方策など、国のＩＴ政策が打ち出され、本町もいろいろと電子自治体化

への施策に伴う事業を推進されております。 

この電子自治体化、ＩＴ化は国策としての国・県からの権限移譲に基づく対応だろう

と考えますが、併せて行政事務の合理化も視野に入れたものではないでしょうか。した

がいまして、この電子自治体化の実施と成果による職員１人当たりの事務量を検証し、

高齢者などへ対応するための施策をより充実させるための機構改革はできないか、お尋

ねします。 

具体的には今後、高齢化社会が益々進行していくことが確実視されている中で、第１

に高齢者の健康、体力維持のための施策に取り組むことが重要です。そのためには高齢

者の独居あるいは老々世帯の皆さんたちをスポーツ、レクリエーションなど多様なイベ

ントを企画し、これに参加してもらい体を動かしてもらうことにより健康、体力の維

持・増進が可能になり、このことによって国民健康保険費、介護保険費、高齢者医療費

の支出抑制につながると考えます。 

これらの業務の対応は主として社会教育、公民館が担当してはどうでしょうか。もち

ろん、今の公民館長の一人体制では厳しいものがあると考えます。 

電子自治体化、ＩＴ化による職員１人当たりの事務量を検証・精査し、適切な職員配

置に努められ、今後の少子高齢化社会を見据えた生涯学習の推進など、一層密度の濃い

公民館の業務遂行をより可能とするため、各地区公民館へ公民館主事として職員を配置

し、館長と主事の複数体制で対応したらどうか提案しますがいかがでしょうか。 

このことによって、時間はかかると思いますが、現在休止している青年団の復活、２

地区で休止している地区女性の会の復活なども可能になるのではないでしょうか。 
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又、併せて中学校統合に向けた委員会で閉校後の学校施設の利活用については、諸々

の案が検討されているかと思いますが、１つの案として公民館が地区の中心区域から離

れている坂瀬川地区については、体育館、グラウンド、家庭科室、調理室などの施設が

整っており、スポーツ活動はもちろん、郷土料理の講習など生涯学習のための環境が充

実している坂瀬川中学校関係施設を坂瀬川出張所と坂瀬川公民館の移転先として検討さ

れるよう併せて提案しますがいかがでしょうか。 

２番、小学校の統合。人口の減少と共に児童数も減っております。今後もなお、減少

の見込みです。このことから、これまで平成２３年第２回定例会、第５回定例会、平成

２４年第１４回定例会、そして平成２５年第２２回定例会の中で小学校の統合について

課題として提起してまいりました。教育長は、地域や保護者からの要望、盛り上がりを

受けて進めるべきという考えを示され、教育委員会の考えをお尋ねしたときも統合に賛

成の意見はない。統合は考えていないということでした。町長も小さいときは徒歩で通

学し、地域の中で教育を受けることが一番よいことで統合はすべきでないという考えを

示されております。 

しかし、現実には学校基本調査によると、町内４小学校の児童数は、平成元年８３２

人から平成１０年の５６８人、平成１５年は５０６人、更に平成２５年は３８７人と大

きく減少し、１５年からの１０年間で１１９人減少しています。今後も児童数の増加が

見込めない中、既に複式学級の編成がなされている学校もあるようです。 

中学校の統合のときもそうですが、統合に当たっては通学の方法、閉校後の対策など

など時間をかけて検討しなければならない多くの課題があります。再度お尋ねします

が、小学校の統合に向けた検討委員会を設置する時期に来ているのではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。 

質問要旨２、公共施設設備の適切な維持管理。１、道路（１）町道。道路には国道、

県道、町道、その他私道などが存在しますが、町道については平成２５年度で総点検が

なされていると思います。この結果、どのような状況が見えたのか。又、修理などを要

する箇所はどのくらいであったのか。そしてこれらにどのように対処していくのかお尋

ねします。 

又、調査の結果の中に含まれているかもしれませんが、程度に違いはありますが、橋

梁へつながる道路と橋梁の段差や橋の上面コンクリートに凹凸がある箇所が見受けられ

ます。農業用の貨物自動車や原動機付自転車には相当のショックがあります。事故が起

こってからでは間に合いません。これの整備も早急に取り組むべきと考えますがいかが

でしょうか。 

なお、橋梁とこの橋につながる道路のつながりは富岡汐入橋の上面処理はアスファル

トにより良好に処置されておりますので、これを参考にされたら良いと考えます。 
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更に、山間部の町道の路面の維持管理は手付かずの状態になっております。路肩が崩

壊したままの箇所、路面に枯れ枝、落ち葉が堆積し、通行に支障がある箇所、そして落

ち葉などが堆積した箇所はイノシシの餌場と化しております。これが町道なのか、地域

間の連絡道なのか疑われるような状態です。円滑な通行のため、あるいは緊急時の交通

路確保のため、これも早急に対応する必要があると考えますがいかがでしょうか。 

町の直轄で手が回らないという状況があるとすれば、町内の土木建設業者に山間部の

町道の維持管理は年間を通して一括して委託する方法も検討されてはいかがでしょう

か。 

（２）里道。平成２５年１２月３日付の平成２５年度定期監査結果公表書第４、地方

自治法第１９９条第１０項による監査意見の中の要望事項の３項目に、里道の占用につ

いては引き続き現状把握に努め、可能であれば売却などの指導を徹底されたいとありま

した。この結果公表後に売却などの事例はあったのかお尋ねします。 

又、里道の無断占用により、里道としての用途が果たせなくなっている箇所はないの

かお尋ねします。 

２番、町営住宅。いろいろな種別の町営住宅が坂瀬川、志岐、富岡、都呂々地区で供

用されていますが、これらへの入居状況はどのようになっているのかお尋ねします。

又、一番古い住宅で建築後何年ほど経過していますか。修理を要する箇所は速やかに処

理されていますか。又、入居者からの苦情はありませんか。 

３番、既設街灯のＬＥＤ灯への敷設替え。ＬＥＤ灯はろうそく、電球、蛍光灯に次ぐ

４番目の明かり、第４世代の電灯とも言われております。まず、明るさは２０Ｗの蛍光

灯より２.５８倍、電球の寿命は３、４倍から７倍寿命が長いため、概ね１０年間電球

交換が不要になる。電気料金は２分の１程度に削減できると言われております。電気使

用料、電球交換する回数の減少などによる維持管理費の削減にもつながります。 

夜間、安心して暮らせるまちづくりのために蛍光灯より明るく、そして使用電力が少

ないことによる省エネルギー、地球温暖化防止、更に維持費の削減が見込まれるＬＥＤ

灯に敷設替えしたらどうですか。 

平成２６年度予算編成に関する説明書の中にも、２苓北町の財政状況と平成２６年度

予算編成方針の（２）平成２６年度予算編成方針及び内容の⑦に、地球温暖化防止対策

の強化につながる施策がうたわれており、更に３番目では平成２６年度予算の主な内容

として（１）重点施策については⑦に地球温暖化防止対策の強化につながる施策として

その取り組みの内容が挙げられております。これには、住宅用太陽光発電システムの導

入に係る補助金、志岐小学校屋内運動場へ太陽光発電設備の導入を行うとされておりま

す。 

私が提案しましたＬＥＤ街灯は、当然平成２６年度当初予算には計上されることはな
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いわけですが、重点施策に地球温暖化防止対策の強化につながる施策という項目が上が

っておりますので、ＬＥＤ街灯への敷設替えはこの施策に基づく具体的な取り組みの１

つと考えます。 

このようなことから平成２６年度の追加事業として、あるいは今後の地球温暖化防止

対策の強化につながる町の施策としてＬＥＤ灯への敷設替えを検討する考えはないのか

お尋ねします。 

以上です。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の浜口議員のご質問に答えさせていただきます。 

まず、人口構成の変化に伴った施策の展開のことの提案があったわけでございます。

その中で高齢者対策等についてのその部署への職員配置の強化をご指摘がございまし

た。只今ご指摘がありましたように、電子自治体化、ＩＴ化による職員１人当たりの事

務量を検証・精査をいたしまして、高齢者施策を充実する機構改革はできないかという

ことでございますが、職員１人当たりの事務量は以前からすると逆に新しく発生いたし

ました後期高齢者制度や県からの権限移譲事務、障がい者関係、児童関係の法改正に伴

う事務等が増大しております。１人の業務は大変増えてきている状況であるということ

でございます。 

電子自治体、ＩＴ化は確かに県などとのやり取りが迅速になり、又、帳票など正確に

なっており合理的な部分もございます。他の事務も増えている状況で一概に機構改革に

は結び付けられないと考えております。それは何でかと言うと、職員の定数につきまし

ては１２１人から１０年前の１１４名に変わりました。そして現在は１０１名と１３名

減少している状況でもございます。そういうことで非常に能率、効率は上がったわけで

ございますが、仕事量も増えてきている、そして人数も減ってきているということでこ

れは今後の検証も含めた中での検討課題ではないかと考えているところでございます。 

現在、そういった中で公民館では高齢社会を見据えて、高齢者を対象にした健康講座

も本年度新たに計画をしているところでもございますし、高齢者対策は少子化対策と併

せまして従来からも各自治体の大きな課題でございまして、相当の経緯の中でこの高齢

者対策も進めているところでございます。先程の質問にもありましたように、人口減少

社会の中で高齢者はどんどん増えていくと。そういう状況の中で高齢者の方々の健康づ

くり、あるいは文化面での支援、あるいは独居なさってる方々の安心感を勝ち取るため

の施策等々、まだまだ盛りだくさんに対応しなければならないということは当然のこと

でございますので、例えば生涯学習の推進。昭和５０年代から各地区ごとに高齢者大学

を継続して開設しており、今年度も１９２名の方々が健康づくりや陶芸講座なども含め

た毎月の学習科目に基づき楽しく学んでおられます。 
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また、中学校閉校後の跡地利用につきましては、坂瀬川地区、都呂々地区でそれぞれ

跡地利用検討委員会を設置されまして、跡地利用に関する調査・研究をしていただいて

いるところでございます。地域の各層の代表８名及び９名の方々をそれぞれ委員にお願

いをいたしまして、今月１６日には第１回目の会議、今までの統合問題のことも含めた

中で会議をそれぞれ始めていくということでございます。 

次に、小学校の統合については学校全体の教育の問題でもございますので、教育長か

ら答弁をさせていただくことにしております。 

次に、町道の適正な維持管理についてのご質問でございました。 

平成２５年度では舗装、橋梁、道路法面構造物の点検等をご指摘のとおり行いまし

た。舗装につきましては、町道３３６路線、２１８km を調査いたしました。路面性状

調査では、路面損傷状態を表すひび割れ率、轍ぼれ量を測定し、損傷度をそれぞれ大・

中・小に区分をいたしました。 

その結果、ひび割れ、轍ぼれのどちらも損傷度が大、大きい場所ですね、大を早急に

補修が必要、どちらも損傷度が中の場合は要観察、どちらも損傷度が小の場合は現時点

で補修の必要がないと、舗装の損傷程度を区分して評価をいたしたところでございま

す。 

内訳の延長は、早急に補修が必要であるというのは約１５.８km、全体の６.６％、要

観察は約３１.６km、全体の１４.８％、現時点で補修の必要性がないは約１７０.６

km、全体の７８.６％の３つの区分に分けることができました。舗装の補修は早急に必

要な箇所、要観察の箇所等が交互に連続しておりますので、その点は継ぎ接ぎ施工とな

らないよう連続して施工するなど、現場状況を勘案し補修を行ってまいります。 

ご承知のとおり、補修町道改良につきましては全額町負担でございますので、財政的

な面との付き合わせも必要でございます。その点から申し上げますと、平成２４年度の

補正予算経済対策において、町内舗装をですね、志岐の中央道そして上津深江の中央

道、坂瀬川の中央道を中心に約３.５km を通常の１０倍ほどの舗装ができたところでご

ざいまして、これも財政的に非常に有利な後押し策があったからできたと。通常だとそ

の１０分の１ぐらいですからもう少し頑張りながらですね、財政との見合せもしながら

必要な点については舗装改良を進めてまいりたいと考えております。 

橋梁につきましては、町内７７橋を調査いたしました。結果、健全度評価値で１００

点で現況は健全であるが交通量が多い、通学路・バス路線、迂回路があるなど重要度が

高い等の理由で今後、補修補強が必要である橋が１９橋、現況が健全であるが重要度が

低いため補修を行わないでも定期的に点検を実施する橋が６橋、健全度評価値が１００

点以下で、今後補修補強が必要な橋が５２橋でございました。 

町内の橋はほとんどがＲＣ橋でございます。コンクリート部材の損傷、床版の鉄筋露
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出、床版のひび割れ、路面の凹凸が主なものでございました。平成２６年度から優先順

位を設け、補修工事を行っているところでございます。 

道路の法面構造物につきましては、１級町道１８路線について目視点検を実施した結

果、構造物延長９.９km のうち３５ヶ所についてブロック積み、コンクリート擁壁、法

面吹き付けのひび割れ等の異常が見られましたが、すぐに被害につながるところはない

ようであるという判断がございました。 

続きまして、橋と道路の接続部の舗装補修につきましては、議員ご紹介の汐入橋の処

理面がございました。このことについても参考にしながら、財政面と付き合わせながら

今後の検討課題としたいと考えております。 

山間部の町道管理について早急に対応すべきという意見でございます。最近、行政通

信によりまして、山間部の道路清掃等の要望が増えております。その処理につきまして

は、町内の土木建設業者に依頼し対応しているところで、今後とも引き続き実施してま

いりたいと考えているところでございます。 

町道の維持管理につきましては、年間を通して一括して委託する方法を検討したらと

いうご意見がございますが、熊本県が実施しておられるようでございますので、今後委

託も含めてどうするか、検討してまいりたいと考えているところでございます。 

里道の売却等についてでございます。平成２５年度の里道、水路の売却につきまして

は水路が１件ございました。里道の無断占用により用途が果たせないという箇所につき

ましては、現在把握をしていないところでございます。 

次は町営住宅についてでございます。町営住宅の入居状況でございますが、現在１０

４戸のうち都呂々松原住宅３戸について入居者を募集している状況でございます。 

一番古い住宅は平成３年度建設されました鞍付住宅で２２年が経過しているところで

ございます。 

住宅の修繕につきましては、入居者から相談がありました場合、町並びに入居者の負

担範囲が定めてありますので、その基準により対応をしているところでございます。 

入居者からの苦情につきましては、平成２５年度中に４件の相談がございましたが、

状況を聞き取り、適切に対応をしているところでございます。 

今後、住宅の管理につきましては、町の精力的な管理状態も必要ではございますが、

入居者の皆様がペットの飼育やら家屋の不衛生な使用等がないように、巡回指導も強化

をしていきたいと考えているところでございます。町営住宅であっても自分の持ち家だ

という気持ちを持って、適正に使用していただくよう注意喚起を行ってまいりたいと思

っております。 

ＬＥＤへの敷設替えの問題、非常にこれは大事なことなんですけど、このＬＥＤが非

常に高価であると。そういうことの中で、今後これは積極的に進めていかない問題であ
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るが、結局はこれも財政的な問題もあります。電気料金との見合いもあります。そのこ

とを総合的に勘案しながらＬＥＤ化を強化してまいりたいと。なお現在、５２ヶ所でＬ

ＥＤ街灯に変更をしているということでございますので、今後とも国の施策なんかの後

押しがあれば非常にやりやすいわけでありますが、なかなかそういうところで財政との

突き合わせが非常に難しい問題も抱えている。しかしやらなければならないと、これの

課題があると考えているところでございます。 

あとは小学校統合の問題は教育長から答弁をいたさせます。 

○議長（倉田 明君） 教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） 私の方から小学校の統廃合問題について答えさせていただき

ます。 

小学校の統廃合問題の件につきましては、これまでも浜口議員から一般質問がござい

ました。平成２４年１２月議会においては、その際、町内公立小中学校の設置者である

田嶋町長から、「小学校のときは地域に親しみながら、地域の学校に通って、地域の中

で教育を受けるということが一番良いことであり、今のところ考えておりません」とい

う答弁がありました。又、管理者である教育委員会としましても、「今のところ統合は

考えていない」と申し上げました。 

小学校の統廃合問題については、平成２４年度設置しておりました苓北町中学校統廃

合問題審議会の中でも、将来的な課題となるとのご意見も出されており、重要な課題で

ございます。小学校の場合は、中学校の状況とは又、異なり、地域性も特に強く、地域

住民との関わりも非常に深いことや通学面の問題など、解決しなければならない課題も

多くあります。 

このようなことから、これまでもお答えしてきましたように、まず保護者を含め、地

域の声を最優先した上で、地域の中で十分な議論を重ね、慎重に検討していくべきであ

ると考えております。 

現在、地域の方々のご理解とご協力をいただきながら、地域を交えた中で中学校の統

合へ向けた準備の最終段階に入っておりますので、まず平成２７年４月１日の新生中学

校開校を成し終えた後において、小学校の統廃合問題についてもいろいろな方向から検

討を進めていきたいと考えているところでございます。 

以上、浜口議員の質問に答えさせていただきました。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 小学校の統合については、平成２７年４月１日の開校後に検討

しますということでいいんでしょうか。それとも中学校は平成２７年の４月１日に統合

されますが、それはそれとして小学校の統合については今まで町長なり、教育長なりが

発言された形で全然検討する考えはないということなんでしょうか。 
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○議長（倉田 明君） 教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） 今のところ統合ということは考えておりませんが、やっぱり

検討することは必要だと思いますので、いろんな方向から検討を始めていきたいという

ことであります。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 以前から私の持論は小学校統合っていうのはなるだけやらない

方がいいと思っております。ただ、やはりこれは将来どう子どもたちに影響するのかっ

ていう観点で検討してみることはこれは良いのではないか。統合ありきの検討ではなく

て、子どもたちの将来にとってどうなのかという点でですね、中学校統合が軌道に乗っ

てくれば、そのことについても見当はしていくのはやぶさかではないのではないかと考

えております。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） これは平成２６年の６月５日の読売新聞に小中、統合とは若干

意味が違うのかもしれませんが、経過によっては同じような感じだと思います。小中一

貫制度化提言へという見出しで政府の教育再生実行会議はこれまで検討してきた学制改

革に関する提言の素案が４日、これは６月４日と思いますが、４日明らかになったと報

道しております。更に素案は、小中一貫教育学校（仮称）の制度化が柱で、自治体の判

断で小中９年間を５年と４年、４年と３年と２年などに区切れるようにするという１つ

のイメージが出されております。そうしてこのことは、７月上旬にも安倍首相に提言す

ると。これを受けて文部科学省は提言を受け、２０１６年度ですので平成２８年度です

か、にも小中一貫教育学区を制度化したい考えとも報道されております。 

このような国の動きに対してですね、小学校統合委員会、統合ありきの検討委員会じ

ゃなくて、今後どうするかと。子どもたちの将来を見据えた中でどうするかというよう

な検討委員会だろうと思いますが、に加えて場合によってはですね、小中一貫教育学校

制度化検討委員会なるものを立ち上げて、この中で小学校の統合も含めて検討されたら

どうかというふうに思いますがいかがでしょうか。 

○議長（倉田 明君） 教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） その委員会の中で小中一貫の教育の９年間をするということ

は聞いておりますが、まだ内容的に明確に出てきておりませんので、それが出てきてか

ら検討したいと思います。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 今、教育長の中で内容自体が十分把握できていないというよう

なことですが、もう既にこれは新聞でですね、全国版の新聞で報道されていることで

す。今後、ホームページなりあるいは県の教育委員会なりにお尋ねいただいて、この読
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売新聞によればもう２０１６年、平成２８年ですね、もう来年再来年ぐらいには制度化

したい、国が制度化したいと思っても地教委あるいは県教委あたりでどうするかってい

うのは今後の課題だと思いますが、そういう時期に来ているんだということは認識され

るべきだと思います。 

というのもやはり人口減少による少子化、先程の質問の中で町長も発言されておりま

したが、少子化は国を滅ぼすんだと、そういうことをやっぱり国が切実に考えているん

だろうというふうに思うわけです。したがってそういう中からこの法律ができ上がっ

て、その学制改革ですか、が出てきたんだというふうに思いますので、答弁は必要とし

ませんが、早急に取り組みをされて、要は地域をつくるとかそういう部分に小学校の児

童が大きな影響を与えるということは私も毎朝あいさつ運動で立っていますので、あの

子どもたちが通学するたびに見えない力をいただいているということは痛感しますが、

何といっても苓北町の子どもたちが先程町長からもちょっと話がありましたが、社会人

になって活躍できる基礎学力の向上のために、やはり教育委員会、苓北町は頑張ってい

ただきたい。取り組みを強化してもらいたいというふうに思います。 

それから人口減に伴う高齢者に対する施策のあり方についてですが、確かに私もです

ね、役場にお世話になっとった時期がありましたので、なかなか職員１人当たりの事務

量っていうのはやりようによれば減ってくるわけですが、そうはいきません。そういう

意味で大変だろうというふうに思います。 

ただ、今、町長の発言の中に高齢者に対する医療費とかそういう問題も増えてきてる

んだということも、これも理解できます。ただ、話がありましたが国・県からの権限移

譲による業務量が増えたと。これは当然増えることは理解できますが、この業務量が増

えることによって財政負担も大きくなったとか、いろいろなそういう人員も不足するよ

うな状況になったということになればこれは国の制度かもしれませんが、この権限移譲

というのは苓北町に限らず、地方自治体は安易に受け入れることはできない制度といい

ますか、ではないかと思います。全国的に少子高齢化が進んで小規模自治体の現状に反

する国の施策、国・県の押し付け事務ではないかというふうに考えます。 

そういう意味で国や県にこれもいろんな権限移譲を受けた場合のですね、地方自治体

の課題等を整理されて国・県にそれの改善を求める。制度に問題があるのならば制度改

革も含めてですね、あるいは財源が足りないんだと、国・県は専門家集団が集まってそ

の事業をしていたけども、それをどちらかというと地方自治体にはそういう専門職って

いうのは医療関係を除いてはありません。そういう部分で課題があって財政的とかです

ね、そういう職員の力量といいますかね、そういうもので課題があるとすればそこら辺

の課題を洗い出して国・県に訴えて、この権限移譲のあり方について制度改革も含めた

中で国・県と検討するとか、そういうことは考えられませんか。 



 

－44－

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） まず、その読売新聞がどう書いたかっていうのは内容を読んで

ませんのでわかりませんが、まだ２年先にやるっていう話をもう公立がなるっていうこ

と自体は、私はこれは今後の相当の経緯があるものだと思っております。 

その証拠に、国は平成の大合併で大きな間違いを犯した。その間違いを犯した中で大

合併という名前を消すために道州制という話を持ってきました。私は道州制には賛成な

んですが、本当の道州制じゃありませんでした、今度の道州制は。合併の失敗の塗り直

しというような感じの道州制提案でしたので、これは全国的に私と同じような考え方の

首長さんたちが大半でございましたので、一応今のところ国の方は沈静化してます。 

教育の問題につきましても、本当にそれが必要なのか、良いことなのかっていうのも

もう少し国民的議論をすべきではないかと。特に小学校・中学校合わせて各自治体の勝

手に５年生とか４年生とか、６年生とか３年生ってまちまちになったらこれ、大変なこ

とになると私は思いますので、この件については我々も勉強しながらですね、町村会あ

るいは他の方たちとの意見をすり合わせながら国に提言をしていかなければならない案

件だと思っております。 

諸々ありますが、今はやっぱり国の財政も非常に劣化してきて、人口も減る。人口の

減り方も人口バランスを壊した中での減り方ですから非常に怖い状態でございます。そ

ういった意味でまずは苓北町でどうするかということを私は一番目に考えてきたわけで

ございますが、特に少子化というのは全国的な形での取り組みがですね、しっかりして

いかないと１自治体等でやってもですね、投入する金額、予算に見合った効果は出にく

い。そういった意味で今後、高齢社会にどう対応していくかっていうことも踏まえて、

やはり国政の場に出られる方たちにしっかりと提言もしていかなければならないと考え

ているところでございます。 

何せ教育の問題というのは、特に小学生は小学生に聞いてもなかなか良き回答が出て

こない、まだまだ社会のことに理解が少ない子どもたちが多ございますので、その点は

しっかり我々も理解をしながら、その中で子どもたちの将来にとってどういう教育のあ

り方が一番いいのかっていうのをやっぱり掴み取りたいと、頑張りたいと思っておりま

す。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 権限移譲の質問から再質問しましたが、学制改革云々について

の町長の新たな答弁がありました。しかし、私は読売新聞、いうなら全国版でこれだけ

国の名前も具体的に、省庁の名前も挙げて座談会の名前も挙げて、しかも安倍首相に提

言する日程まで載っているということです。これは、今後そういう制度ができた後も何

年かの運用期間といいますか、試用期間といいますか、そういうものはあるやもしれま
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せんが、この制度っていうのはもうほぼ固まっているんではないかというふうに思いま

す。町長もそういう中で各自治体の皆さんたちとも協議が必要なんだということであれ

ばですね、その運用期間の中でのことだろうと思います。ただ、私がまだ言いたいの

は、この制度は既に決まっているというふうに理解すべきではないかと思います。 

それから権限移譲については明確な答弁がありませんでした。権限移譲も国・県が一

緒になって地方自治体に自分たちがやっとった仕事を地方分権とかですね、先程町長も

言われました道州制とか、そういう制度に名を借りた中でそういうものに持っていこう

として権限移譲をやってきたんではないかというように思います。 

当然、これも一方的にやってきた部分だろうと思いますので、小さな自治体では対応

しきれない部分があろうかというふうに思います。そういう部分を類似自治体の首長さ

んたちがお集まりになって、その課題は国に突き返す、場合によってはその権限移譲の

制度に附則を付けるといいますか、条件を付けるといいますか、そういう形でもいいと

思いますが、そこら辺ちょっと簡単に町長の考えを聞かせてください。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） この件につきましては、いろんな法律、法案がありますので、

その時と場合、その内容、内容で私どもの対応も変わってくるかと思います。 

先程申し上げましたのは、その義務教育期間９年間を各自治体が小学校、中学校年数

を勝手に選べるなんてそんなとんでもない意見が出てる、このことについては我々は道

州制に反対したような形で反対していかなければならないという趣旨で先程も申し上げ

たところでございます。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 確かにですね、小中一貫は地方自治体によって５・４制とか、

それが隣の町でですね、違うっていうのは決してあり得んというふうに思います。その

件についての質問は終わります。 

それから高齢者人口減少に伴う年齢別人口構成の変化に対する施策のあり方の高齢者

の対応ということで、なかなか事務量が多いのでそういう機構改革は厳しいものがある

という答えでございますが、現在、青年団が休止しております。それから女性の会も平

成２３年の一般質問のときは１地区で休止しておられましたが、最近お話を聞くと２地

区で休止されているようです。簡単な理由、一言で理由はわからないんでしょうけど

も、どういったような感じでこういう形になったのか、青年団と女性の会のあり様に教

えてください。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 青年団の活動につきましては、やはり年々若者の人口流出

等もございまして、若者全体の人口が減ってきたということもございますし、いろいろ
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なサークル等がありまして、やはり元々の本来あった青年団活動の意義というのが薄れ

てきたというのが青年団休止の原因かと考えております。 

それから女性の会につきましては、坂瀬川地区につきましては役員の問題があったと

いうことでお聞きしておりますし、今年から休止をしております都呂々地区につきまし

ても、とにかく会長さんのなり手がないということでございました。私どもも教育委

員、それから都呂々地区の社会教育委員等も含めてですね、二度ほど女性の会ともお話

をしましたけども、やはりどうしても会長さんのなり手がないということでございまし

て、通常のそれぞれの各部の活動は続けていくということであるけれども、そういった

ことで１年間ほどですね、ちょっと休ませていただいた中でその後どうするかというこ

とを検討したいということで女性の会のお話でございました。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 青年団は若者が減ったという捉え方をされております。確かに

人口が減って若い人たちも減ってきているとは思いますが、意外と町の中には若い人が

多いという気がします。ですので私は一概に若い人が減ったからということではなく

て、職場環境が変わってきましたね、それぞれ働いておられる方の。以前は、夜の仕事

っていうのはほとんどなかった。ところが最近は町の施策の中での進め方の成果なのか

よくは理解できませんが、医療関係、介護関係の施設が非常に増えてきていると。そう

いうところに若い人が勤めておられるので、なかなか青年団活動を皆さんと一緒にやろ

うという職場環境にないということがあるんではないかと思います。そこら辺は非常に

どう対応していくのか難しいと思いますけども、いろんな地域活動の中でですね、青年

団の皆さんの働きというのは非常に大きなものがあろうかと思いますので、そこら辺は

あと１回、地域活動における、特に高齢化社会になっていく中での地域活動の中で青年

団の役割は大事ではないかということを更に教育委員会などで議論していただいて、何

とか青年団の復活にお力添えをいただきたいと、ご努力をいただきたいと思います。 

それから女性の会の件ですが、役員のなり手がないということです。それで町内の社

会教育団体といいますか、今休止していますが青年団、女性の会、老人の会などなどが

あろうかと思います。やはり会長さんになり手がないというのは、私今、高齢者大学と

か老人会とかにいろいろ携わっていますけども、行政の後ろ盾といいますか指導といい

ますか、そういうものに熱さが、熱さっていうのは熱ですね、熱が感じにくい部分があ

ります。 

私はたまたま役場にお世話になっとった関係で事務に関する部分については得意では

ありませんが、何とかついていけますが、そういうときに会長さんをお願いするときに

「そがんことばせんばんとならば、もうしいきらんばい」というのが実態ではないかと

思います。まさにこの女性の会の役員のなり手がないというのはそういうことではない
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かと思います。 

それとこれは私個人の考えですが、出席しなければならない機会が非常に多いという

ことですね。そういう部分もありますので何とか今以上にそういう女性の会、青年団、

老人会、高齢者大学も含めてですが、なお一層行政の手厚い後ろ盾をお願いしたい。 

私は思うんですが、そういう社会教育団体の窓口が今、福祉課とか教育委員会とかに

分かれていますけども、これはどこか１つにまとめるということはできませんか。そう

すると、当然お互いその団体間同士の交流といいますか、連携といいますか、そういう

ものもできると思いますけども、それをまとめることはできませんか。 

○議長（倉田 明君） どなたか答弁できますか。はい、総務課長。 

○総務課長（岡田晴喜君） 私も教育委員会の方もちょっと経験したことありますけど

も、社会教育関係団体というのは先程言われました前は婦人会という形でありましたけ

ども女性の会、それに青年団、子ども会、そこら辺が社会教育団体ということで教育委

員会の部署で取り扱っているということです。あと老人会の場合は 

○２番（浜口雅英君） 議長、私が質問したのは、そういうのをまとめられませんかと

いうことですのでそのことについてお答えください。 

○総務課長（岡田晴喜君） ですからそれぞれの課でまとまっているということで回答

いたします。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） まとめることができるということで理解していいんですか。ど

っか行政の枠組みの中で、例えば教育委員会なら教育委員会、あるいは福祉課なら福祉

課でまとめて対応できるということでいいんですか。 

○議長（倉田 明君） 総務課長。 

○総務課長（岡田晴喜君） 今のところはもうそれぞれ持っている窓口で対応させてい

ただくという形で、まとまって行うということはできない状況です。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 又、後日質問させてもらいます。 

町営住宅についてですが、時間もありませんので西折山住宅について質問させてもら

います。西折山住宅は２棟建築されていますね、一番奥の東側と西側ですね。この中で

西側に住んでおられる方の柱がですね、窓際の柱に水が染みたような跡がありました。

そのことについて役場にいろいろ相談するけども、「来らすばってん原因がわからん、

予算がなか」ということでなかなか具体的な対応をしていただけないということでし

た。それは今後どうしていくのか。 

それともう１つ、外観をちょっと観察させてもらいましたが、東側の建物と西側の建

物を比べた場合ですね、山に向かって右側と左側ですね。左側の建物の外壁にですね、
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クラックがいくらか見えます。そのクラックが原因で家の中に水が入るということはな

いとは思いますが、クラックがあることは課長、ご存知ですか。 

○議長（倉田 明君） 時間も少のうございますので、それぞれ簡潔にお願いします。

はい、土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） 只今の坂瀬川の東折山住宅の２棟のことでお尋ねでし

たが、実はこの家も行って確認いたしました。確かに障子の方の下の方ですね、色ずん

でおって、実は雨漏りの状況というのはちょっと天気が良かとき行きましたので。 

○２番（浜口雅英君） 議長。 

○議長（倉田 明君） 発言中は黙っとってください。 

○土木管理課長（益田大介君） それはまだしておりませんので、それは今後確認して

まいります。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 確かにあります。ですのでですね、西棟と東棟の建築業者が誰

なのかというところまで遡るかは行政にお任せしますが、そのひび割れはですね、現地

でよく確認、専門家もその建築に携わった方じゃなくて別のコンサルさんと一緒にです

ね、確認をしてみてください。それによってもし水漏れに影響があるということであれ

ば、直ちに壁をやりかえる、そういうことでないということであれば又、お知らせいた

だけばありがたいと思います。 

以上で終わります。 

○議長（倉田 明君） これで浜口雅英君の一般質問を終わります。 

通告５番、田嶋豊昭君。 

○５番（田嶋豊昭君） 通告５番、５番議員田嶋豊昭です。先般、通告しておりました

苓北町の中学生以下の子どもを取り巻く生活環境整備について、子どもを安心して育て

る苓北町にするためにという内容で２つの質問をさせていただきます。 

１つは、小中学校の空調設備の整備への取り組みについて、もう１つは病院における

小児科専門医常勤体制への援助についてであります。 

それでは最初の質問です。数年前から地球温暖化、気候変動という言葉がよく聞かれ

ます。特にここ数年、夏の暑さは尋常ではございません。皆さんどう感じているのか私

だけでないと思います。日本全国各地では、それまでの最高気温が度々更新され、ここ

天草でも夏の最高気温が３５度を超える猛暑日が観測されております。何度も観測する

ことが珍しくなくなりました。又、気温だけではなく近年では黄砂以外にもＰＭ２.５

や光化学スモッグという厄介なものが飛来するようになりました。 

これまで苓北町の小中学校では、暑いときには教室の窓を全開して外の風を取り入れ

ることで暑さをしのいでまいりました。しかし、ＰＭ２.５や光化学スモッグの警戒情
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報が発せられると、窓を開けっ放しで授業を行うことができなくなっているそうです。

子どもたちは少々暑くても窓を閉めて授業を受けなければならないことが度々あると聞

いております。 

私は、この問題に対して町として何か取り組むべきではないかと考えました。具体的

には教室へのエアコンなど空調設備の設置です。天草の公立の小中学校では教室に空調

設備を設置している学校はないと聞いております。子どもたちの教育環境を必要に応じ

て快適にできるという意味でも、この件について苓北町として率直に取り組むことはで

きないでしょうか。とは言っても終日空調設備を稼動させるわけでなく、本当に必要な

ときだけ使用するということは当然のことであります。 

苓北町の宝でもある子どもたち、その教育環境を整備しておくことは将来の苓北町に

とって非常に重要な事だと考えています。この点につきまして教育長のお考えを聞き、

検討できないものかお願いしたいと思います。 

次に、２つ目の質問です。現在、町内の病院で小児科専門医がいるところは３ヶ所で

す。とは言っても必ずしも常勤がいらっしゃるわけではなく、それぞれの病院で勤務体

制はまちまちです。ある病院では週３日、午後のみかつ４時までの診療、違う病院では

週３日、１日は終日、残り２日は午後のみの診療、特別診療は予約制です。もう１つの

病院は、平日の午前中と午後４時か６時までの診療となっております。このような状況

ですので、特に小児患者さんは自分の希望にあった日時になかなか診療が受けられない

ということが実情です。親としては小さな子どもが病気になったときの不安や心配が大

きく、仕事にも影響するということを聞くことがあります。実際そのような方は緊急時

には五和の方や本渡の病院に連れているということを聞いております。 

人口８,０００人弱の苓北町に３つの病院があるということは素晴らしいことです

が、いかんせん苓北町の宝である子どもたちを守ってくれる小児科医の不足は否めませ

ん。 

いずれの病院も民間ですので、その経営という意味では今の体制が精一杯なのだろう

とは考えます。しかし、子どもを安心して育てられる苓北町という観点から考え、この

問題に対し、町としても何か取り組めないだろうかと考えました。 

具体的には町内病院の小児科常駐に対する援助、あるいは補助ができないものかとい

うことです。苓北町には良い医者が多いので安心して暮らせると言えるまちづくりに取

り組み、町民一人一人の尊い命を大切に見守っていけるよう検討できないでしょうか。

この点につき、町長の御答弁をお願いいたします。以上です。 

○議長（倉田 明君） 教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） 只今の田嶋議員の小中学校の空調設備への取り組みについて

答えさせていただきます。 
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田嶋議員もおっしゃるように、ここ数年の夏の暑さは大変厳しく感じる状況でありま

す。このような近年の地球温暖化の現状の中で公立学校の暑さ対策について、昨年７月

に開催しました教育委員会議でも、学校施設の冷房化について検討すべき時期に来てい

るのではないかとの意見が出され、他自治体の状況も含め情報収集をしていくことにい

たしました。 

その結果、まず町内の小中学校の状況ですが、町内小中学校においては、学校の立地

状況に応じて職員室や保健室、パソコン室、図書室、音楽室など特別教室には必要に応

じてエアコンの機器を設置しておりますが、各学級の教室については疾病の関係から紫

外線対策、暑さ対策を講じる必要がある児童が在籍しております坂瀬川小学校の６年生

の教室のみにエアコンを設置している状況であります。 

次に、県内小中学校のエアコン設置状況について、県の施設課へ問い合わせたとこ

ろ、県全体の数値として小学校が８,３８８室に対して設置済みが１,９４２室、中学校

が４,９７０室に対して設置済みが１,１３３室であるとのことでした。この中には職員

室や特別教室の他、学校の改築等に関連する仮設校舎も含まれているとのことで、各学

級の教室へ設置してある学校はまだまだ少ない状況であるとのことでありました。 

又、独自に情報収集をした他の自治体の状況ですが、上益城郡嘉島町では平成２５年

度において町内の小学校２校、中学校１校の合計４５室にエアコンを設置されたとのこ

とで、事業費は設計、工事費合わせて約１億３０４万とのことでした。又、葦北郡津奈

木町においては平成２５年度において、町内の小学校２校、中学校１校に合計１３６台

の扇風機を設置されたとのことで、事業費は５８８万円とのことでした。 

このようなことから、苓北町教育委員会では当面の対策といたしまして、各学級の教

室に扇風機を設置することとし、本年度予算に既に各学級の教室への設置が完了してい

る都呂々小学校を除く小学校３校の各学級の教室へ各２台ずつ、計５２台、来年４月に

統合し新たに開校する苓北中学校の各学級の教室へ２台ずつ、計２２台、小中学校合計

７４台、総額１１０万８,０００円の予算を計上し、今月中には設置を完了することと

しております。 

以上、小中学校の空調設備への取り組みについて答えさせていただきました。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の田嶋議員のご質問にお答えをさせていただきます。小児

科専門医の方々が不足しているということで、その件について諸々ご指摘、ご質問があ

りましたので答えさせていただきます。 

まず、苓北町の小児科医の診療につきましては、各医療機関へお尋ねをしたところ、

田嶋議員のご質問の中でお話のとおり、町内では４人の小児科医の先生により３医療機

関で診察を実施されておられます。それぞれ診療日や診療時間はまちまちということで
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ございました。又、苓北町が子どもの予防接種を委託しております五和町の２医療機関

にもお尋ねをいたしましたところ、二江の医療機関では月曜日から水曜日までと金曜日

は午前８時から午後５時３０分まで、木曜日と土曜日は午前中の診療をされておられま

す。又、御領の医療機関では、月曜日から金曜日までは午前９時から午後５時３０分ま

で、土曜日は午前中の診療をされているようでございます。 

確かに議員がおっしゃるとおり、町内の３医療機関だけでは親の希望どおりいつでも

診療が受けられる体制にはないようでございますが、二江の医療機関、あるいは御領の

医療機関、割と近いところにもございます。町内の医療機関で受診できない場合はそこ

を利用されても良いのではないかと考えております。 

小児科専門医常勤体制への援助あるいは補助はできないかということでございます

が、県の医療政策総室に小児科医の確保のための補助金がないかお尋ねをいたしました

ところ、現在のところ県や国ではそのような補助金はないということでございました。

又、県内でそのような補助を実施されている自治体はないかとお尋ねしたところ、調査

したわけではないが、聞いたことはないということでございました。 

苓北町の医療機関に１人の小児科医もいらっしゃらないということであれば、苓北町

独自の補助金等を検討しやすい状況にあると思いますが、町内の３医療機関で小児科医

が現在、診療をされております。近隣の五和町でも２医療機関が診療をされていらっし

ゃいますので、補助金の支出はなかなか難しいのではないかと考えます。 

しかし、できるだけ町内で診療を受けたいという保護者の方々もいらっしゃると。こ

れはむしろ以前いらっしゃった方に対する信頼感が、それが元になっているのではない

かなということでございますが、もうその先生に帰って来ていただくという状況ではな

いようでございますので、町といたしましても今後も小児科医療、医師確保については

町内の医療機関へお願いをしてまいりたいと考えております。 

又、町内の小児科の診療につきましては、昨年度と変わったところもあるようでござ

いますので、診療の曜日や診療時間などについては町広報で町民の方々へ周知をしたい

というようなことが今現在の、私ももどかしい状況だと考えているところでございます

が、なるだけ町内にもお医者さん、小児科の方がいらっしゃいますのでその方たちをし

っかり活用していただくことがまず第１かと考えているところでございます。 

以上、田嶋議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（倉田 明君） 田嶋君。 

○５番（田嶋豊昭君） どうもありがとうございました。いろいろと小児科の方も病院

の都合もありまして私もいろいろ聞いてきたんですけども、やっぱりそういう中でやる

っていうことも大変なこともわかっております。だけど交代でもですね、終日できる、

１日あそこに行ったら苓北町の３ヶ所もありますので、その中で１日終日やってるとい
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うことを交代でやってできないものかなということもいろいろ考えたんですけど、そこ

ら辺をもしよかったら１回病院の先生たちと話していただいて、苓北町に終日いつ行っ

てもできるっていうところがあればですね、そういうとこも検討していただければと思

っております。 

学校関係ですけども、今、教育長の方から答弁ありましたけども、一応扇風機で対応

をするということを今、私も初めて聞きました。これで一応やっていただいて、状況を

見てですね、それで又、それで集中して本当に勉強ができるといいんですけども、本当

にこれが苓北町が一番に天草でできたって言えば又、他町からもいろいろ話題になる

し、学習の向上が一番で、この前も志岐小の校長先生とも話してましたけども、「それ

ばやっぱり上げていかんばいかんな、それだけしてもろたら」という、やっぱり学校側

も意欲的でございましたので、一応もう一度ですね、そういう一応やってみて検討して

いただければなと思っております。 

以上です。よろしくお願いします。 

○議長（倉田 明君） これで田嶋豊昭君の一般質問を終わります。 

続きまして、通告６番、野﨑幸洋君。 

○６番（野﨑幸洋君） ６番議員、野﨑です。通告しておりました２点について質問を

いたします。 

まず初めに、中学校統合に向けた準備の進捗状況についてお尋ねをいたします。 

いよいよ今年度３月をもって苓北町内の３中学校が長きにわたって受け継がれた歴史

に幕を閉じます。生徒はもとより、卒業生、ＯＢ、保護者、地域の方々にとっては地元

から母校がなくなることは非常にさびしく、又、残念な思いをされているものと思いま

す。 

そういった中、各地区では閉校式に向け、記念碑、記念冊子や記念式典などの準備が

着々と進んでいるところでもあります。そして平成２７年４月には統合された新苓北中

学校が開校となるわけですが、いざ統合となると当事者である生徒、そして又、保護者

にとっては新しい苓北中学校に大きな期待を抱きながらも、生徒間の人間関係もそうで

すが、学校の生活環境に不安があるのも事実であろうと思います。 

教育委員会としても様々な面から準備をされているとは思いますが、そういった不安

を少しでもなくし、夢と希望を持って新苓北中学校へ登校できるように生徒、保護者、

地域の方々との事前の話し合いを十分行った中で統合する必要があるのではないかと考

えます。 

そこでお伺いをいたしますが、現時点でそういった説明会等を行っているのか。又、

行っているとすればその説明会で保護者や地域の方々からどのような要望等が上がって

きているのか。そして又、坂瀬川・都呂々地区の生徒に関してはスクールバスの利用に
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なるわけですが、そのスクールバスの運行時間、運行経路、乗降場所等の内容はどのよ

うになっているのかお尋ねをいたします。 

次に、その中学校統合後の校舎跡地利用のための検討委員会設置についてお伺いをい

たします。これについては先程、町長から若干の説明があっておりましたが、準備して

おりましたので質問をさせていただきます。 

統合まであと９ヶ月ほどとなりました。廃校になった校舎跡地の利用に関しては、以

前執行部から説明があった際、町の代表の方数名にお願いし、検討委員会を設置すると

の説明があったように記憶しております。その検討委員会はいつ頃立ち上げられる予定

なのでしょうか。又、メンバーはどのような構成で、何名を予定されるのでしょうか。

そして、町教育委員会としてはどのような方向性で検討をお願いされるのかお伺いをい

たします。 

次に、苓北町の空きや情報バンクについてお伺いをいたします。 

平成２６年５月末現在、男性３,６８７名、女性４,２３５名、合計７,９２２名と苓

北町の人口は８,０００名を切っております。平成２５年度の年間に出生された数が５

５名に対し、年間死亡者数は１３２名と７７名の減少となり、苓北からの転出者も転入

者より２６名多く、合計しますと平成２５年度は年間に１０３名の人口が減少している

ことになります。ここ近年を見ても年間に約１００名の人口が減少傾向にあります。 

又、世帯数でも国勢調査が行われました平成１７年から平成２２年の５年の間に１０

３戸が減少したとの数字が出ております。このように人口や世帯数が減少してきます

と、当然のことながら空き家の数も年々多くなってきております。これは、苓北町に限

ったことではなく、全国の各市町村の中にも同じような問題を抱えているところも少な

くありません。 

そういった自治体の中には、この問題を少しでも解消すべく空き家活用事業補助金や

定住促進奨励金など人口増や地域活性化を目的とした事業を行っているところが多く見

かけられるようになりました。 

苓北町でも、先日配布されました第１２期基本計画を見てみますと、住宅施策の推進

の主要施策に１、町営住宅の管理、２、宅地分譲の推進、３、空き家対策の推進、４、

定住促進のための支援施策の充実を挙げられております。ですからこれからもっとこの

問題に対し力を入れていかれるものとは思いますが、その施策の一環として空き家情報

バンクを更にＰＲしていく中で、所有者や地権者への協力をお願いし、都市部からの定

住や移住希望者には遊休農地や耕作放棄地も利用できる空き家とセットにした物件も紹

介してはどうかと思います。そうすることにより、人口増加と土地の有効利用の両面に

対して効果的になるのではないかと考えます。 

又、若い夫婦の中には地元に賃貸の一軒家を探しているがなかなか貸していただける
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物件が見つからないと聞きます。それは、所有者の方が現状のままでは住める状態では

なく、床の張替えや畳を交換しないと住めないし、リフォームまでしてこちらで仕上げ

てまでは貸すことはできないなどの理由により、そのままになっている物件もあると聞

きます。こういった所有者及び契約者の金銭的負担を少しでも減らすためにリフォーム

等が必要である場合は、町から何割かの補助金を出すような制度を設けることにより、

もっと利用できる空き家が増え、結果的には若い人の町外転出者数も減少するのではな

いかと思います。 

又、地元建築業者にお願いすれば、大いに地域活性化にもつながっていくと考え、町

の見解をお尋ねいたします。 

以上２点の項目について質問いたします。 

○議長（倉田 明君） 教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） 只今の野﨑議員の中学校統合に向けた準備の進捗状況につい

て答えさせていただきます。 

中学校の統合へ向けては、昨年度から苓北町中学校統合準備委員会を設置して、中学

校の統合を円滑に進めるため、必要な事項についての調査及び協議を実施してきており

ます。 

準備委員会及びその下に専門部会として総務部会、事業部会、教育課程等検討部会を

それぞれ設置し、新たに設置する学校の校名、校章、校歌、校訓、制服や体操服、通学

体制、学校行事や部活動を含めた教育活動、教育課程、ＰＴＡの組織運営、その他、統

合準備に必要な事項について各部会で分担しながら協議を重ねてきました。 

昨年度においては４回の統合準備委員会と、それぞれ５回ずつの専門部会を開催し、

担当事務の各項目について順次、決定をしてきているところであり、今年度に入ってか

らも既にそれぞれ１回ずつの会議を行ってきております。 

なお、統合準備委員会の会議進捗状況、決定事項等については、広報れいほくの平成

２５年４月号、６月号、８月号、９月号、平成２６年１月号、３月号、４月号で随時町

民の皆さん方へもご報告をしてきたところです。 

まず、第１点目の保護者説明会とその要望等についてのお尋ねですが、保護者への説

明につきましては、第１回目の保護者説明会を平成２５年１０月３１日、１１月６日、

１１月８日、それぞれの中学校校区において実施しました。なお、本年度も７月ないし

８月頃までには２回目となる保護者説明会を開催する計画にしているところです。又、

保護者説明会を欠席された保護者の方々からの意見についても、各学校及びＰＴＡを通

じてフォローアップしていただきました。 

寄せられたご要望や意見の主なものは、通学対策として通学手段、スクールバスの運

行ルートや乗降場所、予定されている停留所への自転車置き場の設置などがありまし
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た。なお、通学対策については、説明会の他に坂瀬川中及び都呂々中の両校区の中学１

年生及び小学生の保護者に対し通学アンケートも併せて実施し、意見を集約して協議の

ための資料といたしました。  

次に、安全対策として、国道横断箇所への信号機の設置や横断歩道の移設要望、通学

路への街灯の設置などの要望が出されました。又、この他、部活動に関すること、新し

い学校校地となる現在の苓北中学校の学校施設の改善整備、生徒指導の状況などについ

ての要望や意見が出されたところであり、これらの意見等も踏まえた中で各部会、そし

て準備委員会で協議を重ねてきたところでございます。 

次に、２点目のスクールバスに関するご質問についてですが、スクールバスの運行等

については、先のアンケートなども踏まえた中でスクールバスの運行計画案を策定して

おります。利用については、坂瀬川小、都呂々小の両校区に在住する自転車通学を希望

しない統合中学生の生徒が利用できます。詳細な運行時間については、新設する中学校

の始業時間、就業時間、部活動の活動開始の時間及び終了時間の設定ができた後に詳細

に決定することになりますが、運行日は生徒の登校日とし、平日の運行回数は登校時２

回、下校時２回としています。そのうちの１回は部活動対応としており、部活動練習が

ないときはその便の運行は行いません。又、土日祝日や長期休業中に部活動がある場合

は、登校時１回、下校時１回の運行を計画しています。なお、運行時間は夏季、冬季時

間を考慮することにしております。 

次に、運行路線、運行経路及び区間については、坂瀬川方面が鶴公民館前で生徒を乗

せ、坂瀬川出張所下、猪口病院前を通り、坂瀬川郵便局前で残りの生徒を乗せて国道経

由で苓北中学校までとしています。 

また、都呂々方面が木場集会所前で生徒を乗せ、現在の都呂々中学校前で残りの生徒

を乗せて苓北中学校までとしています。乗降場所付近となる鶴公民館前、坂瀬川小路の

ゲートボール場付近、木場集会所付近、都呂々中学校の各乗降場所には必要に応じて自

転車置き場、街灯の設置や増設を予定しています。 

次に、３点目の中学校統合後の校舎跡地利用検討委員会設置についてのご質問です

が、中学校統合後の跡地利用につきましては、坂瀬川地区と都呂々地区でそれぞれ跡地

利用検討委員会を設置し、跡地利用に関する調査・研究をしていただくこととしており

ます。地域の各層の代表８名及び９名の方々それぞれ委員にお願いして、今月１６日に

は第１回目の会議を開催し、検討を始めていただくこととしております。 

委員会のメンバー構成は、区長会の代表、農林業の代表、商工会の代表、観光協会の

代表、教育の代表、福祉関係者の代表、女性団体関係者の代表、老人会の代表、その他

特に必要と認める方にご依頼をしているところです。 

検討の方向性については、地域活性化の推進を念頭に置きながら、どのような利活用
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ができるのか、先程申し上げました地域の各種団体や各産業分野の方々のご意見をいた

だきながら検討していくことにしております。 

なお、本日お尋ねの件につきましても、先程申し上げましたように、広報れいほくを

通じて町民の皆さんへご報告させていただいているところです。 

以上、野﨑議員の質問に答えさせていただきました。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の野﨑議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

空き家情報バンクについてのお答えでございます。空き家につきましては、昨年度調

査を行いましたところ、３０２件の空き家がございました。地図上に空き家を記した台

帳を整備いたしまして、本年度空き家の所有者、管理者を調査し、管理状況や今後の意

向等を調査したいと計画をしているところでございます。 

現在、町に登録してある空き家で、貸す意向のあるお宅は２件でございます。又、リ

フォームに対しましては、補助制度につきましては、空き家であっても個人の所有物で

ございますので、これは今のところ考えておりません。おりませんが、今年度諸々の調

査をいたします。その中で要件等々を作りまして、要件に合致するところについてどの

程度のものでするか。まだするとは決めておりませんが、検討会をしたいと考えている

ところでございます。と申しますのも、諸々補助を出したにしても借りた人がすぐいな

くなったり、次に借りる人がいなかったり、あるいはその方、今度は貸した方がもう貸

すのはやめるとかいう話になったりしたときの、いろんなことも考えながらですね、や

っていかなければならないと。 

つきましては、最近問い合わせがあるのはですね、仕事をあんまりはっきりしたもの

を持たないで若い人たちが移住して来たいというのが何件か聞きました。私は、これに

ついてはいくら人口が減ってきていましても、仕事を持たない人に来てもらってどうす

るのかと。例えば農業とか漁業をどなたかに教わってやりたいという、これは補助制度

もありますので、何とか生活もですね、維持できるかと思いますが、そういった宛てが

ない方がちょっと出てきておられるというのが、そういうことの要件も含めてしっかり

我々も作っていった上でこの空き家に対するリフォームの補助等についても検討をすべ

きではないかと考えているところでございます。 

野﨑議員のご質問にお答えをさせていただきました 

○議長（倉田 明君） 野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） まず最初に、学校の統廃合の進捗状況についての再質問をさせ

ていただきますけども、先程教育長の方からいろいろご答弁いただきましたけども、そ

の中でバス通学に関しては、恐らく事前に登録っていいますか、申請っていいますか、

そういうふうにバス通学をする子どもさんと自転車通学をする子どもさん、当然これは
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もう最初のうちにそういった申請をしてどの子がバスを利用する、どの子が自転車で通

学するっていうのは学校と保護者の当然、把握された中でされるとは思うんですけど

も、例えば、事前にもう自転車通学を登録しとったけども、どうしても体調が思わしく

ないとか、例えば天候が余りにも悪いので今日はバスを利用したいという、例えばその

日の本人さんの都合といいますか、そういったので利用する場合の利用が簡単にってい

いますか、そういうのはできるものなのかをまず、最初にお伺いをいたします。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 今の件ですけども、スクールバスの利用につきましてはま

ず、野﨑議員おっしゃるように自転車かスクールバスを選択して通学するということ

で、選択届出制という形を現在のところ、計画の中で考えております。 

それから、変更があった場合につきましてはですね、前もって決められた日までに学

校の方へ変更の届出をするということで、詳細につきましては又、別にスクールバス利

用規定などを定めていくことになりますが、緊急な場合の対応につきましてはやはり安

全面のこととか、そこで何人乗るのかという把握とかなかなか難しくなりますので、そ

うういった個人の病気とかそういった場合には、保護者の方に送っていただくというよ

うなことになるかと思います。 

○議長（倉田 明君） 野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） 今の点ですけども、これは前もって変更届を出すっていうの

は、これは相当無理があると思うんですよね。だから病気になった場合、当然ひどい場

合は休むと思うんですけども、ある程度体調が良くなったので学校に登校したいけど

も、ただ自転車で行くのはちょっと距離が遠いからやっぱりバスを利用したいというよ

うな、その日若干出てきたりとか、まして天候によっては今日はちょっとこれは自転車

じゃ無理だなっていう日も出てくると思うんですね。保護者が送っていける状況の家庭

であればそれでもいいと思うんですけども、やっぱり共稼ぎとか、朝早く両親が出勤し

てどうしても家庭に送っていただける人がいないっていうそういった家庭環境もあると

思うんですね。ですからその辺は、確かに安全面も十分配慮しなければいけませんけど

も、例えば急きょ乗った場合の名簿等を作成しとってですね、運転手さんにいつもは登

録ないけども、こういった理由で今日は乗りましたというのを学校に着いてからでも先

生方に報告をするとか、そういったもうちょっと子どもたちのためのそういった配慮っ

ていうのはできないかなと思うんですけども、その辺どうでしょうか。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 先程も申しましたように、通学対策につきましては総務部

会の方で検討をしていただいておりますけども、例えば１ヶ月とか半月に１回そういう

申し出をしてですね、当初は自転車で行くつもりだったけどもやはりバスの方に変更し
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たいという子どもたちも出てくるかと思いますし、又、その逆もですね、出てくる可能

性がありますので、事前の届出制という形でした方が良いだろうという総務部会のご意

見でまとまったところでございます。 

ですから、緊急な場合の対応ということにつきましては、やはりご家族の中でです

ね、保護者の方が対応をしていただくという形で今の総務部会の中では話しをしており

ます。 

○議長（倉田 明君） 野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） 現時点ではその検討委員会の方がそういうふうなご意見を出さ

れているかと思いますけども、再度、今後７月から８月ぐらいに又、説明会なり保護者

へのいろんなあると思いますので、そういったときにですね、どういうふうに保護者の

方はお考えなのか、その辺を検討委員会に持ち込む意味でですね、再度ご確認を、保護

者の方に取っていただいて検討委員会にかけていただければなと思います。 

 今の答弁ではどうしても子どもたちの救急の対応がちょっとかわいそうだなという気

がしますので、その辺再度検討をよろしくお願いしたいと思います。 

次にですね、そのバスの運行のルートに関してですけども、坂瀬川地区聞きますと、

鶴から坂瀬川、今あそこの役場前ですかね。あそこと猪口病院前通過して郵便局の前で

乗降して登校っていう形になると思いますけども、やっぱり西川内地区っていうのはこ

れはやっぱり離れてるもんですから、西川内の方は今までの当然、坂中までの登校距離

とほぼ変わらないんですけども、せっかくスクールバスが運行されるのであれば、西川

内地区のそういった運行経路っていうのは現時点では相当無理があってこういうルート

になったのか、その点をお尋ねいたします。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） その点につきましても、保護者の中のですね、ご意見等で

もいろいろございました。坂瀬川地区に限らず、都呂々地区の方からもご意見がござい

ました。ただ、やはり停留所を多く増やしますと、それだけ通学時間が変わってくると

いうふうなこともございます。そういったところで、各地区とも停留箇所については２

ヶ所にするということでですね、これも総務部会の中で検討をしていただいて、そこら

辺の保護者の意見も踏まえた中で検討をしていただいて決めていただいたところでござ

います。 

なお、総務部会の中には各小中学校のＰＴＡのですね、代表の方々も入っておられま

して、ＰＴＡの全体的な代表という形で入っていただいておりまして、その中で決めて

いただいたところでございます。 

○議長（倉田 明君） 野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） 今も通学時間がかかるからという理由でそういうふうなルート



 

－59－

になったというご答弁ですけども、西川内からのバス運行であればですね、片道５分、

往復でも１０分程度の、朝からの時間かかるとは思うんですけども、その程度の時間で

あれば西川内地区の子どもさんが自転車で例えば雨の日もあります。そういうときにあ

そこまで自転車通学をさせて乗降させるよりは、その５分、１０分の間を子どもたちの

ことを考えれば逆にその時間は割くような方向で考えはできないのか、逆に思うんです

よね。子どもたちのバスなんで、その辺の又、先程の乗る人員のあれもそうですけど

も、この運行経路についても再度検討委員会の方にご検討いただければなと思います。 

次にですね、廃校したときの検討するその委員会の設置についてですけども、この

方々のですね、ある方からちょっと話を聞いたんですけども、「私たちの検討委員会の

位置付けはどんな感じになってるんでしょうか」っていうのを聞かれたんですね。一応

跡地再利用の検討委員会に選出をされているけども、こちらからお願いしたわけでもな

いのに教育長宛にサインと印鑑を押して提出してくださいっていうふうな文書っていう

か、言われたんだけども、委嘱状をもらって検討するんであればわかるけども、何かこ

っちからお願いしたのでないのに印鑑とサインを押して提出、何かちょっと違うような

気がするなっていうのを言われとったもんですから、その辺の位置付けっていうのはど

ういうふうにお考えなんでしょうか。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 跡地利用検討委員会につきましては、先程教育長が答弁い

たしましたように、今月の１６日に正式に跡地利用検討委員会を立ち上げまして、第１

回の会議を開催することにしております。そのためのですね、委員としての承諾書とい

う形でそれぞれの団体の代表の方にですね、委員の選出をお願いしてその方に承諾をし

ていただいたということで氏名と印鑑を押したものの承諾書をいただいているところで

ございます。 

目的といたしましては、先程教育長の答弁にもありましたように両中学校が廃校とな

って、校地、校舎等の跡地ができてまいりますので、この跡地の利用を円滑に推進する

ために跡地利用検討委員会を立ち上げていただいて、地域の活性化のためにどのように

利用していったらいいのかということで調査・研究を進めていただくことにしていると

ころでございます。 

○議長（倉田 明君） 野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） はい、わかりました。承諾をいただいた後のサインと印鑑とい

うことであれでしょうけども、当事者の方は「何でおれたちが頼んでもいないのに印鑑

を押して出さなんとや」っていうのをちょっと言われたもんですから、ただその辺の説

明でこういうふうに選出をされましたけども、検討委員会のメンバーに入っていただい

ても大丈夫ですかっていうその辺の確認があれば良かったんでしょうけど、いきなり選
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出されてそういうふうだったっていうのを言われたもんですから、その内容については

わかりました。 

それともう１点、検討していく上でですね、先程いろいろな団体で使ったり、そのメ

ンバーがいらっしゃいますけども、検討は要するに私たちはどうやった方向で検討した

らいいのかっていうのを聞かれたんですね。要は例えば町がこれだけ予算を作りますの

で、その範囲内でしたらこういった跡地利用のいろんな方法あると思うんですけども、

予算を付けた検討をしていくのか、予算は全くないけどもない中で検討してくださいっ

てお願いするのか、その方向がわからないとおっしゃったんです。だからその辺のある

程度予算も含んだ中での検討をしていっていいものなのか、予算なしでの検討をしてい

くのか、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） これは先程も申しましたように、各層の代表の方に集まっ

ていただいて地域の活性化のためにどのような利用がいいのかということをですね、ま

ず決めていただくということで、当然、今のところ予算が幾らだからということで決め

ていただくわけではございません。各層の方のご意見をお聞きした中で町として、又、

地域として活性化にですね、その学校跡地を生かしていくためにはどのような方法が一

番いいのかということで検討をしていただくことにしております。 

○議長（倉田 明君） 野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） はい、わかりました。じゃあそれで跡地も有効利用していただ

くように検討をよろしくお願いしたいと思います。 

次に、空き家バンクについて再質問をさせていただきますけども、先程の町長のご答

弁の中でリフォーム等の補助金は現在、考えていないっていうことでご答弁いただきま

したけども、今後は検討していっていただけるんでしょうけども、私もちょっと下調べ

したところですね、天草市のあれなんですけども、天草市の方では一応補助金制度があ

りましてですね、定住促進の奨励金と空き家活用の事業の補助金っていうの２つありま

す。 

この中で先程町長言われましたせっかく、例えばリフォームしてもすぐ借り手が出て

行ってしまった。困るもんなっていうことで話をされましたけども、天草市の場合は一

応３年以上居住を誓約書を書いて、住んでいただくっていう形でですね、これ、両方の

補助金そうですけども、そういった取り組みをされております。すべて真似した方がい

いとは言いませんけども、苓北町独自でもですね、こういったいろんな制約を考えてい

ただいた上で、できれば先程も言いましたように、所有者の方の負担をしてまで貸して

いただくのは心苦しいものがありますので、両方ともなるべく負担がないように町も人

口減に対しての対策、先程言いましたように基本計画の中でもわざわざ打ち出してあり
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ますので、その辺をですね、もう少し苓北町のカラーを出した中での検討はできないも

のなのか、もう１度お聞きいたします。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 先程も申し上げましたように、やっぱり若い方で仕事持たんで

何しに来らすとやろうかって思ったりもする人もいるんですね。そういう方が例えば農

業をしたいから農業を一時勉強したいと。そうすると町にも補助制度があるし、国にも

ございます。例えばそういうことですね。あるいはしっかり自分で仕事を持ってるから

来たいと。田舎ででもできる都会の仕事もありますので、やはりそういう方たちに要件

を設けた中でやっていくと。そのことに今、天草市も多分いろいろ要件を付けていると

思います。ですから要件を付けて、それに苓北町民としてふさわしい方に来ていただき

たいと私は思っているところでございます。 

○議長（倉田 明君） 野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） はい、私ももう当然ながら仕事を持った苓北町民にふさわしい

方が来ていただくのが一番いいとは思っておりますけども、先程町長が言われましたよ

うに例えば農業を苓北町でやってみたいと。私、先程の最初の質問の中にも言いました

けども、遊休農地や耕作放棄地をですね、セットとした中でのＰＲできませんかってい

うのをお尋ねしたんですけども、先程の中でちょっとご答弁なかったんですけども、そ

ういった制度も、制度っていいますか紹介の仕方としてですね、セットにした中での検

討はできないのか、その辺をちょっとお尋ねします。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） これはそれぞれの思いっていうのがありますので、農業をやり

たければ町に問い合わせがあると思います。だから町のバラエティ、どんなものがある

のかっていう選択性はホームページ等々に載せていいんじゃないかと思うんですけれ

ど、あなたは農業もしたくないのに農業しなっせっていうわけにはいかないと思います

ので、積極的に町ではこういう応援をしますので定住しませんかというような宣伝はや

っていく。その中で住まいが町営住宅だけでは足りないということであれば、こういう

民間の方のお力添えもいただきたい。そのためには住むのにより住みやすいようなこと

で要件を設けて修繕代も出していく。ただ、その要件っていうのはやっぱりいなくなっ

た場合に、じゃあその人がずっと貸していただけるのかどうかっていうのも問題になっ

てきますので、やっぱり相当検討が必要じゃないかと思っております。 

○議長（倉田 明君） 野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） とにかくこれから検討は必要だと思います。先程も言いました

ように、この中でもわざわざ定住促進のための支援策の充実というのを上げられていま

すので、この辺をもっと具体化した施策をですね、打ち出していただいて表に出るよう
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にですね、是非お願いして、住んでいただければ当然苓北町の人口減の歯止めにもなっ

てきますし、地域活性化にもつながりますので是非検討をお願いして、私の質問を終わ

ります。 

○議長（倉田 明君） これで野﨑幸洋君の一般質問を終わります。 

以上で、一般質問を終わります。 

本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会いたします。 

なお、明日は午前９時３０分から本会議を開きます。どなた様も大変お疲れ様でござ

いました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後２時５１分 

 



 

 

 

 

 

平成２６年６月１１日（水）  

（第２日目）  
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平成２６年第２６回苓北町議会定例会会議録（第２日目） 

 

 平成２６年第２６回苓北町議会定例会は、平成２６年６月１１日苓北町議会議場に招

集された。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次のとおりである。 

    １番  野田 謙二          ２番  浜口 雅英 

    ３番  山本 政人          ４番  大仁田藤男 

    ５番  田嶋 豊昭          ６番  野﨑 幸洋 

７番  錦戸 俊春          ８番  山下 時義 

９番  松野 重幸         １０番  錦戸 久幸 

１１番  神﨑 公顕（副議長）    １２番  倉田  明（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  山 口 仁 人     主 幹  野 田 寛 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  岡 田 晴 喜 

税務住民課長  荒 木 広 之     土木管理課長  益 田 大 介 

農林水産課長兼 
        野 田 尚 之     企画政策課長  福 田 忠 輝 
農委事務局長  

福祉保健課長  田 尻 伸 治     健康増進室長  山 﨑 敬 一 

                    会計管理者兼       
水道環境課長  小 林 和 文                   大 田 勝 彦 
                    会 計 課 長        

教 育 課 長  山 崎 秀 典     商工観光課長  立 山 清 剛 

監査事務局長  山 口 仁 人 
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８．議事日程 

日程第 １ 報告第 ４１号 例月現金出納検査の結果報告について（平成２５年

度２月分・３月分・４月分、平成２６年度４月分） 

日程第 ２ 報告第 ４２号 所管事務の調査報告について 

日程第 ３ 報告第 ４３号 平成２５年度苓北町繰越明許費繰越計算書（苓北町

一般会計）の報告について 

日程第 ４ 報告第 ４４号 平成２５年度苓北町繰越明許費繰越計算書（苓北町

下水道特別会計）の報告について 

日程第 ５ 承認第 ３９号 専決処分の承認について 

専決第 １号 苓北町税条例等の一部を改正する条

例 

日程第 ６ 承認第 ４０号 専決処分の承認について 

専決第 ２号 苓北町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例 

日程第 ７ 承認第 ４１号 専決処分の承認について 

専決第 ３号 平成２５年度一般会計補正予算（第

９号） 

日程第 ８ 承認第 ４２号 専決処分の承認について 

専決第 ４号 平成２５年度苓北町国民健康保険特

別会計補正予算（第４号） 

日程第 ９ 承認第 ４３号 専決処分の承認について 

専決第 ５号 平成２５年度苓北町介護保険特別会

計補正予算（第４号） 

日程第１０ 承認第 ４４号 専決処分の承認について 

専決第 ６号 平成２５年度苓北町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３号） 

日程第１１ 承認第 ４５号 専決処分の承認について 

専決第 ７号 平成２５年度苓北町下水道特別会計

補正予算（第６号） 

日程第１２ 承認第 ４６号 専決処分の承認について 

専決第 ８号 平成２５年度苓北町農業集落排水特

別会計補正予算（第２号） 

日程第１３ 承認第 ４７号 専決処分の承認について 

専決第 ９号 平成２５年度苓北町特定地域生活排
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水処理事業特別会計補正予算（第５号） 

日程第１４ 承認第 ４８号 専決処分の承認について 

専決第１０号 平成２５年度苓北町宅地造成事業特

別会計補正予算（第３号） 

日程第１５ 議案第２９３号 苓北町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第１６ 議案第２９４号 苓北町監査委員条例の制定について 

日程第１７ 議案第２９５号 平成２６年度苓北町一般会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第２９６号 平成２６年度苓北町水道特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１９ 議案第２９７号 平成２６年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別

会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第２９８号 請負契約〔富岡城跡二の丸長屋・角櫓整備工事〕の

締結について 

日程第２１ 議案第２９９号 請負契約〔富岡城跡百聞土手整備工事〕の締結につ

いて 

日程第２２ 同意第 １８号 苓北町固定資産評価審査委員会の委員の選任につい

て 

日程第２３         陳情等文書表について 

追加日程第１ 発議第１２号 建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根

絶に関する意見書の提出について 

日程第２４ 継続審査調査の申し出について 

日程第２５ 議員派遣について 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（倉田 明君） おはようございます。開会にあたりまして、携帯電話をお持ち

の方にはマナーモードかあるいは電源のお切りをお願いしたいと思います。 

只今の出席議員数は１２名です。定足数に達しておりますので、これから本日の会議

を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 報告第４１号 例月現金出納検査の結果報告について（平成２５年度２月

分・３月分・４月分、平成２６年度４月分） 

○議長（倉田 明君） 日程第１、報告第４１号、例月現金出納検査の結果報告書（平

成２５年度の２月分・３月分・４月分、及び平成２６年度４月分）が提出されましたの

で、お手元に写しを配布しております。朗読は省略します。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これで報告第４１号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 報告第４２号 所管事務の調査報告について 

○議長（倉田 明君） 日程第２、報告第４２号、所管事務の調査報告についてを議題

とします。 

この件につきましては、苓北町議会歴史資料館等検討特別委員会で審査調査が行われ、

その調査報告書の提出がありましたのでお手元に写しを配布しております。 

お諮りします。この件については、会議規則第３９条第２項の規定により、委員長報

告を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

［異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。これで報告第４２号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 報告第４３号 平成２５年度苓北町繰越明許費繰越計算書（苓北町一般会

計）の報告について 

○議長（倉田 明君） 日程第３、報告第４３号、平成２５年度苓北町繰越明許費繰越

計算書（苓北町一般会計）の報告についてを議題とします。 

説明を求めます。企画政策課長。 

○企画政策課長（福田忠輝君） 報告第４３号、平成２５年度苓北町繰越明許費繰越計

算書（苓北町一般会計）の報告について。 

平成２５年度苓北町繰越明許費繰越計算書（苓北町一般会計）を別紙のとおり調製し

たので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、これを議会に報告する。平
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成２６年６月１０日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由でございますが、繰越明許費に係る歳出予算を翌年度に繰り越したときは、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、翌年度の５月３１日までに繰越計算

書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならないためでございます。 

次のページをお願いいたします。 

平成２５年度苓北町繰越明許費繰越計算書（一般会計）でございます。これは、それ

ぞれ３月議会で決議をいただきました繰越明許費の額確定によるものを翌年度繰越額と

して報告するものでございます。 

款３、民生費から次のページの款９、教育費まで１６の事業で繰越を行っております。

事業費合計で１２億２,３２５万４,０００円、平成２６年度に繰り越した額は１１億３,

２１０万８,０００円でございます。財源区分で国県支出金で４億１,８９１万４,５０

０円、地方債で６億２,４８０万円、一般財源で８,８３９万３,５００円でございます。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） １０番錦戸です。平成２５年度の繰越明許費ですけども、こ

れの８の消防費についてちょっとお尋ねしたいと思います。 

昨日、一般質問でお尋ねしましたけども、津波の基準となる高さの見解ですね、これ

は、現在の町のあれではどのように統一して見解を持っておられるのかお尋ねしたいと

思います。 

昨日は本会議が終わりましてから九州電力の説明会がありました。その折に今年の夏

の電力需給は５０万kWぐらいの余裕電源しか確保できない見込みというふうなことであ

りましたので、九州電力のあの発電所の何かの原因で止まれば大変だなと思う気持ちか

ら「九州電力発電所のあの用地の津波に対しての安全性はどう見ておられますか」とい

うふうなお尋ねしましたところ、苓北町の津波は３.１ｍの高さのあれが示されておる

のでそれからすると今の堤防は６０cmから７０cmぐらい高さにゆとりがあるというふう

な説明であったと思いますので、やっぱり町としても統一した見解をやっぱり示されて

いた方が良かっじゃなかろうかなと思いますのでお尋ねいたします。 

○議長（倉田 明君） 総務課長。 

○総務課長（岡田晴喜君） 昨日、錦戸議員からの一般質問でございましたので県の方

にも確認を行いました。添付資料に書いてあるとおりでございまして、津波高につきま

しては３.１ｍ、結局基準面から３.１ｍということで満潮時の高さが１.６やったです

かね。それから波高が１.５ということで３.１ｍということが、それが震度６弱のとき

の南海トラフのときの最大波高と、津波高という確認をしておりました。 

ですから今までは確かに５.１ｍというのが数値的に出ていた部分もありましたけれ
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ども、昨日確認したところそれということです。 

それとあと１つ、併せて昨日マグニチュード９のときにはないというような文言があ

りましたけれども、あれは最大級、マグニチュード９というのが東日本大震災で起こっ

たときの地震の想定では極めて低いという想定で、県の確認ではマグニチュード８から

９未満については３０年間のうちに７０％の確立という回答がありましたので、その文

言を入れていただければ非常にわかりやすかったというような感じです。最大級のマグ

ニチュード最大級は極めて低いという、東日本大震災の想定した地震の大きさは極めて

低いというような回答です。 

○議長（倉田 明君） 錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） わかりました。これはもう県の方から示された資料をそのま

ま町も使って、最大震度が９というふうな表現の部分はそういったことであるというよ

うなことでありましたので私たちもわかりました。しかしそれは今後の資料作りのとき

には、もう少しわかりやすいような感じで表記をしていただければなと思います。 

それから、津波高さの従来は５.１ｍにしとったけども、今回は３.１ｍがやっぱりこ

うして表記していくとには正しいというふうな見解でございますのでね、これは今年の

広報れいほくの３月号で満潮時から５ｍという表記がなされて、８,０００町民にそれ

が周知広告がされたわけですね。ですからこれはやっぱり、苓北町の防災行政の大根幹

に関わる基本的な数字だと思いますのでね、これは又、この次に広報誌等でそうしたＰ

Ｒをされるときにはそういった修正の記事もやはり示していただいて、そして災害を侮

るわけにはいきませんけども、やっぱりできるだけ正確に災害に備えると。災害を侮る

わけにはいきませんが、町民の生命・財産を守るためにやはりそれにこうして対応して

いただきたいと思います。 

一応これは要望をしときます。そうしないとやっぱりいろんな町が防災施設を造るに

しても、基準線が３.５ですかね。津波の、今、県が全体で、国全体で予想してあるそ

の地域に合わせた津波高が１ｍから１.５、苓北町の基準にすれば。それが苓北町は広

報誌を使って５ｍの津波が来るというふうなことをＰＲしてあったので、苓北町の防災

施設の造り方、この根本がやっぱりこうして基準が違っとったというふうなことになり

ますのですね、やっぱりそこら辺はしていただきたいと。 

私たちも隣の市とか熊本県下の市町を見とりましても、なかなかやっぱり苓北町のよ

うなそういった危機感が少ないなと思とったら、町で捉える津波の基準線、それが苓北

町は特異的に高く設定してあったのでこういった防災施設を造ることに専念とは言いま

せんけども、それを熱心に取り組まねばならなかったというふうなことにもなりますの

でね、やはりそういったことは今後しっかりと押さえていただきたいと思います。 

○議長（倉田 明君） 答弁ありますか。神﨑君。 
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○１１番（神﨑公顕君） 今、錦戸議員の質問をずっと聞いておりますと、私も何かど

れが本当なのかというようなことで、今日はっきりお知らせをいただきたいと思います。 

苓北町に来るのは震度６というようなことで承知していいのか。それから満潮時にそ

の震度６が来た場合に、苓北町は何ｍのところに避難したら安全ですよという、そのこ

とをはっきり答弁をしてください。 

○議長（倉田 明君） 詳しいことがわかりますか。総務課長。 

○総務課長（岡田晴喜君） すみません、ここに資料を持ってきておりませんので、も

しあれでしたら今から資料を取ってきても構いませんか。 

○議長（倉田 明君） はい、重要なことですから、ちょっと暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前９時４０分 

再開 午前９時４５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○総務課長（岡田晴喜君） これは苓北町地域防災計画の中に資料として入れている部

分ですけれども、熊本県の地震・津波被害想定調査結果の概要という形で資料をいただ

いております。それを添付しております。それを見ますと、先程言いましたように、昨

日錦戸議員から言われました南海トラフの最大値マグニチュード９.０というのは極め

て低いという表現ですけども、これにつきましては先程申し上げたとおりです。 

それで地震動解析という形で震度分布の計算結果として、苓北町が当てはまる部分に

つきましては震度６弱という形で出されております。 

それから、先程の津波の波高というのが１.０から１.５のところに苓北町が入るとい

う形です。それから津波高は３.０から３.５ｍ未満に苓北町は入るという形で、これは

先程言いました南海トラフの推進地域の部分の地域性の中で入っております。 

あと、県内市町村別の浸水域の面積という形で苓北町の場合は、２０haが想定される

ということで出されております。それで先程神﨑議員が言われましたように、どこにっ

ていう形は今のところ私たちの中ではもう津波が発生した場合は、すぐ高台に行くよう

な避難の誘導をしているところです。 

○議長（倉田 明君） 神﨑君。 

○１１番（神﨑公顕君） 今の総務課長の話じゃ何も私の質問には答えておらんようで

すけれども、何ｍ以上のところに逃げたらいいのかってそれを町民に知らせんといかん

わけですよ。それですから今の３.１ｍ、結局満潮時に押し上げてくるその力とか波が

どれだけ上がって、どのくらいの高さまで以上に逃げてくださいっていうのをやはり知

らせとかんといかんわけでしょ。その答えは全然なっとらんです。 
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○議長（倉田 明君） わかりますか。資料を今、担当の方が取りに行かれましたので、

暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前９時４９分 

再開 午前９時５３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） それでは再開いたします。 

○総務課長（岡田晴喜君） 一応、昨年、災害時の苓北町の避難場所という形で皆様方

にもお配りしてあるとおりで、そのときと一次避難場所に避難する場合は１２ｍ以上と

いうことで変わっておりません。 

○議長（倉田 明君） いいですか。 

○１１番（神﨑公顕君） はい。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 他に質疑ありませんので、これで質疑を終わります。これで報

告第４３号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 報告第４４号 平成２５年度苓北町繰越明許費繰越計算書（苓北町下水道

特別会計）の報告について 

○議長（倉田 明君） 日程第４、報告第４４号、平成２５年度苓北町繰越明許費繰越

計算書（苓北町下水道特別会計）の報告についてを議題とします。 

説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 報告第４４号、平成２５年度苓北町繰越明許費繰越計

算書（苓北町下水道特別会計）について報告いたします。 

平成２５年度苓北町繰越明許費繰越計算書（苓北町下水道特別会計）を別紙のとおり

調製したので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、これを議会に報告す

る。平成２６年６月１０日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、地方自

治法施行令第１４６条第２項の規定により、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調

製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならないためでございます。 

次のページをお願いいたします。下水道特別会計におきましては、款１の公共下水道

事業費、事業名につきましてはマンホール防護事業につきまして１,７００万円を繰り

越しております。財源としましては、国庫支出金が６５０万円、地方債が１,０００万

円、一般財源が５０万円でございます。 
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以上で報告を終わります。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。これで報告第４４号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 承認第３９号 専決処分の承認について 

            専決第１号 苓北町税条例等の一部を改正する条例 

○議長（倉田 明君） 日程第５、承認第３９号、専決処分の承認について。専決第１

号、苓北町税条例等の一部を改正する条例を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 承認第３９号、専決処分の承認について。苓北町税条例等の一

部を改正する条例についてをご説明をいたします。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、苓北町税条例の一部を改正する条例を専

決処分いたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認をお願いするも

のでございます。 

本件につきましては、地方税法の一部を改正する法律、平成２６年法律第４号、地方

税法施行令等の一部を改正する政令、平成２６年政令第１３２号、地方税法施行規則の

一部を改正する省令、平成２６年総務省令第３４号が平成２６年３月３１日付で交付さ

れたことにより、苓北町税条例等の一部を改正し、平成２６年４月１日から施行する必

要が生じましたが、議会を招集する暇がないと認め、専決処分をいたしたものでござい

ます。 

なお、改正の内容につきましては、税務住民課長からご説明をいたさせますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（倉田 明君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（荒木広之君） 承認第３９号、苓北町税条例等の一部を改正する条例

の内容について説明いたします。次の次のページをお願いいたします。 

平成２６年苓北町条例第３８号。苓北町税条例等の一部を改正する条例（苓北町税条

例の一部改正）。 

第１条、苓北町税条例（昭和４０年苓北町条例第３３号）の一部を次のように改正す

る。 

恐れ入りますが、４ページをお願いします。中ほどの（苓北町税条例の一部を改正す

る条例の一部改正）第２条、苓北町税条例の一部を改正する条例（平成２５年苓北町条

例第２７号）の一部を次のように改正する、ということで２つの条例の一部を改正する

ものでございます。 
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改正内容につきまして、新旧対照表にて説明いたしますので、新旧対照表の１ページ

をお開きください。対照表の右の欄が改正前、左の欄が改正後で、下線の部分が今回改

正されたものでございます。今回の主な改正事項は、地方税法の改正に伴いまして法人

町民税の税率の変更、軽自動車税の見直し、町民税と固定資産税の特例措置の期間の延

長でございます。 

今回の改正での条文の整備、条項等の変更につきましては説明を省略させていただき

まして、主な改正事項について説明をさせていただきます。 

１ページの第２３条は、法人税法において外国法人の恒久的施設が定義されたことに

伴い、規定が整備されたものでございます。第３３条は規定の整備。 

２ページ、３４条の４は法人税割の標準税率が改正されまして、１００分の１２.３

から１００分の９.７とするものでございます。これは町の法人町民税の率でございま

すが、率が下がった部分につきましては国税化されまして、地方交付税特別会計に繰り

入れられまして、地方交付税として配分されることになります。第４８条は外国法人に

係る外国税額控除制度の新設でございます。第５２条は外国法人に係る申告納付制度の

規定の整備です。 

３ページの５７条、５９条は法改正に合わせた改正、第８２条は軽自動車税の税率の

引き上げです。３０年ぶりに軽自動車税の改定が行われまして、原付二輪の軽自動車、

小型自動車の標準税率が１.５倍、最低２,０００円に引き上げられました。（１）原動

機付自転車、アは原付の５０cc以下で、次のページになりますけれども、現行の１,０

００円が２,０００円に、イの９０cc以下１２００円が２,０００円になります。今回の

最低額が２,０００円とされましたので、９０cc以下は２,０００円ということになりま

す。ウのそれ以上のものが１,６００円が２,４００円になり、エ三輪以上のものは２,

５００円が３,７００円になります。（２）軽自動車及び小型特殊自動車のア軽自動車二

輪のもの２,４００円は３,６００円になります。ここまでの二輪のものが平成２７年度

から適用になります。 

その下、三輪のもの３１００円が３９００円、四輪以上のもので乗用のもの、営業用

が５,５００円から６,９００円に、自家用のもの７,２００円が１万８００円に、貨物

用のもので営業用が３,０００円が３,８００円に、自家用のもの４,０００円が５,００

０円にそれぞれ改正されます。ここの三輪以上のものから貨物用の自家用車の部分につ

いては、平成２７年４月１日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用され、

平成２８年度からの適用となります。 

この部分はちょっと飛びますけども、２１ページの新旧対照表をお願いします。ここ

の附則の第６条で、ちょっと要点だけ飛ばして読ませていただきますけれども、平成２

７年３月３１日以前に初めて車両番号の指定を受けたものについては、下の表の右側の
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税額、改定前の税額ですけどもこれを適用するということがうたわれております。 

恐れ入ります、４ページに戻っていただいてよろしいでしょうか。イ小型特殊自動車、

次のページの農耕作業用のもの１,６００円が２,４００円、その他のもの４,７００円

が５,９００円。（３）二輪の小型自動車４,０００円が６,０００円となりまして、二輪

の小型車、自家用の乗用車、農耕作業用のものは約１.５倍、その他のものは約１.２５

倍の引き上げとなっております。農耕作業用のものも１.５倍の引き上げではございま

すが、これは原付９０ccと同額でございまして、今回の最低引き上げ額８００円の増と

なっております。 

次に行きます。第８７条は字句の整理です。 

６ページ、附則４条の２は法改正による改正。右側改正前の附則第６条から１０ペー

ジ、６条の３までは規定の削除でございます。 

１０ページ、第７条の４は規定の整理、１１ページ附則８条は肉用牛の売却による所

得に係る住民税の特例が３年間延長されるものです。附則１０条の２は法改正による改

正。附則１０条の３は耐震改修が行われた一定の既存建築物に対する減額措置が創設さ

れたものでございます。 

１２ページ、附則第１６条ですが、ここもちょっと飛ばして要約して読ませてもらい

ますと、１行目の終わりの方から、当該軽自動車が初めて道路運送車両法の規定による

車両番号の指定を受けた月から起算して、１４年を経過した月の属する年度以後の年度

分の軽自動車税については、下の表の右側の金額とするものでございます。整理します

と、最初の登録から１３年を経過した三輪以上の軽自動車は、次の年度から税が約１.

５倍になるということでございます。この規定は２８年度から提要されます。 

ちなみに、農耕用のものなど小型特殊自動車は対象外でございます。補足しますと、

今、普通自動車も１３年を超えたものには税金が高くなりますけども、その制度が軽自

動車にも適用されるということでございます。 

１３ページ、附則第１７条の２は優良住宅造成等のため、土地を譲渡した場合の譲渡

所得の特例を３年間延長するものです。次の附則第１９条から１５ページ、附則２１条

の２までは規定の整理です。 

１６ページ、改正前の附則第２２条から１９ページ、附則第２３条までを削除しまし

て、２４条、２５条を繰り上げ、それぞれ２２条、２３条とするものでございます。 

２２ページの次に、第２条の改正に係る新旧対照表を載せておりますが、法改正に係

る改正でございますので説明は省略させていただきます。 

恐れ入りますが、条例本文の４ページをお願いいたします。下の方の附則、第１条で

それぞれの規定の施行期日を定めております。 

次のページ、２ページの第２条で町民税に関する経過措置を、次の３ページの３条で
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固定資産税に関する経過措置、第４条から第６条まで軽自動車税に係る経過措置を規定

したものでございます。 

以上が、苓北町税条例等の一部を改正する条例の内容でございます。よろしくご審議

のほどお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） １０番錦戸です。これは条例の内容ではありませんけども、

この条例の体系についてひとつ、お尋ねします。私もようわかりませんけども、今説明

がありました６ページの６条から１０ページの６条の３までは削除というふうな説明で

ございました。これが削除をされますと、今度は改正後の条例は第４条の２まであって、

次は第７条の４から始まるというふうな解釈でいいんですかね。 

○議長（倉田 明君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（荒木広之君） はい、そういうことです。 

○議長（倉田 明君） 錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） これは条例の条文が空白になるから、これはもうこういった

ことでいいんですかね。条例は通し番号にせんでもいいわけですか。 

○議長（倉田 明君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（荒木広之君） この部分は削除ということで載ってくると思います。

削除した部分なんですけども、新たに整備した法律とか最後の方に阪神大震災関係の特

例がございますけども、これはもう要らないというような、新条例で整理できる部分を

削除して条文全体を整備したということでございます。 

○１０番（錦戸久幸君） それで空白部分は空白でよかですか。 

○税務住民課長（荒木広之君） 条例の中に削除っていうところで、例えば第６条のと

ころは削除という形で載っています。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） それで、そういったことであればですよ、せっかくこうして

新旧の説明文を付けてありますのでね、この削除された分はやっぱり条例の号数を書い

て、そして削除と入れてあれば今のような質問もしなくていいと思うんですよ。そうい

ったことは今後検討されたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（倉田 明君） いいですか。税務住民課長。 

○税務住民課長（荒木広之君） わかりました。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。ありませんか。ありますか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 他に質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。承認第３９号を採決します。 

本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって承認第３９号、専決処分の承

認については、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 承認第４０号 専決処分の承認について 

専決第２号 苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例 

○議長（倉田 明君） 日程第６、承認第４０号、専決処分の承認について。専決第２

号、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 承認第４０号、専決処分の承認について。苓北町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例についてをご説明いたします。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例を専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を

お願いするものでございます。 

本件につきましては、国民健康保険法施行令、平成２６年政令第４０号が平成２６年

２月１９日付で公布され、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正し、平成２６年４月

１日から施行する必要が生じましたが、３月３日に熊本県からの正式通知を受けたこと

により、議会を招集する暇がないと認め、専決処分をいたしたものでございます。 

なお、改正の内容につきましては、税務住民課長からご説明いたさせますので、よろ

しくご承認のほどをお願い申し上げます。 

○議長（倉田 明君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（荒木広之君） 承認第４０号、苓北町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の内容について説明いたします。次の次のページをお願いいたします。 

平成２６年苓北町条例第３９号、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

苓北町国民健康保険税条例（昭和４０年苓北町条例第３５号）の一部を次のように改

正する。 

改正内容につきましては、新旧対照表に説明いたしますので、新旧対照表の１ページ

をお願いします。対照表の右の欄が改正前、左の欄が改正後で下線の部分が今回改正さ

れたものでございます。今回の主な改正事項は、国民健康保険法施行令の一部を改正す

る政令の公布に伴い、１つには課税限度額の引き上げ、もう１点は５割軽減、２割軽減
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額の算定基準を見直し、軽減の対象者を拡大するものでございます。 

第２条並びに第１５条中、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を現行１４万

円を１６万円に、介護納付金税額に係る課税限度額、現行１２万円を１４万円に改め、

第１５条、２ページになりますけれども、税の減額の基準について、５割軽減の対象と

なる所得の算定における被保険者数の数に納税義務者となっておりますが、世帯主を含

めまして２割軽減の対象となる所得の算定において被保険者に乗ずる金額、現行３５万

を４５万円に改めるものでございます。 

補足説明をいたします。１点目の課税限度額の引き上げにつきましては、高齢化の進

展などにより医療給付費などが増加する一方で、所得が伸びない状況にありまして、保

険料を引き上げますと、中間所得層の負担が重くなるということに配慮されたものでご

ざいます。 

２点目の限度額の引き上げは、国の社会保障制度改革国民会議による報告書において、

低所得者に対する保険料軽減措置の拡充を図るべきであるとされたことから、今回の拡

充となったものでございます。 

以上が、苓北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の内容でございます。よろ

しくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。承認第４０号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって承認第４０号、専決処分の承

認については、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 承認第４１号 専決処分の承認について 

専決第３号 平成２５年度苓北町一般会計補正予算（第９

号） 

○議長（倉田 明君） 日程第７、承認第４１号、専決処分の承認について。専決第３

号、平成２５年度苓北町一般会計補正予算（第９号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 承認第４１号、平成２５年度苓北町一般会計補正予算（第９
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号）の専決処分の承認についてをご説明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２５年度苓北町一般会計補正予算を

専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認をお願いする

ものでございます。 

なお、承認第４２号以下、承認第４８号まで同様の提案をしております。これは３月

３１日までに確定いたしました町税、地方譲与税、交付金、交付税、国庫支出金、町債

等の最終確定が終わって、調整の必要があったもの及び事業確定による補正でございま

す。又、特別会計では事業費の確定及びそれに伴う会計間の繰り入れ、繰り出し等もご

ざいましたので、各特別会計につきましても補正予算の専決処分をいたしております。 

なお、内容につきましては、企画政策課長及び担当課長からご説明をいたさせますの

で、よろしくご承認のほどをお願いを申し上げます。 

○議長（倉田 明君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（福田忠輝君） それでは平成２５年度苓北町一般会計補正予算（第９

号）の内容についてご説明をいたします。 

歳入歳出それぞれ３,８３６万９,０００円を減額しまして、総額を６０億８,５９０

万９,０００円とするものでございます。今回の補正は、平成２５年度における町税や

交付税、補助金等収入の確定及び各事業の精算が主なものでございます。主な点につき

まして説明をいたします。 

６ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費の補正で、変更ですが、緊急経済

対策で行うアダム荒川記念広場整備事業の繰越分を１２０万円増額して４,１２０万円

に、歴史町づくり事業の繰越分を３,１８４万６,０００円増額して６億１,４４３万１,

０００円に、苓北町体育センター耐震化事業、括弧の部分の社会資本整備総合交付金を

学校施設環境改善交付金に変更するものです。 

７ページをお願いいたします。第３表、地方債補正、変更ですが、各事業費の確定及

びがんばる地域交付金、地域活性化・効果実感臨時交付金の一部充当による起債限度額

の変更です。 

１０ページをお願いいたします。歳入です。款１、町税から２１ページ、款１０の交

通安全対策特別交付金までは、税、交付金、交付税等の確定によるものでございます。 

２２ページをお願いいたします。款１１、分担金及び負担金、項１、負担金、目１、

民生費負担金から目３、衛生費負担金まで、利用実績に伴い３万１,０００円の増額で

す。 

２３ページをお願いいたします。２３ページから２４ページの使用料及び手数料です

けども、それぞれ確定による補正で、使用料が５１万５,０００円の減額、次のページ

の手数料が２８万３,０００円の減額です。 
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２５ページをお願いしたします。款１３、国庫支出金、目１、民生費国庫負担金、目

３、衛生費国庫負担金はそれぞれ精算に伴い、国の負担する割合分を計上しています。

合計で７１１万７,０００円の減額です。 

２６ページをお願いいたします。項２の国庫補助金ですけども、目１、民生費国庫補

助金から目４、教育費国庫補助金は事業費の確定、目５、総務費国庫補助金、節１４、

地域活性化・効果実感臨時交付金は、緊急経済対策で市町村が行う地域活性化に伴う事

業に対しまして、２５年度補正予算においてがんばる地域交付金、地域活性化・効果実

感臨時交付金が創設され、今回１次分の交付通知がありましたので４,０００万円を計

上したものでございます。 

２７ページをお願いいたします。項３、委託金は精算によるものです。 

２８ページをお願いいたします。款１４、県支出金、項１、県負担金は国の負担金同

様、県の負担割合を計上し、県負担金合計で４９４万９,０００円の減額です。 

２９ページをお願いいたします。項２、県補助金ですが、目１の総務費県補助金から

次のページの目４の衛生費県補助金までは、それぞれ事業費の確定、精算によるもので、

県補助金合計で９４５万円の減額です。 

３１ページをお願いいたします。項３、県委託金につきましても精算によるもので３,

０００円の減額です。 

３２ページをお願いいたします。款１５、財産収入、項１、財産運用収入は実績によ

り４１万４,０００円の減額です。 

３３ページをお願いいたします。項２、財産売払収入も実績によるもので、合計で１

８５万４,０００円の増額です。 

３４ページをお願いいたします。款１６、寄附金ですが、目１、総務費寄附金はふる

さとづくり寄附金の実績で２２万円の減額です。 

３５ページをお願いいたします。款１７、繰入金ですけども、目１、家畜導入事業基

金、財政調整基金は事業費の実績に伴い減額、目５、学校校舎改築基金は、中学校の統

合により、将来、現在の苓北中学校の校舎改修が必要となったときのために、基金を積

み立てていく必要がありますので、今回１,０００万円の基金取り崩しを取りやめたも

のでございます。 

次に、３６ページをお願いいたします。款１９、諸収入、項４、受託事業収入も実績

により１万４,０００円の増額です。 

３７ページをお願いいたします。項５、雑入もそれぞれ実績に伴い、全体で３万３,

０００円の減額です。 

３８ページをお願いいたします。款２０、町債は、それぞれ事業費の確定によるもの

と、補正予算債のうち地方交付税措置が少ない事業につきまして、がんばる地域交付金、
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地域活性化・効果実感臨時交付金を充当したもので５,９１０万円の減額です。 

３９ページをお願いいたします。歳出です。款２、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費、節２５の積立金は、実績に伴い、苓北ふるさとづくり応援基金１７万円の

減額。苓北町地域の元気基金に４６万１,０００円増額して積み立てるものです。目５、

財産管理費はそれぞれ実績に伴い、１５１万１,０００円の減額、目６、企画費は財源

区分の変更、目８、諸費は実績に伴い４０万円の減額、目１０、交通安全対策費は財源

区分の変更、目１２、庁舎管理費は光熱水費の実績により１２５万５,０００円の減額、

目１４、情報化推進費は財源区分の変更です。 

４０ページと４１ページはそれぞれ財源区分の変更です。 

４２ページをお願いいたします。４２ページから４３ページは款３、民生費は精算に

よる減額補正で、目１の社会福祉総務費は、国保特別会計繰出金で２７７万円の減額、

目４、介護保険事業費は介護保険の精算に伴い、介護保険特別会計への繰出金１７４万

４,０００円の減額、目６、障害福祉費は節２０、扶助費がそれぞれ３月までの精算で

６０５万３,０００円の減額です。 

４４ページをお願いいたします。項２、児童福祉費、目１、児童福祉総務費、節１３、

委託料は、放課後児童対策事業委託金の精算により１００万円減額、節１９、負担金補

助及び交付金は、保育所運営費補助金、特別保育事業補助金等の精算で１,３８４万２,

０００円の減額、節２０、扶助費につきましても、児童手当、子育て支援医療費助成の

精算で８００万円の減額です。 

４５ページをお願いいたします。款４、衛生費、項１、保健衛生費、目１、保健衛生

総務費１５２万７,０００円の減額、目２、予防費の１３５万円の減額は、それぞれ健

診並びに予防接種関係の実績に伴う減額、目３、環境衛生費は特別会計の精算に伴い繰

出金５０９万４,０００円の減額、目５、健康増進事業費も実績に伴い健診委託料３６

万円の減額です。 

４６ページをお願いいたします。項２、清掃費の２４６万３,０００円の減額は、天

草広域連合負担金の清掃費の減額です。 

４７ページをお願いいたします。款５、農林水産業費、目１、農業委員会費は、財源

区分の変更、目３、農業振興費から目７、堆肥センター管理費までそれぞれ実績により

合計で７５９万５,０００円の減額です。 

４８ページをお願いいたします。項２、林業費もそれぞれ事業の精算実績により、目

１、林業振興費１４８万５,０００円の減額、目２、林道費は財源区分の変更、目３、

治山事業費で４０万円の減額です。 

４９ページをお願いいたします。項３、水産業費、目１、水産業振興費も実績により

３５万円の減額、目２、漁港管理費、目３、漁港建設費は財源区分の変更です。 
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５０ページをお願いいたします。款６、商工費、目３、観光費、節７、賃金６９万２,

０００円の減額は、観光施設清掃等賃金の減額、委託料５０万円の減額、工事請負費４

５０万円の増額、公有財産購入費２００万円の減額、補償補填及び賠償金８０万円の減

額は、それぞれアダム荒川記念広場事業に伴うものでございます。目４、温泉センター

管理費は、財源区分の変更です。 

５１ページをお願いいたします。款７、土木費、目１、土木総務費は、財源区分の変

更です。目２、やまびこ活動費は実績により３５万円の減額です。 

５２ページをお願いいたします。項２、道路橋梁費は、それぞれ事業の実績に伴い、

合計で７４９万９,０００円の減額です。 

５３ページをお願いいたします。項３、河川費は、実績により３５万円の減額です。 

５４ページをお願いいたします。項５、住宅費は財源区分の変更です。 

５５ページをお願いいたします。款８、消防費、目１、常備消防費、目２、非常備消

防費は、それぞれ財源区分の変更です。 

５６ページをお願いいたします。款９、教育費ですけども、項１、教育総務費、目２、

事務局費、目３、住宅施設費は実績により合計で１０５万円の減額です。目４、語学指

導費は財源区分の変更です。 

５７ページをお願いいたします。項２、小学校費、目１、学校管理費は財源区分の変

更、目２、教育振興費は実績で８０万円の減額です。 

５８ページをお願いいたします。項３、中学校費、目１、学校管理費は財源区分の変

更、目２、教育振興費は実績により１１０万円の減額です。 

５９ページをお願いいたします。項４、社会教育費、目１、社会教育総務費は財源区

分の変更、目２、公民館費は耐震診断委託料の２万６,０００円の増額、目３、社会教

育施設費は実績により５０万円の減額、目４、文化財保護費は歴史町づくり事業関係で

３,１８４万６,０００円の増額です。 

６０ページをお願いいたします。項５、保健体育費、目１、保健体育総務費は実績に

より１０７万３,０００円の減額です。 

６１ページをお願いいたします。款１１、公債費、目２、利子は実績により１２０万

円の減額です。 

以上が、苓北町一般会計補正予算（第９号）の内容でございます。よろしくご承認の

ほどお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。承認第４１号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって承認第４１号、専決処分の承

認については承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 承認第４２号 専決処分の承認について 

専決第４号 平成２５年度苓北町国民健康保険特別会計補

正予算（第４号） 

○議長（倉田 明君） 日程第８、承認第４２号、専決処分の承認について。専決第４

号、平成２５年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（山﨑敬一君） 専決第４号、平成２５年度苓北町国民健康保険特別会

計補正（第４号）についてご説明をいたしますので、１ページをお開きください。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９４７万円を減額し、歳入

歳出それぞれ１１億９,６４８万３,０００円とするものでございます。まず、歳入補正

予算の中身についてご説明をいたしますので、６ページをお開きください。 

款１、国民健康保険税、項１、国民健康保険税につきましては、調定見込額による増

額及び減額でございます。目１、一般被保険者国民健康保険税は１１０万円の増額、目

２、退職被保険者等国民健康保険税は４３０万円の減額、合計で３２０万円の減額でご

ざいます。 

７ページをお願いいたします。款４、国庫支出金、項１、国庫負担金につきましては、

療養給付費等負担金の額の決定によりまして、合計で１,８２３万３,０００円の増額で

ございます。 

次に８ページをお願いいたします。款４、国庫支出金、項２、国庫補助金、目１、財

政調整交付金につきましては、補助金交付決定によりまして４５０万７,０００円の増

額でございます。 

９ページをお願いします。款５、療養給付費交付金につきましては、社会保険診療報

酬支払基金からの交付決定通知によりまして、５１万５,０００円の減額でございます。 

１０ページをお願いします。款７、県支出金、項２、県補助金につきましては、財政

調整交付金の交付額決定によりまして４９５万３,０００円の減額でございます。 

１１ページをお願いします。款１１、繰入金、項１、一般会計繰入金につきましては、

事業確定に伴いまして合計で２７７万円の減額でございます。 
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１２ページをお願いします。項２、基金繰入金につきましては、実績により財政調整

基金繰入金を１,９７７万２,０００円減額するものでございます。 

１３ページをお願いします。款１３、諸収入、項４、雑入、目１、一般被保険者第三

者納付金につきましては、事業確定に伴いまして１００万円の減額でございます。 

続きまして、歳出補正についてご説明いたしますので１４ページをお願いいたします。

款２、保険給付費、項１、療養諸費につきましては、いずれも実績見込みによりまして

合計で２０万円の減額でございます。 

１５ページをお願いします。項２、高額療養費につきましても同様で５００万円の減

額でございます。 

１６ページをお願いします。項４、出産育児諸費につきましても同様に４２万円の減

額でございます。 

１７ページをお願いします。款８、保健事業費、項１、特定健康診査等事業費につき

ましては、実績見込みによりまして合計で３８５万円の減額でございます。 

以上が、平成２５年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の中身でござ

います。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。承認第４２号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって承認第４２号、専決処分の承

認については承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 承認第４３号 専決処分の承認について 

専決第５号 平成２５年度苓北町介護保険特別会計補正予

算（第４号） 

○議長（倉田 明君） 日程第９、承認第４３号、専決処分の承認について。専決第５

号、平成２５年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第４号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） 専決第５号、平成２５年度苓北町介護保険特別会計補

正予算（第４号）についてご説明いたします。 
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今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２,１９６万１,０００円を

減額し、８億５,５５８万３,０００円とするものでございます。補正予算の歳入につい

てご説明いたしますので、６ページをお開きください。 

款１、保険料でございますが、節１、現年度分特別徴収保険料３２万円の増額、節２、

普通徴収保険料１６８万円の増額、節３、滞納繰越分普通徴収保険料１９万９,０００

円の増額は、確定により補正を行うものです。 

７ページをお願いいたします。款３、国庫支出金、項１、国庫負担金は交付額確定に

より２３１万５,０００円の減額でございます。 

８ページをお願いします。項２、国庫補助金、目１、調整交付金８３万７,０００円

の減額及び目２、地域支援事業交付金については介護予防事業交付金と包括的支援事

業・任意事業交付金合わせて２３万３,０００円の増額となりますが、いずれも交付額

確定によるものでございます。 

９ページをお願いします。款４、支払基金交付金、目１、介護給付費交付金１,１３

４万３,０００円並びに目２、地域支援事業交付金７６万５,０００円の減額は、これも

いずれも交付額確定によるものです。 

１０ページをお願いいたします。款５、県支出金、項１、県負担金、目１、介護給付

費負担金は交付額確定により６９５万８,０００円の減額でございます。 

１１ページをお願いいたします。項２、県補助金、目１、地域支援事業交付金につき

ましては、これも交付額確定によりまして合計で１１万７,０００円の増額でございま

す。 

１２ページをお願いいたします。款７、繰入金、項１、一般会計繰入金、目１、介護

給付費繰入金１２４万２,０００円、目２、地域支援事業繰入金２２万７,０００円、目

３、事務費繰入金２７万５,０００円でございますけれども、事業確定によりいずれも

減額補正でございます。 

１３ページをお願いいたします。款９、諸収入、項３、雑入、目３、雑入でございま

すが、実績により予防給付計画作成手数料として５４万８,０００円の減額でございま

す。 

１４ページをお願いします。歳出です。款１、総務費、項３、介護認定審査会費、目

２、認定調査等費、節１２、役務費は実績により主治医意見書作成手数料として２７万

５,０００円の減額でございます。 

１５ページをお願いいたします。款１、総務費、項４、地域包括支援センター運営事

業費５５万円の減額補正はいずれも事業の確定によるものでございます。 

１６ページをお願いいたします。款２、保険給付費、項１、介護サービス等給付費は

実績により居宅介護サービス給付費が５００万円の増額、施設介護サービス給付費が２,
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２６６万１,０００円の減額、合わせて１,７６６万１,０００円の減額で、これは実績

によるものでございます。 

１７ページをお願いいたします。項２、介護予防サービス等諸費、目１、介護予防サ

ービス等給付費でございますが、実績により２００万円の減額でございます。 

１８ページをお願いいたします。款３、地域支援事業費、項１、介護予防事業費、目

１につきましては財源区分の変更によるものです。目２、介護予防一般高齢者施策事業

費につきましては、実績により１４７万５,０００円の減額でございます。 

最後に１９ページでございます。目２、包括的支援事業・任意事業費につきましては、

財源区分の変更によるものでございます。 

以上が、平成２５年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第４号）の内容でございま

す。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。承認第４３号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって承認第４３号、専決処分の承

認については承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 承認第４４号 専決処分の承認について 

専決第６号 平成２５年度苓北町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号） 

○議長（倉田 明君） 日程第１０、承認第４４号、専決処分の承認について。専決第

６号、平成２５年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（山﨑敬一君） 専決第６号、平成２５年度苓北町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第３号）についてご説明をいたしますので、１ページをお願いいたしま

す。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６４万７,０００万円を減

額し、歳入歳出それぞれ１億８８４万８,０００円とするものでございます。まず、歳

入補正予算の中身についてご説明をいたしますので、６ページをお開きください。 
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款１、後期高齢者医療保険料につきましては、調定見込額における増額及び減額で、

差引合計２７万３,０００円の増額でございます。 

７ページをお願いします。款５、諸収入、項４、受託事業収入につきましては、実績

により後期高齢者医療広域連合受託事業収入を９４万５,０００円減額するものでござ

います。 

８ページをお願いします。項５、雑入につきましては、実績により合計２万５,００

０円増額するものでございます。 

続きまして、歳出補正予算についてご説明をいたします。９ページをお願いします。

款１、総務費、項１、総務管理費につきましては、実績により合計で９２万円の減額で

ございます。 

１０ページをお願いします。款２、後期高齢者医療広域連合納付金、項１、後期高齢

者医療広域連合納付金につきましては、実績により２７万３,０００円の増額でござい

ます。 

以上が、平成２５年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の中身でご

ざいます。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。承認第４４号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって承認第４４号、専決処分の承

認については承認することに決定しました。 

ここで１１時まで休憩いたします。いいですかね、１１時までで。１１時５分、はい、

１１時５分まで休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 承認第４５号 専決処分の承認について 
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専決第７号 平成２５年度苓北町下水道特別会計補正予

算（第６号） 

○議長（倉田 明君） 日程第１１、承認第４５号、専決処分の承認について、専決第

７号、平成２５年度苓北町下水道特別会計補正予算（第６号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 専決第７号、平成２５年度苓北町下水道特別会計補正

予算（第６号）についてご説明いたします。 

今回の補正は、平成２５年度下水道事業費の確定によるもので、歳入歳出それぞれ６

８０万円を減額し、歳入歳出をそれぞれ３億３,３４１万５,０００円とするものでござ

います。 

４ページをお願いいたします。地方債の補正でございます。これは繰り越しの工事費

に係る充当財源ですけども、歳出見込みにより５０万円を減額変更するものです。 

７ページをお願いいたします。歳入でございますけども、款１、分担金及び負担金、

目１、分担金、下水道事業受益者分担金ですが、実績により１７万４,０００円の減額

でございます。 

８ページをお願いいたします。款２、使用料及び手数料、目１、下水道使用料ですが、

実績により３８２万２,０００円の減額です。 

９ページをお願いいたします。款３、繰入金、目１、一般会計繰入金は実績により２

３０万４,０００円の減額です。 

１０ページをお願いいたします。款７、町債、目１、下水道事業債ですが、５０万円

の減額でございます。 

次に、歳出についてご説明をいたします。１１ページをお願いいたします。款１、公

共下水道事業費、項１、下水道管理費、目１、一般管理費でございますけども、総額で

６８０万円の減額です。まず、節１１、需用費につきましては、薬品代、それから電気

代等の減により２７０万円の減でございます。節１３、委託料につきましては、処理場

等維持管理業務委託料、計装機器保守点検委託料、汚泥運搬処分委託料等で合わせて３

００万円の減額でございます。節１４、使用料及び賃借料につきましては、発電機等借

上の減額により３０万円の減でございます。節２７、公課費は消費税の確定により８０

万円の減額でございます。 

以上で、平成２５年度苓北町下水道特別会計補正予算（第６号）の説明を終わります。

ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。承認第４５号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって承認第４５号、専決処分の承

認については承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 承認第４６号 専決処分の承認について 

専決第８号 平成２５年度苓北町農業集落排水特別会計

補正予算（第２号） 

○議長（倉田 明君） 日程第１２、承認第４６号、専決処分の承認について。専決第

８号、平成２５年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 専決第８号、平成２５年度苓北町農業集落排水特別会

計補正予算（第２号）についてご説明いたします。 

今回の補正は、平成２５年度農業集落排水事業費の確定によるもので、歳入歳出それ

ぞれ２４０万円を減額し、総額をそれぞれ２,０８６万４,０００円とするものでござい

ます。 

６ページをお願いいたします。歳入でございますけども、款４、繰入金、目１、一般

会計繰入金、実績により２４０万円減額するものでございます。 

７ページをお願いいたします。歳出でございますけども、款１、農業集落排水事業費、

目１、一般管理費で実績により２４０万円の減額でございます。節１１、需用費につき

ましては、光熱水費、修繕料等の減で２１０万円の減でございます。節１３、委託料に

つきましては、機能診断調査委託料の実績により３０万円の減額でございます。 

以上で、平成２５年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）の説明を終わ

ります。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。承認第４６号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって承認第４６号、専決処分の承

認については承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 承認第４７号 専決処分の承認について 

専決第９号 平成２５年度苓北町特定地域生活排水処理

事業特別会計補正予算（第５号） 

○議長（倉田 明君） 日程第１３、承認第４７号、専決処分の承認について。専決第

９号、平成２５年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第５号）を議

題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 専決第９号、平成２５年度苓北町特定地域生活排水処

理事業特別会計補正予算（第５号）についてご説明いたします。 

今回の補正は、平成２５年度特定地域生活排水処理事業の確定によるもので、歳入歳

出それぞれ４５０万円を減額し、総額をそれぞれ４,１２１万７,０００円とするもので

ございます。 

４ページをお願いいたします。第２表、地方債の変更でございます。これは、工事請

負費の減額に伴い、１６０万円を減額変更するものです。 

７ページをお願いいたします。歳入でございますけども、款１、分担金及び負担金、

目１、分担金、受益者分担金でございますけども、実績によりまして１４万１,０００

円の増額でございます。 

８ページをお願いいたします。款２、使用料及び手数料、目１、戸別合併処理浄化槽

使用料でございますけども、実績により６万８,０００円の減額です。 

９ページをお願いいたします。款３、県支出金、目１、特定地域生活排水処理事業補

助金でございますけども、これは当初５基分の予算を計上しておりましたけども、実績

は４基でございましたので、その実績によりまして１８万３,０００円の減額でござい

ます。 

１０ページをお願いいたします。款４、繰入金、目１、一般会計繰入金ですけども、

事業費及び管理費の確定によりまして、繰入金を２７９万円減額するものでございます。 

１１ページをお願いいたします。款７、町債、目１、下水道事業債ですが、事業費の

確定により１６０万円の減額でございます。 

次に、歳出についてご説明いたします。１２ページをお願いいたします。款１、特定

地域生活排水処理事業費、目１、一般管理費のうち節１１、需用費につきましては修繕

料を４５万円、節１３、委託料につきましては浄化槽維持管理委託料を２２６万円減額
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いたしまして、合わせて２７１万円の減額でございます。 

１３ページをお願いいたします。款１、特定地域生活排水処理事業費、目１、生活排

水処理事業費でございますけども、工事請負費の１６４万円の減額でございます。これ

は先程言いましたとおり、５基の予定が４基の実績ということで１６４万円減額してお

ります。 

１４ページをお願いいたします。款２、公債費、目２、利子でございますけども、実

績により１５万円の減額です。 

以上で、平成２５年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第５号）

の説明を終わります。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。承認第４７号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって承認第４７号、専決処分の承

認については承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 承認第４８号 専決処分の承認について 

専決第１０号 平成２５年度苓北町宅地造成事業特別会

計補正予算（第３号） 

○議長（倉田 明君） 日程第１４、承認第４８号、専決処分の承認について。専決第

１０号、平成２５年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算（第３号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） 専決第１０号、平成２５年度苓北町宅地造成事業特別

会計補正予算（第３号）につきましてご説明させていただきます。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ１６万５,０００円を減額し、歳入

歳出それぞれ４１１万４,０００円とするものでございます。 

それでは６ページをお願いいたします。歳入でございます。款２、項１、目１、一般

会計繰入金１６万５,０００円を減額いたします。これは実績によります減額でござい

ます。 

続きまして、７ページをお願いいたします。款１、項１、目１、分譲宅地造成事業費
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を１６万５,０００円減額するものです。これは、工事請負費を１６万５,０００円実績

により減額するものでございます。 

ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 新年度になってまだ２ヶ月ですかね、しか経っていませんけど

も、これまでの保有しておられる宅地の異動はなかったのか、状況を教えてください。 

○議長（倉田 明君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） 平成２５年度で財ノ尾１区画売却いたしまして、平成

２６年度に入りまして、まだ現在のところ、問い合わせは１件ございますが、まだ売却

の実績はございません。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑他になしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。承認第４８号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって承認第４８号、専決処分の承

認については承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第２９３号 苓北町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について 

○議長（倉田 明君） 日程第１５、議案第２９３号、苓北町報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（岡田晴喜君） 議案第２９３号、苓北町報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について。 

苓北町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を、別紙のとおり改正することとする。

平成２６年６月１０日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由でございますが、苓北町政治倫理条例の施行に伴い、政治倫理審査会委員の

報酬・費用弁償について条例で定める必要があるためでございます。 

次のページをお願いいたします。苓北町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正



 

－93－

する条例（案）。 

苓北町報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年苓北町条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

別表中「議会議員政治倫理調査委員」を「苓北町政治倫理審査会委員」に改める。 

附則、この条例は、公布の日から施行する。 

この改正につきましては、３月の定例議会で苓北町政治倫理条例を制定いただきまし

た。それに伴い、議会議員政治倫理条例は廃止したところです。それに伴い、今回、こ

の報酬及び費用弁償につきまして改正をお願いするものです。 

どうぞご審議お願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第２９３号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって議案第２９３号、苓北町報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第２９４号 苓北町監査委員条例の制定について 

○議長（倉田 明君） 日程第１６、議案第２９４号、苓北町監査委員条例の制定につ

いてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。監査事務局長。 

○監査事務局長（山口仁人君） 議案第２９４号、苓北町監査委員条例の制定について。 

苓北町監査委員条例を別紙のとおり制定することとする。平成２６年６月１０日提出、

苓北町長、田嶋章二。 

提案理由でございます。監査委員に関する条例について、地方自治法の規定にあわせ

た標記が必要であることや監査の実施時期等実態に即したものとするために条例の整備

が必要なためでございます。 

次ページをご覧ください。ここに新たに苓北町監査委員条例を制定することといたし

ております。監査委員に関する事項につきましては、地方自治法１９５条以下定めがご

ざいますけども、地方自治法第２０２条で条例への委任がなされております。 
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本町には、これまで監査委員に関する条例がございましたが、地方自治法第２０２条

の定めに基づいて条例を制定する旨の記載がございませんでしたので、今回、第１条に

趣旨として掲げることといたしました。 

第２条以下は繰り下がるものでございます。 

併せまして、第４条にあります言葉が、従来臨時監査という形で表記をされておりま

したが、これについては随時監査と改めることにいたしました。 

第６条では、苓北町以外の者という表記になっておりましたけども、これを財政援助

団体等に改めをいたしました。 

第７条では、出納検査という見出しでございましたけども、これを現金出納検査と改

めております。併せまして、この現金出納検査につきましては、毎月１５日から２０日

までの間に実施するというふうな定めになっておりましたけども、監査の実施時期に合

わせまして２５日までと改めることといたしました。 

附則で、従前の監査委員に関する条例を廃止することといたしております。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

浜口君。 

○２番（浜口雅英君） この第１条は今までなかったということで理解していいんです

かね。 

○議長（倉田 明君） 監査事務局長。 

○監査事務局長（山口仁人君） 今までは条例の中にはうたってございませんでした。

今回、趣旨という形で新たに設けたわけでございます。以上です。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 他に質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第２９４号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって議案第２９４号、苓北町監査

委員条例の制定については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議案第２９５号 平成２６年度苓北町一般会計補正予算（第１号） 

○議長（倉田 明君） 日程第１７、議案第２９５号、平成２６年度苓北町一般会計補
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正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 議案第２９５号、平成２６年度苓北町一般会計補正予算（第１

号）案についてご説明を申し上げます。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に２,５３２万９,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ５１億３,９３２万９,０００円とするものでございます。

今回の補正予算は、がんばる地域交付金の一次分の交付通知に基づくものとコミュニテ

ィ助成事業が採択されたものが主なものでございます。 

内容につきましては、企画政策課長からご説明をいたさせますので、よろしくご審議

のほどお願い申し上げます。 

○議長（倉田 明君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（福田忠輝君） それでは、議案第２９５号、平成２６年度苓北町一般

会計補正予算（第１号）案の内容についてご説明申し上げます。 

平成２６年度苓北町一般会計予算の歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ５１億

３,９３２万９,０００円とするものでございます。 

６ページをお願いいたします。歳入です。款１３、国庫支出金、項１、国庫負担金は

それぞれ負担金名の変更です。 

７ページをお願いいたします。項２、国庫補助金、目１、総務費国庫補助金は、がん

ばる地域交付金の１次分の交付通知がありましたので、地域活性化・効果実感臨時交付

金として３,５５０万円を計上しています。目２、民生費国庫補助金は国庫負担同様に

補助金名の変更です。 

８ページをお願いいたします。８ページも同様に負担金名の変更です。 

９ページをお願いいたします。目２、民生費県補助金の主なものは、地域介護・福祉

空間整備等施設整備補助金１００万円で、ショートステイ緊急整備事業補助金で介護施

設への補助金です。目３、農林水産業費県補助金、節１、農業委員会補助金は農地中間

管理機構集積支援事業補助金で４３万７,０００円の増額です。節２、農業費補助金は、

生産総合事業（強い農業づくり交付金）補助金でライスセンターへの補助が採択されな

かったため１,４９７万５,０００円の減額です。 

１０ページをお願いいたします。款１８、繰越金、目１、繰越金は平成２５年度から

の繰越金８０万円の増額です。 

１１ページをお願いいたします。款１９、諸収入、目１、雑入はコミュニティ助成事

業助成金でペーロン船２隻分の購入補助が採択されたため、２５０万円の増額で、合わ

せて２５０万４,０００円、社会保険料が４,０００円ありますので、２５０万４０,０

０円の増額です。 
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１２ページをお願いいたします。歳出です。款２、総務費、項１、一般管理費は財源

区分の変更です。 

１３ページをお願いいたします。項３、戸籍住民基本台帳費は、職員の出産・育児休

業に伴う嘱託職員の報酬、費用弁償で８１万８,０００円の増額です。 

１４ページをお願いいたします。款３、民生費、目１、社会福祉総務費は、節１１、

需用費と節１２、役務費の予算の組み替えです。目４、介護保険事業費は公的介護施設

等整備費補助金でショートステイ緊急整備事業補助金１００万円の増額です。目６、障

害福祉費は事業名の変更です。 

１５ページをお願いいたします。項２、児童福祉費、節１１、需用費と節１２、役務

費は予算の組み替えです。節１３、委託料は子ども子育て支援事業計画策定業務委託料

１１３万４,０００円の増額です。 

１６ページをお願いいたします。款４、衛生費、目３、環境衛生費は、４月の職員の

異動によりまして、特定地域生活排水処理事業特別会計の人件費が不足しますので、繰

出金３５２万円の増額です。 

１７ページをお願いいたします。項２、清掃費、目１、清掃総務費は４月の職員の人

事異動によりまして３５２万円の減額、目２、塵芥処理費は一般廃棄物収集対策事業補

助金３０万円の増額で３件分です。 

１８ページをお願いいたします。款５、農林水産業費、目１、農業委員会費、節７、

賃金から節１２、役務費は農地中間管理機構集積支援事業分で４７万円の増額です。目

３、農業振興費は、強い農業づくり交付金補助金で、ライスセンターへの補助が採択さ

れなかったため１,７９７万円の減額です。 

１９ページをお願いいたします。款６、商工費、目３、観光費は、コミュニティ助成

事業が採択されましたので、ペーロン船２隻分の補助２７７万７,０００円の増額です。

目５、富岡ビジターセンター管理費は、節９旅費と節１１需用費との予算の組み替えで

す。 

２０ページをお願いいたします。款７、土木費、目１、港湾管理費は、富岡港改修事

業県負担金で３,５５０万円の増額ですけども、この分につきましては、主なものは富

岡港の浮き桟橋の改修部分になりまして、がんばる地域交付金の地域活性化・効果実感

臨時交付金を当てることにしております。 

２１ページをお願いいたします。款８、消防費、目２、非常備消防費は、消防功労金

が不足しましたので１３０万円の増額です。 

以上が、平成２６年度苓北町一般会計補正予算（第１号）案の内容でございます。よ

ろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） １９ページのコミュニティ助成事業補助金で、今の説明ではペ

ーロン船２隻分を補助いただいたので造るということですけども、これは造り替えなの

でしょうか、それとも新船を２隻分増船される予定なんでしょうか。それと、それはプ

ラスティック船なのか木造船の方なのかお尋ねをいたします。 

それと次の２０ページ、富岡港の改修事業負担金のことですけども、浮き桟橋という

説明でしたけども、これは高速船の所のその浮き桟橋の改修なのか、その辺の内容をも

うちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（立山清剛君） コミュニティ助成事業でのペーロン船の建造につきま

しては、木造船を２艘新たに建造するということでございます。 

○議長（倉田 明君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） この負担金の３,５５０万円の内訳でございますが、

これは富岡港の現在、旅客船のタラップがありますけれども、これは非常に乗降に支障

がありますので、新たにバリアフリー化対応の浮き桟橋をですね、今の所とそれから防

波堤のあった所の真ん中あたりに計画をする予定でございます。今回、この内訳としま

してはですね、１億４,０００万の２０％、２,８００万円とそれからこれは統合補助と

しまして、現在フェリー発着所の防波堤の防蝕を現在しておりますが、その先の防蝕も

ですね、続けてこの補正によりまして、これは４,５００万円の６分の１の７５０万円

ということで合わせて３,５５０万円を計上させていただいております。以上です。 

○議長（倉田 明君） 野﨑君。 

○６番（野﨑幸洋君） 今の富岡港の件なんですけども、位置としたら今の乗船場所っ

ていうのはそのままの位置になってて、又別にバリアフリー化された乗船場を造るって

いうことですかね。 

○議長（倉田 明君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） これにつきましては、今の乗降の場所につきましては

今おっしゃったように今のある桟橋の横にですね、一応現在まだ検討中ということで、

ただ、今のフェリーの発着所がありますので、それも利用できるような将来はですね、

そういう形で位置を決定されるということで聞いております。 

それと今現在のポンツーンにつきましてはですね、老人ホームの前のですね、ペーロ

ンのときにあそこで浮き桟橋の非常に古いのがあるんですけども、それが老朽化してお

りまして、それを廃棄っていうことで、今あります分の浮き桟橋についてはそちらの方

に持っていくというようなことで利用されるっていうことで計画されております。 

○議長（倉田 明君） 野﨑君。 
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○６番（野﨑幸洋君） 以前のフェリーを、要するに車を乗せるための乗降するあれが

あったんですけど、あれはもうそのままずっと残していく予定なんですか、今のところ。 

○議長（倉田 明君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） 現在のところ、そのまま残していくっていうことで考

えております。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。浜口君。 

○２番（浜口雅英君） １８ページですが、１,７９７万円減額になっていると。これ

はライスセンターに係る分の補助金が付かなかったと説明を受けましたけども、ライス

センターは補助金が付かないから修繕なり新築なり、よく内容はわかりませんが、その

事業には着手しなくても米生産については何も支障はないのかどうか、そういうことが

１つです。 

それから今、２０ページですが、現在の高速船への乗り降りのポンツーンは老人ホー

ムの前に持っていくんだということですが、この施設は町じゃなくて県の所有だと思い

ますけども、老人ホームの前に公的な役割を果たすために移動するのか、それとも新た

な工事をするのでそれはもう処分するからそっちに移動するのか、そこら辺を教えてく

ださい。 

○議長（倉田 明君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 苓北町農協の現在のライスセンターの乾燥機の状況に

ついてですけども、火力乾燥機で８.０ｔの籾ですけども、これが５基あります。１基

だけ稼働が状況が悪い状況で、他に４基ございますので急々に業務に支障があるとは現

在のところ、緊急性は低いと思われます。しかしながら、平成７年から１８年経過して

おりまして、修理部品も製造も行われていないため、今後も農協と協議いたしまして事

業の採択の要望を行ってまいりたいと思います。以上でございます。 

○議長（倉田 明君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） 只今の今の移設っていうことで、場所につきましては

ご存知だと思いますが、今ペーロンの大会のときにこれは県の方で事業を行いますけど

も、この既存の施設で長寿命化を調査したところ非常に老朽であるということでその結

果、このフェリーの今利用されております方を移設をするということで県の方で考えて

おられます。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 先程の説明でもですね、そっちに移動するということは説明を

受けました、最初の説明でですね。私がお尋ねしたのは現在、公的な施設ですのでそれ

を公的な場所に使えるから持っていくということは理解できるんですが、どういう、多

分、民が使うということになると思います。公的な施設として移動するのか、それとも
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新たにバリアフリータイプのポンツーンを造るので、それは処分しなければならないと。

どっかに持っていって処分するよりも、いうならば払い下げですかね、あそこら辺の周

辺の利用される漁民の方へ払い下げするんだということなのかどうかということをお尋

ねしております。 

○議長（倉田 明君） 的を絞って答弁願います。土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） これはあくまでも公的な施設でございまして、移転し

た先につきましては、地元の漁民の方も利用されます。 

○議長（倉田 明君） あれは、私が言うのも何ですけども、老人ホームの前のポンツ

ーンは何年か前沈んだもんな、台風でな。その後どうなって改修はされましたが、その

ところをきちっともう１回説明して、はい浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 状況はわからんでもないわけですが、公的な施設と民間の施設

ではですね、維持管理に大きな違いがあるわけですね。それが周辺の漁民の皆さんのグ

ループであるならば、今議長から話がありましたように沈んでもなんでもその皆さんで

処理してもらう、ですね。 

ところが公的な施設なんだという形で持っていくならば、いろんな、これは町が直接

関わる県の問題と思いますけども、もしそういうことであるならば若干違うと思う。そ

こら辺はですね、はっきり民間の方に払い下げするんだということなのか、それとも県

がずっと県の所有でたまたま使ってもらえるんだという、そこら辺をはっきりさせんと

今後の維持管理はですね、もし処分するとなれば県が１,０００万かかって処分します

と、あっちに持っていかんばんですもんねと。そのときまた、２０％か１０％かの地元

の負担金が出てくるわけでしょ。そこら辺をよく県と確認をされて処理せんと問題があ

ると思います。金銭的な問題だけでなく、その移動したポンツーンを使ったことによっ

て何かケガがあったと。そういう場合も又ですね、公の持ち物であるならば、そこら辺

の責任問題も出てくるんですよ。ただでやるとか、そこら辺はもう県の考えですので、

幾らでやるのか有償でやるのか、無償でやるのかはよくわかりませんが、極端に言えば

どうでもいいことですけども、そこら辺ははっきりさせるべきじゃなかですか。 

○議長（倉田 明君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） ご存知のように富岡港の港湾区域でございます。今回

の工事はですね、今言いましたように新たな浮き桟橋を造るっていうことと、それから

現在使用しております浮き桟橋を向こうの方に移動をするというような費用までこの工

事の中で入っておりますので、当然これは公的な施設であって、この古い桟橋の処理に

つきましても公的なものと考えております。 

○議長（倉田 明君） はい、最後です。 

○２番（浜口雅英君） 要するに富岡港の施設の一部として向こうに移設すると。した
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がって民間の所有とか何とかは一切ないんだと。今までどおり熊本県の管理に入るんだ

ということで理解していいんですかね。 

○議長（倉田 明君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） そういうふうに理解しております。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。錦戸俊春君。 

○７番（錦戸俊春君） １８ページのさっきのライスセンターの話ですけども、乾燥機

が処理能力は８ｔの５基が現在あるということで、１基が調子が悪いということですけ

れども、そうすると採択されなかった理由というのはどういうふうなことでしょうか。 

○議長（倉田 明君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 不採択の理由でございますが、国への事業の採択申請

に当たりましては、事業計画書に合わせまして成果目標に対して申請事業の効果や重要

度、緊急度といった費用対効果のポイントを併せて提出いたします。このポイントは３

２点満点のうち今回の評価が２４点でございました。今回は国の審査で２７点以下は全

て不採択ということで、採択要件のポイントが低かったことが要因と思われます。 

ポイントの低かった理由といたしましては、今回は産地競争力の強化のための共同施

設事業として遠赤外線の放射によりまして、籾の内部から乾燥させて籾の水分の仕上げ

をですね、一定にいたしまして一等米の比率の向上を目的としたもので今回申請いたし

ました。それで１０％の向上を見込んでおりましたが、それではポイントが低かったと

いうことでその原因でございます。 

○議長（倉田 明君） 錦戸俊春君。 

○７番（錦戸俊春君） わかりましたけど、そうすると今、１基は動かないわけですか

ね。今年度は４基で動かして農協の方はされるということになるわけですか。 

○議長（倉田 明君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 現在、調子が悪いということでございますので、全く

ということではございませんけど、通常はもう４基で動かすということでございます。 

（雑談あり） 

○議長（倉田 明君） その件についてきちっと確認しましょうか。ちょっと休憩いた

しましょうか。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５０分 

再開 午前１１時５２分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） 本会議を再開いたします。 

農林水産課長。 
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○農林水産課長（野田尚之君） 失礼しました。先程ポイントの採択基準を申し上げま

したが、３２ポイント満点でしたが、今回２４点にとどまりましたので事業実施体の農

協の方が申請を取り下げたということでございます。大変失礼いたしました。 

○議長（倉田 明君） 一応整理しますが、取り下げという言葉が出てきましたが、農

協自身は取り下げておらないと思います。不採択だったから町がこの予算を取り下げた

という形になったと、そういうことでしょ。町長。 

○町長（田嶋章二君） これは私が聞いた話では、これ昨年度ですよ。農協が要するに

国が定めた期間までできないということだったんで、その結果、町が取り下げたってい

うことになったんじゃないかと、私はそう聞いております。 

○議長（倉田 明君） 一応そこはですね、再度確認して報告するということで時間を

いっぱい使いましょう。 

他にありませんか。浜口君。 

○２番（浜口雅英君） そうしたら５基あるうちに４基での対応はできるということで

良かっですかね。１基が中途半端な調子とか止まったとか何とかって、そこら辺はどが

んなっとですか。さっきもちょっとお尋ねしとったと思いますけど。 

○議長（倉田 明君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） この稼働につきましては農協に確認させていただきま

す。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） そこら辺のとこはですね、最初からいろんな話が出ております。

米部会長から、議長、それから町長、担当、やっぱりそこはきれいに整理してですね、

次の昼からでも我々にお示しいただきたいと思います。以上です。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。神﨑君 

○１１番（神﨑公顕君） 元に戻るようですけれども、浜口議員の質問にありましたポ

ンツーンですかね、浮き桟橋。向こうの老人ホームの下に持っていくっていう、県がす

るっていうようなことですけれども、それは確約は取れとっとですか。今後、維持管理

する場合に、そういった何も関係のない県があそこにずっと管理を見てくれるのかどう

か。その点確認をお願いします。 

○議長（倉田 明君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） 確認はですね、再度もう１回私が確認いたしたいと思

います。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。錦戸久幸君。 

○１０番（錦戸久幸君） 先程のペーロン船の話がありましたけども、これは購入時期

はいつ頃までされるんでしょうか。購入される時期。 
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それから１５ページに子ども子育て支援事業計画が１１３万４,０００円ありますけ

ども、この事業の内容について改めてお知らせをいただきたいと思います。 

それからこの２９５号の議案の説明のときに課長から総額は５１億３,９３２万とい

う説明がありましたけども、この歳入歳出をそれぞれ増やす金額、この額が飛ばされた

ようでございましたので、条例のこの金額はやっぱり言われた方がいいんじゃないかな

と思いました。 

○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（立山清剛君） 補正予算を議決していただきましたら直ちにですね、

手続きを取りたいというふうに思っております。 

○１０番（錦戸久幸君） それはペーロン大会には間に合わんとだろうか。 

○議長（倉田 明君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（立山清剛君） 材料の確保、それから工事等々ありますので今年の７

月１９、２０のじゃっと祭、ペーロン大会には間に合わないというようなことです。 

○議長（倉田 明君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） 予算書の１５ページの子ども子育て支援事業計画策定

業務委託料の件でございます。平成２４年の８月に子ども子育て関連三法が成立をしま

して、来年の４月から新しい制度が全国的にスタートをします。この制度の中では、市

町村において乳幼児期の教育、保育の総合的な提供や待機児童対策の推進、地域での子

育て支援の方策等を盛り込んだ子ども子育て支援事業計画を策定するように定められて

います。 

私どもも本町につきましては、例えば３５０人の定員に対して３２０人が町内からの

入所ということで、待機児童もいないというようなことでありまして、自前で計画を出

来るだろうというふうに当初予算の編成段階では考えておりました。 

しかし、県のヒアリングを受ける中で、例えばその３５０人から３２０人引いたあと

３０人っていうのは近隣の市から受け入れをしなければいけないということで、調整を

するという必要があります。そのことを又、県の方にいろいろと報告をする必要があり

ますので、９月までにはある程度の原案を作らんといかんというふうなことになりまし

て、今始まっております子ども子育て世代への臨時特例給付金の支給、そういう諸々も

ですね、臨時的なものが出てきましたので今回、策定の委託料の補正をお願いしたとこ

ろでございます。 

○議長（倉田 明君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（福田忠輝君） 大変失礼をいたしました。次回から気を付けて説明を

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。 
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ここでお昼のため休憩いたします。午後１時まで。 

先程農協の件が出ておりますが、その件も含めまして午後、報告願いたいと思います。 

これで休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時００分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） それでは、休憩前に引き続きまして本会議を開きます。 

先程２点につきまして、ちょっと意志の疎通って言いましょうか、はっきりしない部

分がありましたので、改めて再度答弁願いたいと思います。 

まず、農林水産課長の方からいいでしょうか。農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 現在の農協のライスセンターの乾燥機器ですが、農協

に確認しましたところ、現在は５基共に稼働は可能な状況であるということを確認いた

しました。 

それと事業の採択申請につきましては、老朽化を理由に平成２５年度の国の経済対策

に伴う補正予算での時点で国への事業要望を苓北町農協と協議いたしましたが、機器の

入れ替え時期や６月までの入れ替えの完了ということもございまして、この時点での事

業への対応はできないということで農協から取り下げがございました。その後、平成２

６年度におきまして新たに国への申請をいたしましたところ、国の審査により不採択と

なり、今回の補正予算の計上になったものでございます。以上でございます。 

○議長（倉田 明君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（益田大介君） 先程の富岡港の管理ですが、今度新しくできます浮き

桟橋、それから今後移設予定の浮き桟橋につきましても、引き続き熊本県の管理を行う

ということで確認をいたしております。 

○議長（倉田 明君） 他に執行部の方からありませんか。 

それでは皆さんの方から他に質疑ありませんか。ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 他に質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第２９５号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって議案第２９５号、平成２６年
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度苓北町一般会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 議案第２９６号 平成２６年度苓北町水道特別会計補正予算（第１号） 

○議長（倉田 明君） 日程第１８、議案第２９６号、平成２６年度苓北町水道特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第２９６号、平成２６年度苓北町水道特別会計補

正予算（第１号）案についてご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３０万円を追加し、歳入歳

出それぞれ２億８,２２６万７,０００円とするものでございます。 

内容につきましては、石綿管が使われている農業用水管の撤去工事を県が事業主体で

実施しますが、同じ区間に入っている水道の石綿管の撤去も共同施工していただくため

に水道管の撤去に伴う負担金を増額するものでございます。 

歳入につきましては６ページをお願いいたします。款５、繰越金、目１、繰越金を充

当いたしまして２３０万円の増額でございます。 

歳出につきましては、７ページをお願いいたします。款１、水道費、目１、一般管理

費、節１９、負担金補助及び交付金で志岐地区特定農業用管水路等特別対策事業負担金

で２３０万円の増額です。場所は、町道鞍付線の志岐浄水場から志岐配水池までの区間

で、当初予算で県の概算によりまして４００万円を計上しておりましたが、新年度に入

り見直しをした結果、総事業費が増額となったということでそれに伴い、負担金も増額

となっており、増額の提案をさせていただいております。 

以上で、平成２６年度苓北町水道特別会計補正予算（第１号）案の説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第２９６号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって議案第２９６号、平成２６年

度苓北町水道特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決することに決定しまし

た。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議案第２９７号 平成２６年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会

計補正予算（第１号） 

○議長（倉田 明君） 日程第１９、議案第２９７号、平成２６年度苓北町特定地域生

活排水処理事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第２９７号、平成２６年度苓北町特定地域生活排

水処理事業特別会計補正予算（第１号）案についてご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５２万円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ５,０３３万９,０００円とするものです。 

内容は、４月の人事異動で担当者が変わったことにより人件費が不足するため、人件

費を増額するものです。 

歳入につきましては６ページをお願いいたします。款４、繰入金、目１、一般会計繰

入金を３５２万円の増額でございます。 

歳出につきましては７ページをお願いいたします。款１、特定地域生活排水処理事業

費、目１、一般管理費で節２の給料から節４の共済費まで合わせて３５２万円を増額す

るものです。 

以上で、平成２６年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第１号）

の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第２９７号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって議案第２９７号、平成２６年

度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決

することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２０ 議案第２９８号 請負契約〔富岡城跡二の丸長屋・角櫓整備工事〕の締

結について 

○議長（倉田 明君） 日程第２０、議案第２９８号、請負契約〔富岡城跡二の丸長
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屋・角櫓整備工事〕の締結についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 議案第２９８号、請負契約〔富岡城跡二の丸長屋・角櫓整

備工事〕の締結について。 

本町は、下記のとおり工事請負契約を締結するものとする。平成２６年６月１０日提

出、苓北町長、田嶋章二。 

記、１、工事名、富岡城跡二の丸長屋・角櫓整備工事。２、契約の方法、指名競争入

札。３、契約の金額、３億２,２２７万２,０００円。４、契約の相手方、熊本県天草市

東浜町１３番１号、大昌・双川特定建設工事共同企業体、代表者、大昌建設株式会社、

代表取締役、川上英俊。 

提案理由、地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、契約の締結について議会の議決を

必要とするためでございます。 

補足説明をさせていただきます。今回の富岡城跡二の丸長屋・角櫓整備工事は、国の

緊急経済対策事業に係る平成２５年度補正予算に伴う都市再生整備計画事業の社会資本

整備総合交付金並びに地域活性化・効果実感臨時交付金、呼称がんばる地域交付金及び

元利償還金の２分の１が交付税で措置される補正予算債を活用いたしまして、富岡城跡

二の丸内に国会図書館所蔵の富岡城絵図を基にこれまで実施してきました建物跡の発掘

調査結果に沿いまして、歴史資料館などを建設整備するものでございます。長屋につい

ては歴史資料館の機能を備えた観光交流センターとして位置付け、観光客が随時利用で

き、又、地域住民と観光客の交流の場となる施設として観光案内所、休憩所の設備も備

えた歴史・文化などを紹介できる場として整備をいたします。 

東西の角櫓につきましては、展望所、休憩所及び地元物産を紹介・即売できるスペー

スとしても活用できるよう整備をいたします。 

建物の構造広さは添付しております図面にありますように、長屋が木造２階建、延床

面積２５６.１３㎡、東角櫓が木造平屋建て、床面積５０.５㎡、西角櫓が木造平屋建て、

床面積３８.８㎡でございます。その他、詳細の構造、外観、設備状況につきましては、

添付しております図面のとおりとなっております。 

内容につきましては、議会歴史資料館等検討特別委員会などでこれまで説明をさせて

いただいておりますので、省略をさせていただきたいと思います。 

このように、歴史的建造物と連携させまして、併せて町内外の来館者の利便性を考慮

した中で富岡城内に施設を整備することにより、富岡城を訪れる観光客に富岡城の歴史

をはじめ、町の歴史・文化など町の魅力を発信し、観光客の入り込み増を図ることがで

きるものと考えております。 
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又、地域住民の方々へ町の歴史・魅力・文化の再認識を促すと共に、観光客と町民と

の交流の場としても大いに活用できるものと考えております。 

なお、契約工期は議決時以降日から平成２７年２月２８日までを予定しております。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

山下君。 

○８番（山下時義君） 課長にお尋ねします。この特別委員会をですね、議会でも設置

しまして、非常に審議を深めて我々も理解できたわけでございますが、委員長報告にで

すね、意見・要望ということでさっき報告の議案に６項目にわたって要望をしておりま

す。この要望に対してどのように努力をされたのかというのが第１点でございます。 

第２点は入札業者がですね、何社でどういう金額であったのか、その経緯についてお

尋ねします。 

それからこれは町長にお尋ねいたします。私たちも特別委員会で審議をしたわけでご

ざいますが、こういう重要案件につきましてはもう少し早い時期にですね、やはりこの

議会にも話をしていただいて、そしてやっぱり大きい問題であれば今回のような特別委

員会を設置して、議会としてもいろいろ勉強していく機会を設けるというようなことが

できます。 

私が先程申し述べておりますが、実際もう既に設計が出来上がってそれぞれなってい

るのをですね、覆すことについては大変無理がある、あるいはできないというような状

況があったのではなかろうかと、このように思っています。 

我々がですね、４回にわたってこういう審議をしました。その結果を踏まえてですね、

やはり設計業者がですよ、議会もそういうことであるかということを踏まえて設計に取

り組むようなシステム、これが一番私は今回の問題についてのですね、基本であると、

このように思っておりますので、以上の点についてお尋ねをいたします。以上です。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） まず第１点目の議会の方の歴史資料館等検討特別委員会の

提言書に基づきますその後の対応というようなことで今、ご質問がございましたけども、

この点につきましては、６月２日の第４回歴史資料館等検討特別委員会の中でもご報告

をさせていただいております。 

まず第１点目のトイレの屋根等の構造は本体と同じく本瓦葺の構造とすべきというこ

とでご提言を頂いておりました。これにつきましては、当初設計では銅板一文字葺とい

うことでしておりましたけども、この点を議会からの提言を受けまして桟瓦葺に変更す

るということでお答えをしたところでございます。 

なお、桟瓦葺にしたいきさつにつきましては、専門委員の意見としてやはり本来なか
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った部分につきましては別の部材で施工し、きちんと説明責任を果たせるようにしてお

くべきであるということ、このことが文化財の面から言えばその文化財としての価値を

高める上からも必要であるというご意見を受けた中で桟瓦葺に変更をしたものでござい

ます。 

次に、２点目の田原坂資料館等他所に比べ、建築工事費が高いように思われるので十

分な検討を行うとともに、詳細な説明をされたいということでございました。この点に

つきましても、苓北町の場合は、富岡城の長屋跡建物の復元を基本とした木造での建築

でございますので、他の資料館とはその構造や部材の数量等が相違いたしますので、単

純に面積のみの比較はできないということでお答えした中で、田原坂資料館の新しい資

料館の建設計画の事業費、それから他の城造りの資料館等の事業費等もお知らせしたと

ころでございます。 

次に、３点目のスプリンクラーの設置など、入館者や展示品を守る設備を完備すべき

ではないかというようなことでご提言に入っておりました。この点につきましては、建

物の用途からいきますと資料館でございますので、建築基準法及び消防法ではスプリン

クラーの設置の規定はないということで、消防法におきましては床面積７００㎡以上か

らの屋内消火栓の設置が求められるということで規定されているという点をご説明いた

しました。 

しかしながら、防火対策は必要でございますので、今後防火水槽などの設置について

検討していくとともに、敷地内の喫煙のあり方とか喫煙場所の設定等考慮していく必要

があるということでご説明をしたところでございます。 

それから４点目の料金の徴収をされることから東西とも出入り口を通路側に設けるべ

きではないかというご提言でございました。この点につきましては、二の丸広場から資

料館への出入り口につきましては東側のみをするということでお答えしております。西

側の出入り口につきましては、この西側の出入り口は絵図にそれが示されているわけで

すけども、この出入り口につきましては、資料館内部から資料館敷地内の屋外テラスへ

の出入りのための出入り口とするということでお答えをしたところでございます。 

次に、トイレに窓の設置ができないか検討されたいということでございましたけれど

も、この辺につきましては長屋跡建物の復元を基本としておりまして、姿図上好ましく

ないというようなことで、トイレ対策としては消臭対策などは適切に対応できるよう設

備設計しているということでお答えをしたところでございます。 

それから建設工事はできる限り町内業者に発注されたいというようなことでご提言が

ありました。この点については、長屋・角櫓整備工事については事業規模も大きく、技

術的難度も高い工事でございますので、又、繰越予算による補助事業のため工事期間が

限られていることもありますことから、天草郡市内に本社もしくは支店を有する熊本県
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工事入札参加者資格審査格付けによる建築一式工事のＡ１ランクの業者と苓北町内に本

社を有する平成２５、２６年度苓北町工事入札参加者資格格付けにおける建築Ａランク

の業者による特定建設工事共同企業体の登録業者の中から指名競争入札によって決定す

ることとしたいということでお答えをしたところでございます。 

それから２点目のご質問の件ですけども、指名業者につきましては、昨日の全員協議

会の中で説明をいたしましたけれども、合わせて５共同企業体から入札を行っておりま

す。大昌・双川特定建設工事共同企業体の他に昭和・長浜特定建設工事共同企業体、中

村・カネマツ特定建設工事共同企業体、金子・横山建設工事共同企業体、吉永・前川特

定建設工事共同企業体の５社でございます。（「金額は」と呼ぶ者あり） 

入札に際して設計価格につきましては、お示ししました折３億２,８９３万６,６８０

円ということでございまして、入札に際して公表した予定価格は３億２,８９０万円で

ございました。これに対して先程申しましたように請負額３億２,２２７万２,０００円

で大昌・双川特定建設工事共同企業体が落札をしたものでございます。以上でございま

す。 

○議長（倉田 明君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） もっと早く検討委員会を始めたかったというご意見でありまし

た。なるほどなと思っておりますが、ご承知のとおり、この経済対策補正予算は正式に

決まったのが２月でございます。それを受けまして我々も提案も早くやらなきゃいかん、

そして次年度中に終わらせなければならないということもございまして、早速そういう

手順を踏みながら設計業者を決めて、設計業者が決まったらもうすぐ検討委員会を開い

ていただいて４回もやっていただいて、そして又、十分我々も足りなかったところを補

うだけの今、答えましたようなご指摘も頂いたわけでございます。もう少し時間の暇が

あればですね、もっと早くにご報告もしてとは思いますが、今回は時間の関係もありま

して最大限今、ご指摘のあったようなことにはお答えできてるんじゃないかなと感じて

おるところでございます。 

○議長（倉田 明君） 山下君。 

○８番（山下時義君） 課長、協議会は全員協議会は協議会ですよ。この本会議で発言

があったことが議事録として残るわけですから、非常に本会議の発言っていうのは重い

わけです。そういう意味で私は発言をしております。それで先程説明がありましたとか、

全員協議会で説明がありましたっていうのは、それは議会外の話であって、それはです

ね、本会議の話が議事録に載って後々まで残るわけです。そういう意味で私は発言して

おります。 

それからこれは参考のためでありますが、課長にお尋ねしますが、結局代表者がです

ね、大昌建設の川上さんと書いてありますが、３億２,０００万のこの金額のうち代表
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者あるいは双川さん、お二人で共同企業体を組んであられますが、その事業内容ですね、

これはどのように進んでいくのか。例えばですよ、大昌さんは頭だから８０％とか、あ

るいは基礎工事は双川さんにさせて上屋は大昌さんがするとか、そういう取り決めはあ

るのかないのか、それをお尋ねします。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 特定建設工事共同企業体の登録を受け付けする際に構成員

の資格ということで条件を設定させていただいております。その中で全ての構成員は４

０％以上の出資比率としなければならないというようなことで規定をしているところで

ございますので、その中でそれぞれの構成会社によりまして工事がなされていくという

ことで考えています。 

○議長（倉田 明君） 山下君。 

○８番（山下時義君） ちょっとわかりませんが、その４０％の出資、一応共同企業体

で会社をつくるんでしょ。そしてそのうちの４０％ずつ出すわけですか。あとの２０％

はどうなるんですか。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） すみません、私の説明がちょっとわかりにくかったです。

全ての構成員が４０％以上の出資比率としなければならないということでございますの

で、一番最低でいきますと６割と４割、それ以上も考えられるということでございます。 

○８番（山下時義君） はい、わかりました。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 入札に係る改札調書の提出はできますか。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 一応議会に、今ということでございますかね。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 議案第２９８号、次の２９９号も同じですが、請負契約に関す

る議案審議ですので、是非入札改札調書は提示していただいて、それを基に又、議論を

深めたいと思います。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） わかりました。それでは準備をさせていただきます。 

○議長（倉田 明君） では暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時２０分 

再開 午後１時３８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 



 

－111－

○議長（倉田 明君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

只今資料が配布されましたが、この件について、はい副町長。 

○副町長（松野 茂君） 今、改札調書をお配りさせていただきましたが、一応個人情

報も入っております。閲覧する場合は最低制限価格等は表示をされておりません。一応

今日は議会のということでお配りしておりますが、後でこれは回収をさせていただきた

いと考えております。閲覧は可能ですが、黒塗で全部潰したところで閲覧をさせていた

だいておりますので、そういうことでお願いをしたいと思います。 

○議長（倉田 明君） 総務課長。 

○総務課長（岡田晴喜君） 先程、錦戸議員から工事の発注状況の一覧をということで

お尋ねがありまして、一応四半期ごとで取りまとめておりまして、まだ整理ができてお

りませんので出来次第、配布させていただきたいと思います。 

○議長（倉田 明君） 浜口議員いいですか。はい。 

○２番（浜口雅英君） まず、ここを墨で塗ってですね、プライバシーに係る部分、私

もえらい詳しく教えてもろたなという感じがしたわけですけども、そういうものについ

ては墨を塗ってコピーして配るべきじゃなかですか。 

最近苓北町役場では、資料をですね、返せ返せっていうとが再三ありますね。やっぱ

りそこら辺は出していい部分と出してはいけない部分は役場の中で判断していただい

て、できるだけ開けた町政のためにもそういう形にしてもらいたいと思います。返せと

言われればですね、何かおかしくなくてもおかしいというふうな印象を持ちます。そこ

はもう極端な言い方すればですね、これから切ってこっち側だけで良かです、こっちは

右は要らんとですよ。そういうことで回収はここを切り取ってですね、こっちはまた配

布してもらいたいと思います。 

それからもう１点ですが、契約工期が来年の２月までになっております。これは適正

工期といいますか、そういう形で理解していいのか、それとも事業を進めていく中で、

もう既にまた半年遅れとか、予算の中でですね、なっていくのかどうか、それをちょっ

と確認させてください。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 工期につきましては、適正な工期となっております。 

○議長（倉田 明君） 浜口君。 

○２番（浜口雅英君） 念を押すわけですが、そんなら来年の２月２８日以降に工期が

ずれることはないということであると、天災、被災がない限りということで理解してい

いわけですね。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 現在の予定工期では２月２８日としております。なお、申
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し上げますように繰越事業でございまして、３月３１日までには全ての工事業務等を完

了しなければならないということでございますので、極力契約工期内で建築が終わるよ

うに努力していきたいと考えております。 

○２番（浜口雅英君） はい、わかりました。 

○議長（倉田 明君） 他にありませんか。ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 他に質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第２９８号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって議案第２９８号、請負契約

〔富岡城跡二の丸長屋・角櫓整備工事〕の締結については、原案のとおり可決すること

に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２１ 議案第２９９号 請負契約〔富岡城跡百間土手整備工事〕の締結につい

て 

○議長（倉田 明君） 日程第２１、議案第２９９号、請負契約〔富岡城跡百間土手整

備工事〕の締結についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） 議案第２９９号、請負契約〔富岡城跡百間土手整備工事〕

の締結について。 

本町は、下記のとおり工事請負契約を締結するものとする。平成２６年６月１０日提

出、苓北町長、田嶋章二。 

記、１、工事名、富岡城跡百間土手整備工事。２、契約の方法、指名競争入札。３、

契約の金額、８,９０７万８,４００円。４、契約の相手方、熊本県天草郡苓北町志岐１

２３番地の１、株式会社カネマツ、代表取締役、岩下 忠。 

提案理由、地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、契約の締結について議会の議決を

必要とするためでございます。 

補足説明をさせていただきます。今回の富岡城跡百間土手整備工事は、先程の議案と

同様に、国の緊急経済対策事業に係る平成２５年度補正予算に伴う都市再生整備計画事

業の社会資本整備総合交付金並びに地域活性化・効果実感臨時交付金、呼称がんばる地
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域交付金及び元利償還金の２分の１が交付税で措置される補正予算債を活用して行うも

のでございます。 

添付しております図面番号Ａの２、Ａの３にありますように、百間土手の海側の既存

石垣、１６３ｍの上部に築地塀を新設し、併せて道路部分についてはアスファルト舗装

及びオーバーレイ舗装を行います。又、図面番号Ａの４からＡの７にありますように、

百間土手から東側の旧大手門につながる石垣、長さ６５ｍ、面積３２２.４２㎡につき

まして、既存石垣の積直し及び欠損箇所への購入石による石積み並びに胴詰め裏込材工

を施工し、石垣の修復を行うものでございます。 

なお、昨日の全員協議会でご意見がございました縁石部分を車道側に１ｍ程度広げて

この部分を歩道にしたらどうかということにつきましては、改めて検討をいたしました

が、この道路は観光バスやトラック等の大型車の通行もあることから、昨日も申し上げ

ましたように、現状の道路幅員５ｍ７０から６ｍ７０の中で車道並びに路側帯を確保す

るということでこの位置に施工することといたしておりますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

ビジターセンターとして活用しております富岡城の本丸櫓、先程の議案の二の丸の長

屋・角櫓の整備と併せまして、今回、百間土手の築地塀整備と石垣修復を行うことによ

りまして、城跡としての魅力的な景観が整備され、これにより町の歴史的風致の向上が

図られ、苓北町を訪れる観光客の入り込み増を図ることが期待できるものと考えており

ます。 

なお、契約工期は、議決日以降日から平成２７年２月２８日までを予定しておりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

神﨑君。 

○１１番（神﨑公顕君） これはページの４ページのところで今の説明が当てはまって

お尋ねしますけれども、図面の３２、３６、３４ですね。これを石垣を補充して上に積

み上げていかれるわけですけれども、この分は現存の根石に合わせてそのまま上げられ

るのか、幾分か先程説明で旧大手門関係で元の石垣は昔は道の途中ぐらいまであったん

じゃないかと言われておりますけれども、その点はどうなってるかお尋ねします。 

○議長（倉田 明君） 教育課長。 

○教育課長（山崎秀典君） この点につきましては、専門の調査員に石垣の調査をして

いただいております。調査に基づく根石に沿いましてですね、それの積み直しを行うと

いうことで計画をしております。 

○議長（倉田 明君） いいですか。 

○１１番（神﨑公顕君） はい。 
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○議長（倉田 明君） 他にありませんか。ありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 他に質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。議案第２９９号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。したがって議案第２９９号、請負契約

〔富岡城跡百間土手整備工事〕の締結については、原案のとおり可決することに決定し

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２２ 同意第１８号 苓北町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

○議長（倉田 明君） 日程第２２、同意第１８号、苓北町固定資産評価審査委員会の

委員の選任についてを議題とします。 

提出者の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 同意第１８号、苓北町固定資産評価審査委員会の委員の選任に

ついて。 

苓北町固定資産評価審査委員会の委員に次の者を専任したいので、地方税法第４２３

条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。平成２６年６月１０日

提出、苓北町長、田嶋章二。 

記、荒木康英。 

提案理由、苓北町固定資産評価審査委員会の委員のうち１名の委員が平成２６年７月

２日をもって任期満了となるので、後任の委員を選任するためでございます。 

なお、荒木氏の略歴につきましては、次ページに掲載しておりますのでご参考の上、

ご同意のほどをよろしくお願い申し上げます。 

○議長（倉田 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。これから同意第１８号、苓北町固定資産

評価審査委員会の委員の選任について同意を求める件を採決します。 

この採決は、会議規則第８２条の規定によって無記名投票で行います。 
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 議場の出入り口を閉めます。 

 只今の出席議員数は１１名です。 

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、１番、野田謙

二君、２番、浜口雅英君、３番、山本政人君を指名します。事務局長が投票用紙をお配

りします。本件に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。 

 投票用紙の配付漏れありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱の点検を行います。いいですか。 

［「異常なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異常なしと認めます。 

只今から、投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順次、

投票を願います。よろしくお願いします。 

○事務局長（山口仁人君） １番、野田謙二議員、２番、浜口雅英議員、３番、山本政

人議員、４番、大仁田藤男議員、５番、田嶋豊昭議員、６番、野﨑幸洋議員、７番、錦

戸俊春議員、８番、山下時義議員、９番、松野重幸議員、１０番、錦戸久幸議員、１１

番、神﨑公顕議員。 

○議長（倉田 明君） 投票漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 投票漏れなしと認めます。 

これから開票を行います。立会人の野田謙二君、浜口雅英君、山本政人君に開票の立

ち会いをお願いいたします。 

 それでは、投票の結果を報告いたします。投票総数１１票、有効投票１１票、無効票

はありません。有効投票のうち、賛成１１票、反対、なし。 

 以上のとおり、賛成が多数です。 

したがって、同意第１８号、苓北町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意

を求める件は、同意することに決定しました。 

出入り口の開場をお願いします。 

教育課長は数分、用件で出ますのでご理解いただきたいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２３ 陳情等文書表について 

○議長（倉田 明君） 進みます。日程第２３、陳情等文書表についてを議題としま

す。 

本会議まで受理した陳情等は先にお配りしました２件が提出されております。 
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まず、陳情第３９号、学校図書館の蔵書整備・充実に関する陳情書を議題とします。 

陳情第３９号については、議会運営委員会にお諮りし、会議規則第９５条の規定並び

に会議運営に関する申し合わせにより、議員配布することに決定いたしましたのでお手

元に配布しております。 

次に、陳情第４０号、建設業従事者アスベスト被害者の早期救済解決をはかるよう国

に働きかける陳情書を議題とします。 

お諮りします。陳情第４０号については、議会運営委員会にお諮りし、会議規則第３

９条第２項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。 

したがって委員会の付託を省略することに決定しました。本件につきましては、会議

規則第３９条第２項の規定により説明を省略しますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。 

これから陳情第４０号を採決します。陳情第４０号を採択することにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。 

したがって、陳情第４０号は採択することに決定しました。 

お諮りします。只今採択されました陳情第４０号の意見書は、本日の日程に追加し、

提出者、賛成者を定め、追加提案したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。 

したがって、陳情第４０号の意見書の提出については、追加提案することに決定しま

した。 

ここで追加日程のため、しばらく休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時０５分 

再開 午後２時０６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（倉田 明君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第１ 発議第１２号 建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根絶
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に関する意見書の提出について 

○議長（倉田 明君） これから追加日程についてを議題とします。追加日程第１、発

議第１２号、建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根絶に関する意見書の提

出についてを議題とします。 

提出者の説明を求めます。野田謙二君。 

○１番（野田謙二君） 追加日程第１、発議第１２号、建設業におけるアスベスト被害

者の救済と被害の根絶に関する意見書の提出について。平成２６年６月１１日、苓北町

議会議長、倉田 明。 

発議第１２号、建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根絶に関する意見書

の提出について、別紙のとおり意見書を提出するものとする。平成２６年６月１１日提

出、提出者、苓北町議会議員、野田謙二。賛成者、苓北町議会議員、大仁田藤男、賛成

者、苓北町議会議員、田嶋豊昭。 

建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根絶に関する意見書案。 

日本の高度経済成長期に、アスベスト（石綿）は不燃化、耐火工法に優れた建材とし

て建築基準法によって、その使用が推進され、大量のアスベストが建設資材として使用

されてきました 

近年、アスベストによる疾病が社会的に広がる中で、アスベストは人体に有害な影響

を及ぼす鉱物であるとの認知が進み、その取り扱いも全面禁止へと変わりました。しか

し、国のアスベストの使用に係る法律は変わっても、その間にアスベスト・含有建材を

使用し、吸い込んだ建設労働者の被害は広がりを見せる一方です 

特に、地方から出稼ぎとして都市部の建設現場で働いた労働者に被害が出るなど、そ

の影響は全国的です。また、アスベストによる疾病は３０年から４０年という長期経過

した後発症することが多く、亡くなってから労働災害が認定される事例や医学的認定基

準を満たさずに、労働災害の認定に結び付かない事例があるため、早期に労働災害が認

定されることはアスベスト被害者にとって何よりの支えになります。２０１２年１２月

５日の東京地裁では、建設アスベストの裁判としては初めて国の責任を認めた判決が出

されました。 

よって、司法の場での結論を待たず、国においては、直ちに建設アスベスト被害者の

全面救済に必要な措置を講ずること。 

記、１、建設従事者のアスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施をアスベスト

被害者の拡大を根絶する対策を直ちに行い、アスベスト問題の早期解決を図るよう強く

求める。 

１）石綿による疾病に対して、早期に労働災害の認定が受けられるように、専門医を

増やすこと、又、認定基準の緩和を検討すること。２）「石綿の健康被害の救済に関す
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る法律」を、十分な救済、補償が受けられるように抜本改正を進めること。３）石綿健

康管理手帳の周知、建設現場従事者と近隣住民のばく露等、総合的な石綿対策を講じる

こと。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。平成２６年６月。 

衆議院議長、伊吹文明様、参議院議長、山崎正明様、内閣総理大臣、安倍晋三様、厚

生労働大臣、田村憲久様、国土交通大臣、太田昭宏様、環境大臣、石原伸晃様。 

苓北町議会議長、倉田 明。以上です。 

○議長（倉田 明君） 提出者の説明が終わりました。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 討論なしと認めます。発議第１２号を採決します。 

お諮りします。本案については、可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第１２号、建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の根絶に

関する意見書の提出については、原案のとおり可決されました。 

お諮りします。只今議決されました建設業におけるアスベスト被害者の救済と被害の

根絶に関する意見書の提出について、その条項、字句、数字その他整理を要するものに

ついては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。 

したがって、条項、字句、数字その他整理は議長に委任することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２４ 継続審査調査の申し出について 

○議長（倉田 明君） 日程第２４、閉会中の継続審査調査の件についてを議題としま

す。 

総務常任委員長、町民福祉常任委員長、建設経済常任委員長、議会運営委員長、議会

広報委員長から会議規則第７５条の規定によって、閉会中の継続審査調査の申し出があ

っております。 

お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査調査とすることに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。 

したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査調査とすることに決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２５ 議員派遣について 

○議長（倉田 明君） 日程第２５、議員派遣の件を議題とします。 

お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配布しましたとおり、派遣するこ

とにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（倉田 明君） 異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件については、お手元に配布しましたとおり、派遣すること

に決定しました。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

平成２６年第２６回苓北町議会定例会を閉会します。 

どなた様も大変お疲れ様でございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後２時１２分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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